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平成２７年上富良野町決算特別委員会会議録（第１号） 

 

平成２７年１０月２６日（月曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第８号 平成２６年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定について 

議案第７号 平成２６年度上富良野町企業会計決算認定について 

─────────────────────────────────────────────── 

○議事日程 

開会宣告・開議宣告 

１ 正・副委員長選出 

２ 議案審査 

  (1) 付議事件名〔平成２７年第３回定例会付託〕 

    議案第８号 平成２６年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定について 

    議案第７号 平成２６年度上富良野町企業会計決算認定について 

  (2) 日程 

    ①書類審査〔第２会議室へ移動し２分科会による分担審査〕 

    ②担当外の書類審査 

    ③全体での書類審査 

散会宣告 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長       村 上 和 子 君            副 委 員 長       中 澤 良 隆 君             

   委 員       岡 本 康 裕 君            委 員       佐 川 典 子 君             

   委 員       長谷川 徳 行 君   委 員       金 子 益 三 君             

   委 員       北 條 隆 男 君            委 員       竹 山 正 一 君             

   委 員       荒 生 博 一 君            委 員       髙 松 克 年 君             

   委 員       米 沢 義 英 君            委 員       中 瀬  実 君             

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○遅参委員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長         向 山 富 夫 君     副 町 長         田 中 利 幸 君          

 教 育 長         服 部 久 和 君     代表監査委員         米 田 末 範 君 

 議選監査委員         今 村 辰 義 君     会 計 管 理 者         藤 田 敏 明 君          

 総 務 課 長         石 田 昭 彦 君              産業振興課長         辻     剛 君 

 農業委員会事務局長         北 越 克 彦 君              保健福祉課長          北 川 和 宏 君         

 健康づくり担当課長         杉 原 直 美 君     町民生活課長         鈴 木 真 弓 君 

 建設水道課長         佐 藤   清 君     教育振興課長         野 﨑 孝 信 君 

 ラベンダーハイツ所長         大 石 輝 男 君     町立病院事務長  山 川   護 君 

 関係する主幹・担当職員 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         林   敬 永 君     次 長         佐 藤 雅 喜 君 

 主 事         新 井 沙 季 君         
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○事務局長（林 敬永君） おはようございます。 

 決算特別委員会に先立ち、議長と町長から御挨拶

をいただきます。 

 初めに、議長から御挨拶をいただきます。 

○議長（西村昭教君） おはようございます。 

 きょうから、中ちょっと抜けますけれども３日

間、決算特別委員会ということで、それぞれ各委員

の皆様方にはよろしくお願い申し上げたいと思いま

す。 

 それぞれ議員必携を十分熟読されてこられている

とは思いますけれども、決算でございますので、そ

れぞれ政策的な事業、あるいは維持管理等の決算で

すか、いろいろありますけれども、何といっても過

ぎてしまった過去を十分効果的に使われたのか、そ

してまた将来に向かって効果的にその成果を出して

きているのかということが着眼点かと思います。 

 それぞれ１年間、取り組まれたものについては主

要調書にそれぞれ出ておりますし、また監査委員の

意見もついてございますので、ひとつ両方にらみ合

わせながら、ひとつ内容の濃い決算委員会になるこ

とを御期待申し上げたいと思います。 

 また、新しく入られた委員の方々もございますけ

れども、会議の進行に当たっては、それぞれ関連質

問等もございますけれども、それぞれ質問が終わる

まで次の順番を待って、そして粛々と進めていただ

ければありがたいかなと思います。 

 大変精神的に疲れるだろうと思いますけれども、

ひとつよろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 また、この決算につきましては、来年度の予算編

成にまた大きく反映されるということもありますの

で、またそういう点からも、将来的な事業あるいは

単独事業も含めてありますけれども、町の基本計画

あるいは個別の計画に沿って進められておりますの

で、ひとつよろしくお願い申し上げたいと思いま

す。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○事務局長（林 敬永君） 続きまして、町長から

御挨拶をいただきます。 

○町長（向山富夫君） 皆さんおはようございま

す。お許しをいただきまして、平成２６年度の決算

特別委員会開会に当たりまして、一言御挨拶を申し

上げたいと思います。 

 １０月に入りまして、非常に天気が不安定であり

ましたが、とうとう積雪を迎えるというようなこと

で、農作業のおくれ等が一部で見られまして、大変

危惧をしているところでございます。本来のお天気

に一日も早く戻っていただきたいなと願っていると

ころでございます。 

 そういう状況でございますが、本日から３日間に

わたりまして、皆さん方には２６年度の決算の御審

査を賜るわけでございます。当然のことながら、私

どもは限られた予算を最大限に効率的に執行してい

くという役目を負っているわけでございまして、こ

の３日間の審査を通じまして、いろいろ御指導賜り

ながら、また住民に最大限の住民サービスができる

ように私どもも取り組んでまいりたいというふうに

考えております。 

 御審議賜りまして御認定いただきますよう心から

お願いを申し上げまして、御挨拶とさせていただき

たいと思います。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○事務局長（林 敬永君） 正副委員長の選出でご

ざいますが、平成２７年第３回定例会で、議長及び

議会選出の監査委員を除く１２名をもって決算特別

委員会を構成しておりますので、正副委員長の選出

については、議長からお諮りを願います。 

○議長（西村昭教君） 正副委員長の選出について

お諮りいたします。 

 議会運営に関する先例により、委員長に副議長、

副委員長に総務産建常任委員長ということで、御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、決算特別委員会の委員長に村上和子君、

副委員長に中澤良隆君と決しました。 

○事務局長（林 敬永君） それでは、村上委員長

は、委員長席へ移動願います。 

（村上委員長、席へ移動） 

○事務局長（林 敬永君） それでは、村上委員長

から御挨拶をいただきます。 

○委員長（村上和子君） 皆さん、おはようござい

ます。一言御挨拶を申し上げます。 

 ただいま委員各位の御推挙賜りまして、決算特別

委員長に就任させていただきました。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 きょうから３日間にわたりまして決算審査を行う

わけでございますが、最も力を入れて見させていた

だかなければならないのは、町民にとりましても２

６年度予算が議決した趣旨と目的に従って適正に効

率的に執行されたのかどうか、それによってどのよ

うに行政効果が発揮できたのか、前年度と見て、そ

れらが２６年度の行政運営にどのように改善、工夫

がなされたのかなどでございます。 

 ９月定例会で健全化判断比率及び資金不足比率の

報告をいただいております。財政は依然として大変
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厳しい状況にあります。主要施策の成果説明書ほか

資料も多くいただいておりますので、それらをもと

に住民の付託に応えるべく、委員各位の活発な御審

議をお願いしたいと思います。 

 また、お願いがございます。理事者、説明者にお

かれましては、初めて決算特別委員会に臨む委員が

多くおりますから、何とか質問者の意図を十分酌ん

でいただき、把握していただきまして、的確な御答

弁をよろしくお願いいたします。 

 ３日間の長丁場でございますが、スムーズな運営

に努めたいと存じておりますので、皆様方の御協力

を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 以上で、御挨拶とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいまの出席委員は１２名であり、

定足数に達しておりますので、これより決算特別委

員会を開会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本委員会の議事日程等について、事務局長から説

明をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 御説明申し上げます。 

 本委員会の案件は、平成２７年第３回定例会にお

いて付託されました議案第８号平成２６年度上富良

野町各会計歳入歳出決算認定について、議案第７号

平成２６年度上富良野町企業会計決算認定について

の２件であります。 

 本委員会の議事日程につきましては、お手元に配

付いたしました議事日程のとおり、会期は本日及び

２８日、２９日までの３日間とし、本日は、これよ

り会場を第２会議室に移し、２分科会に分かれ、各

分科会において分科長を選出し、担当会計の書類審

査を正午まで行い、昼食休憩後、担当外の書類審査

を午後３時までとし、その後、全体審査を午後５時

１５分まで行います。 

 ２日目の２８日は、議事堂において、一般会計の

質疑を決算書により行います。 

 なお、歳出につきましては、款ごとに質疑を進め

ます。 

 ３日目の２９日は、議事堂において、特別会計及

び企業会計決算の質疑を決算書により行います。そ

の後、分科会ごとに審査意見書案の作成、全体で審

議をして成案を決定、理事者に審査意見書を提出、

理事者の所信表明、討論、表決という順で進めま

す。 

 なお、分科会の構成は、１３番村上委員長を除

き、第１分科会は議会選出の５番今村監査委員を除

く１番から６番までの５名、第２分科会は議席番号

７番から１２番までの６名の委員となります。 

 本委員会の説明員は、町長を初め議案審議に関す

る課長、主幹並びに担当職員となっております。 

 以上であります。 

○委員長（村上和子君） お諮りいたします。 

 本委員会の議事日程については、ただいまの説明

のとおりにしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本委員会の議事日程は、ただいまの説明

のとおりと決しました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱いは委員長

の許可といたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） 異議なしと認めます。 

 よって、本委員会は公開とし、傍聴人の取り扱い

は委員長の許可とすることに決しました。 

 これより、本委員会に付託されました議案第８号

平成２６年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定に

ついて及び議案第７号平成２６年度上富良野町企業

会計決算認定についてを議題とします。 

 本件は、さきに説明が終了しておりますので、直

ちに分科会を開催し、各分科長を選出の上、地方自

治法第９８条第１項の規定による書類審査を行いま

す。 

 なお、本委員会の書類審査は、各会計歳入歳出決

算及び企業会計決算の審査とします。 

 なお、事前の資料要求がありましたので、協議の

上、本日配付をしたところでありますので、審査の

参考に願います。 

 念のために申し上げます。 

 書類審査により知り得た事項の中には、秘密に属

する事項があるかと思いますが、これについては外

部に漏らすことのないように、十分に御注意願いま

す。 

 また、審査に当たって、所定の書類以外に必要な

資料等がございましたら各分科会で協議し、決算特

別委員会審査資料要求書に必要事項を記入の上、委

員長に申し出てください。 

 なお、資料要求は、本日の書類審査までとし、明

日以降の質疑応答中は要求できません。 

 これより、会場を第２会議室に移しますので、そ

の間、暫時休憩といたします。 

─────────────── 

午前 ９時１２分 休憩 

午前 ９時１８分 再開 

─────────────── 
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○委員長（村上和子君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 ただいまから、分科会ごとの書類審査を始めま

す。直ちに分科長の選出をお願いします。 

（各分科会で分科長の選出協議） 

○委員長（村上和子君） 各分科長選出の報告を求

めます。第１分科会。 

（第１分科会から佐川典子君と報告あり。） 

○委員長（村上和子君） 第２分科会。 

（第２分科会から米沢義英君と報告あり。） 

○委員長（村上和子君） 各分科長につきまして

は、ただいま報告のとおりであります。 

 それでは、１２時まで、担当の書類審査を始めて

ください。 

（書類審査） 

○委員長（村上和子君） 暫時休憩いたします。 

 再開時間は、１０時４５分です。 

─────────────── 

午前１０時３０分 休憩 

午前１０時４５分 再開 

─────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 担当の書類審査を終了し、午後１時まで昼食休憩

といたします。 

─────────────── 

午後 ０時００分 休憩 

午後 １時００分 再開 

─────────────── 

○委員長（村上和子君） 昼食休憩前に引き続き委

員会を再開し、分科会の書類審査を続けます。 

 これより、午後３時まで担当外の書類審査を行い

ます。 

（書類審査） 

○委員長（村上和子君） 暫時休憩いたします。 

 再開時間は、２時４５分からです。 

─────────────── 

午後 ２時３０分 休憩 

午後 ２時４５分 再開 

─────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 以上で、担当外の書類審査を終了します。 

 お諮りします。 

 十分な書類審査ができたようですので、全体の書

類審査を省略し、本日はこれで散会することに賛成

の方は挙手願います。 

（全員挙手） 

○委員長（村上和子君） 以上で、本日の日程は、

全部終了しました。 

 本日は、これにて散会します。 

午後 ３時００分 散会  
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平成２７年上富良野町決算特別委員会会議録（第２号） 

 

平成２７年１０月２８日（水曜日） 午前９時００分開会  

─────────────────────────────────────────────── 

○委員会付託案件 

議案第８号 平成２６年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について 

議案第７号 平成２６年度上富良野町企業会計決算認定について 

─────────────────────────────────────────────── 

○議事日程 

開議宣告 

１ 議案審査 

  議案第８号 平成２６年度上富良野町各会計歳入歳出決算の認定について 

   (1) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書（歳入） 

     １款（町税）～２１款（町債） 

   (2) 一般会計歳入歳出決算事項別明細書（歳出） 

     ①１款（議会費）～２款（総務費） 

     ②３款（民生費） 

     ③４款（衛生費） 

     ④５款（労働費）～７款（商工費） 

     ⑤８款（土木費） 

     ⑥９款（教育費） 

     ⑦１０款（公債費）～１２款（予備費） 

散会宣告 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２名） 

   委 員 長       村 上 和 子 君            副 委 員 長       中 澤 良 隆 君             

   委 員       岡 本 康 裕 君            委 員       佐 川 典 子 君             

   委 員       長谷川 徳 行 君   委 員       金 子 益 三 君             

   委 員       北 條 隆 男 君            委 員       竹 山 正 一 君             

   委 員       荒 生 博 一 君            委 員       髙 松 克 年 君             

   委 員       米 沢 義 英 君            委 員       中 瀬  実 君             

   （議長 西村昭教君 （オブザーバー）     ） 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○委員長（村上和子君） おはようございます。御

出席まことに御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に達

しておりますので、これより決算特別委員会２日目

を開会します。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程については、さきにお配りしまし

た日程で進めていただきますようお願い申し上げま

す。 

 これより、平成２６年度上富良野町各会計歳入歳

出決算認定に関し、質疑を行います。 

 初めに、各会計決算の一般会計より質疑を行いま

す。 

 一般会計の歳出については、款ごとに調書及び資

料とあわせて質疑を行います。 

 委員及び説明員にお願い申し上げます。 

 審議中の質疑、答弁につきましては、要点を明確

にし、簡潔に御発言されるようお願いいたします。 

 なお、質疑の方法は、一問一答で１項目ごとに質

疑を行いますので、質疑のある場合は挙手の上、議

席番号を告げ、委員長の許可を得てから自席で起立

し、ページ数と質疑の件名を申し出て発言願いま

す。 

 また、説明員は、挙手の上、職名を告げ、委員長

の許可を得てから自席で起立し、答弁願います。 

 それでは、質疑に入ります。 

 最初に、歳入、１款町税の２２ページから２１款

町債の６１ページまで、一括して質疑を行います。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 町民税等、２２ページ等

について伺います。 

 近年、町民税等の収入確保については、相当職員

の方も努力されてきております。そういう中で、基

本的には自主財源が乏しい、厳しいという状況の中

で、一定程度の町民税の収入の確保をいかに図るか

ということは非常に大切だというふうに思います

が、それにかかわってお伺いいたします。 

 ２２ページの個人町民税等の滞納繰越分等の対応

等について、現状、恐らく前年度から繰り越して、

同じ世帯の方が滞納を繰り返すというような状況に

なっているかというふうに思いますが、この点につ

いて、現年度発生分、あるいは引き続き滞納を行っ

ているという世帯等はどういう状況になっているの

か、まずお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 収納対策担当主幹、答

弁。 

○収納対策担当主幹（斉藤 繁君） １１番米沢委

員の御質問にお答えしたいと思います。 

 滞納繰越分の徴収につきましては、年をまたいで

納付していらっしゃいます滞納者の方については、

ほとんど納税制約をしておりまして、その計画に

沿って税金を納付してもらっております。 

 あと、それに係る世帯状況につきましてですが、

町税全般につきまして、滞納繰り越しの方がおりま

して、固定資産なんかの関係で町外におられる方で

世帯の収入所得状況を把握できないものもあります

が、把握されている中で、世帯状況といいますか、

収入状況ですが、１００万円以下の滞納者の方が１

６名、２００万円までの方が２１名、３００万円ま

での方が７名となっております。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そこでまた、次の点につ

いてお伺いいたします。 

 非常に高額になっているかというふうに思います

が、今述べられたそれぞれの人数等の滞納者に至っ

ては、今後納められるような状況にあるのかどうな

のか。例えば固定資産税等については、恐らくもう

既に第１の、いわゆる国だとか、道だとか、そう

いったところに優先的に押さえられている部分だと

かというのもあって、なかなか町税としては、歳入

として確保するのが難しいという状況も中にはある

のかなというふうに思いますが、その点どのように

なるのか、お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 収納対策担当主幹、答

弁。 

○収納対策担当主幹（斉藤 繁君） １１番米沢委

員の御質問にお答えいたしたいと思います。 

 滞納繰り越しの税については、ほぼ全て納税制約

どおり計画的に納められておりますので、残念なが

ら収納の欠損が毎年出ていますが、それ以外はほぼ

回収できるものと考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、この部分

については、納税契約に基づいて計画的に納付でき

るということで、確実に納めていただけるという形

の話だったかというふうに思います。 

 次にお伺いしたいのは、不納欠損の状況でありま

すが、調書なんかを見ますと、当然社会的な困窮世

帯、明らかに見られないというような状況の方が圧

倒的だというふうに伺っておりますが、この点もう

一度その詳細について確認したいと思います。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 
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 決算資料７９ページに欠損処分調書の資料を掲載

させていただいておりますが、その中の内訳の人数

の中に一般会計、税の関係で１４名と不納欠損の処

分の数値を表記させていただいておりますが、その

内訳につきましては、委員の御質問のとおり、既に

生活困窮者ということで、生活保護の受給をされて

いる方が７名、財産が無財産ということでの認定を

受けている方が５名、あと居所不明により２名の方

がいらっしゃいまして、１４名の方がそのような内

容での不納欠損ということで、今回報告させていた

だいております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 納税に当たっては、たま

にこういう話を聞きます。いわゆる職場等に電話が

来ると。当然滞納している理由がありますから、そ

ういう形になっているのかというふうに思います。

職場に電話が行くときというのは、明らかに納付契

約を行っても計画的に納付されない、あるいは何回

督促に行っても応じてくれないというような、恐ら

く悪質なと一般的に言われる、悪質な状況の中でそ

ういう手段を講じられているのかなというふうに思

いますが、当然そうしますと、働いている側からす

れば、いろいろな原因があったとしても、やはり相

当嫌な思いをされるという状況は明らかでありま

す。滞納しているのだから、そんなのは当たり前で

はないかと言えばそれまでかもしれませんが、私た

ち自治体というのは、何回も言いますが、取り立て

を専門にしている自治体ではありません。一般のい

ろいろな金融業者ありますけれども。私は、そこに

丁寧な納付をしてもらう、そういう働きかけがあっ

てこそ、そういった信頼関係というのが成り立つか

というふうに思いますが、もう一度確認いたします

が、２６年度決算においては、会社等、あるいは銀

行等の差し押さえ等の現状は何件ぐらいあったの

か、事例があったのか、お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 ２６年度決算におきまして、差し押さえにつきま

しては、これは町民税、固定資産税、軽自動車税、

国保税を含みまして、全件数２２４件、８６３万

５,６８０円を実施させていただいております。 

 実際に、差し押さえでございますが、委員のおっ

しゃるとおり、私どものほうからは督促状、催告

状、たび重なる文書による御連絡をさせていただい

て、必ず町民の方からは御連絡をいただくなり、こ

ちらのほうから促しをさせていただいているところ

ですが、よく最終的に言われるのは、役場から来た

文書を見ないで焼却してしまった方がいらっしゃる

とか、来ても封筒をあけていなかったという方がい

らっしゃいますので、最終的には、何とか御連絡を

とるようなことで努力はしているところでございま

す。 

 ただし、相手の方のお考えの中で、町税というの

は国民の義務ではございますが、なかなかその辺の

御理解をいただいていないのか、給与等があるにも

かかわらず、納入のほうにつながらない場合があり

ますので、本当に私どもも苦肉の策として、職場の

ほうへの御連絡で何とか御本人のほうと御連絡をと

るような形ということで、最終的な手段として、そ

のようなことを講じてまいっているところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） 収納対策担当主幹、答

弁。 

○収納対策担当主幹（斉藤 繁君） １１番米沢委

員の御質問にちょっと補足させていただきます。 

 職場に電話することは、預金等の財産が発見され

ずに、給与照会した場合、職場の人と担当の者と連

絡をすることがあります。ただしその場合、まだ給

与照会の段階ですので、滞納があるとか、幾らある

とか、そういう話は一切もちろんしないのですが、

そこで滞納者を出してくださいとか、そこで折衝し

たりすることはありません。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） いろいろとデリケートな

問題がありまして、役場のほうも十分そういった問

題については、熟知した上でそういった照会もされ

ているというふうに思います。ただ、恐らく事業所

とすれば、所得照会来れば、大体いろいろあるのだ

なというふうなことになるのかなというふうに思い

ます。 

 そこでもう１点、その上で確認したいのですが、

児童手当等、あるいは給与を仮に差し押さえる場合

等については、子どもさんが仮にいたと設定した場

合、あるいは年金世帯だとかというふうになった場

合に、差し押さえによって明らかに生活が困窮する

という状況が見受けられる場合等があるかというふ

うに思います。こういった場合は、国のほうでもき

ちっとした状況を把握しながら、生活が圧迫される

ような状況に至らないようなことも配慮すべきだと

いうような地方自治体にも指示の文書が以前から来

ているかというふうに思いますが、こういったとこ

ろはどういうような、給与等いわゆる口座等の差し

押さえに至ってはされているのか、お伺いいたしま

す。 

○委員長（村上和子君） 収納対策担当主幹、答
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弁。 

○収納対策担当主幹（斉藤 繁君） １１番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 差し押さえに当たりましては、滞納者の方の生活

が困窮しないように十分注意しているわけですが、

特に児童手当等の差し押さえを直接することはない

のですが、そういう支給がある滞納者に対しては、

面談で粘り強く説得して、自主納付という形をとる

ように努めております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、全般的に

は、ルールに基づいてやっているということが確認

されました。 

 今後、こういった自治体が行う納税のあり方、あ

るいは分納契約に基づいた丁寧な収納を少しでも向

上させるということを基本にしながら、今後それが

基本だというふうに思いますが、この点もう一度確

認しておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 町としても、町税については、自主財源を確保す

る最たるものと考えておりますので、今後とも町民

の皆様にも十分御理解を求め、納税は的確な納期に

収納していただけるような形で今後とも努めていき

たいと思います。また、職員の対応につきまして

も、委員の御質問のとおり、十分説明をすることは

もちろんでございますが、町民の方とのやりとりの

中でも適切な表現を使いながら、相談等にも応じな

がら、収納に努めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ２２ページ、２３ページに

かかわります国有資産等にかかわるところなのです

が、これは、国がある程度指数を示した中で決めて

くるというのはわかってはいるところではございま

すが、２４年、２５年の決算から見ていきますと、

防衛局の部分がだんだんだんだん目減りしていって

いるところでございますが、これについてどのよう

な対応をとられているか、お願いします。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ６番金子委員の御

質問にお答えします。 

 固定資産税、国有資産等所在市町村交付金のこと

についての御質問だと思いますが、この関係の北海

道防衛局から交付されております金額につきまして

は、これは町の中にある官舎に対する固定資産税と

いうことで、これは率に基づいての交付金というこ

とになってございますので、年々減価償却もされる

ことから、その金額が減少していることは私どもの

ほうでも確認はしてございますが、町としての対応

というのでは実施はしておりませんので、これにつ

いては、年々施設とかふえない限りは、この交付金

についてはふえることはないというふうに確認をし

てございます。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 森林のほうは若干増加して

いる中で、今おっしゃるように、防衛局の中の官舎

のところの入居がされていない状況等々にもなって

いて、完全にあきになって、更地にはしないのです

けれども、ちょっと今整備をしている状況になるの

ですけれども、そのようなことでなっていくと、率

の変更が変わっていくことというのはあるのですか

ね。１.４を乗じたことでこの数字が出ていると思

うのですけれども、それらについては、今後どのよ

うになっていくのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 収納対策担当主幹、答

弁。 

○収納対策担当主幹（斉藤 繁君） 更地になった

場合、原則、官舎で有償で隊員とかが入っている場

合は１.４％という交付金として町に入るわけなの

ですが、例えば今もあるのですが、１棟丸ごと封鎖

をしたり、そういう場合は、全く交付金の算定から

抜けてしまいます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） そのような中で、これは国

の施策等々もあってなかなか難しいところもあると

思うのですけれども、今現在も旭町の富良野宿舎に

おいては、数棟が完全閉鎖ということになっており

ますし、今後、そういった誘致等々をしていきなが

ら、隊員の皆さんと町との関係を持っていきなが

ら、さらにこのような国からの固定資産税をふやし

ていくような方策というのはとられるのか、お伺い

したいと思います。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ６番金子委員の御質問に

私のほうからお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 今、国有提供資産等の次のページの実は自衛隊関

係の国有提供施設の所在市町村交付金についても、

同じような傾向がございます。官舎部分、あるいは

駐屯地の官舎部分、それらについては、国有資産等

の交付金で来るわけですが、もう十数年前から、北

海道基地対策協議会、あるいは上富良野町の基地対
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策協議会を通じて、この資産がしっかり、例えば普

通の民間施設であれば、資産の総額に対する１.４

％が交付されるようなルールになっていますが、こ

の国有提供、特に防衛施設については、１.４％相

当の評価がされていないのではないかということ

で、以前から北海道上富良野等の基地協を通じて、

それらの財源の確保を強烈に要望を国にしている現

状にあります。 

 ただ一方、今申し上げましたように、施設がどん

どん古くなっていきますから、そういう部分では少

なくなってきている。さらには４年ほど前ですか、

以前は５年間固定でされていた財源が、毎年の評価

で下がってきたという現状も実はございます。それ

らをしっかり国に要望をかけて、これから先もかけ

ていくこととあわせ、抜けた官舎、これらの更新、

さらには隊員増加対策についても、委員御承知かと

思いますが、これらをしっかり組み合わせて、町と

しても対策を練っていきたいというふうに考えてご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 隊員が官舎に入居されない

理由は多々あると思うのですけれども、関東のほう

の官舎等々に比べると、非常に経年劣化も進んでお

りまして、町で建てるということではないのです

が、そういった住環境の改善等々もぜひ促していき

ながら、少しでも有事の際にすぐ行ける範囲の中に

隊員がいていただきながら、さらに財源確保に努め

ていただきたいと思いますが、その辺の後押し的な

ところはどのように考えていらっしゃるのでしょう

か。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ６番金子委員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 おととしですが、いわゆる国の政府機関の職員の

宿舎の問題がございまして、自衛官の官舎について

も同様に議論がされまして、最終的に安過ぎるので

はないかみたいな議論があって、宿舎は約２倍程度

に上がるような仕組みになりつつ議論がありまし

た。その中で、先ほど委員おっしゃったように、自

衛官は、緊急時に瞬時に駆けつけてくることが必要

な職種ですから、宿舎が２倍になれば、そこに住ま

ない、そういう状況が生まれてくるので、これにつ

いては、町もしっかり国に現状を訴えながら進んで

きた経過にあります。 

 最終的に、自衛官だけは特別な扱いとして、２キ

ロ周辺の一定の地位がある部隊長という条件つきで

ございますが、宿舎については無料というような対

策がとられたところであります。今言いましたよう

に、町もそういう安全対策をしっかりとることとあ

わせ、部隊の現状維持、さらには拡大、そして官舎

のしっかりした位置づけを国に対してもしっかりこ

れからも訴えていく所存であります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 関連でお伺いいたしま

す。 

 自衛隊官舎が固定資産税等が入らないと、大体１

棟どのぐらいの計算になるのか、総額、そんな大き

な額ではないと思うのですが、お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員の

官舎の１棟当たりの固定資産税についての御質問で

すが、現在持ち合わせている資料では、全体で６億

円の評価に対して１.４％ということでの算出根拠

となってございます。築年数によっても評価が異な

りますので、総括としての御質問ということでお答

えさせていただきます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ２４ページの固定資産等

市町村助成金という形で交付金が来ております。 

 それで１.４％の評価がされないということで前

から問題になっておりますが、恐らく町ではどのぐ

らいの資産評価なのかということは押さえられてい

ないのかなというふうに思いますが、そこら辺、実

態として、本来この金額であるべきものが１.４％

だったら、６億円でも７億円でもいいですけれど

も、本来来るのだけれども、本来の固定資産の評価

率に達していないという独自の国の政策ですから、

そういう状況というのは、対比できますか。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員の御質問

にお答えをさせていただきたいと思います。 

 防衛施設の種類によりますが、官舎部分はある程

度一般の民間の住宅であったり、ビルであったり、

そういう評価は一定程度可能かもしれませんが、実

はそれ以外に、例えば基本射撃場ですとか、厩舎で

あったり、特殊な防衛施設がございます。それらを

どのように評価するかという手法、問題も、実は償

却資産も含め、そういう難しさがあろうかと思いま

す。私どもが適正に評価した場合にはこれぐらい

で、今入ってきているのはこれぐらいという試算は

実はしておりませんが、私どもが一番問題だなとい

うふうに思っておりますのは、防衛省の予算に応じ

て、予算の範囲内でこの交付金を交付しますという

ふうになっておりますから、防衛予算によって、そ
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れらの多寡が決まってくるという仕組みがまずおか

しいのではないかということが１点、それと台帳価

格、いわゆる台帳価格を私どもは知り得る方法がご

ざいません。普通は、これらの財産はこれこれこれ

だけの価値がありますというのが公表されて、さら

にそれに１.４を掛けたらこうだったということが

わかるわけですが、これらについてもなかなか国防

のこともございますから、それらも含めて、そのよ

うな現状があることから、先ほど御答弁申し上げま

したように、しっかりした固定資産評価をしなが

ら、財源確保をしてくださいという要望を長くして

いる状況であります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、台帳価格

と、例えば敷地内に建物が建ったと仮に、それが果

たして正確に交付金という形で算定されているのか

どうかもわからない、あくまでも防衛省が提出した

ものによってしか、私たちはその価格というか、判

断できないという形になります。そうすると、本来

の建物が施設内に建っていたとしても、一般的であ

りましたら、誰々さんの家の横に何か新しい建物、

小屋建ちましたよとか、大体反映するのですけれど

も、中ですから、恐らく秘密の部分のところもたく

さんあると思いますが、そういう部分は果たしてカ

ウントされるかどうかもわからない。一般道義的な

問題でいえば、普通そういうものもきちっと評価さ

れているのだろうというふうなことしかわからない

ということですか。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員の御質問

に再度お答えをさせていただきます。 

 むしろ国がやることですから、内緒でつくったも

のを固定資産評価をしないなんていう仕組みはあり

ません。これは断言をさせていただきますし、また

施設の種類、こういうものがこれだけありますよと

いうのは、一定程度情報公開はされます。ただ、例

えば弾薬庫が１棟できましたと。本来でいきます

と、民間の施設ができましたら、評価をするのは、

私どもが中に入ってこういう評価をしますが、弾薬

庫の中に私どもが踏み込んで、厚さはこれぐらい

で、こんな施設ですという評価をすることができま

せん。そのようなことから、かなり性格上不明な点

が多いと。ただ、米沢委員おっしゃるように、１棟

できたのに、何か施設ができたのに、それをひた隠

して、予算を出さないようにするなんてことはあり

ませんので、それだけは御理解いただきたいと思い

ます。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） 関連なのですけれども、

今、官舎の固定資産税という話でしたけれども、国

では毎年評価をすると。町では多分固定資産税は３

年に１回の評価だと。この整合性はとれていないと

思うのですけれども、この辺は法的な根拠とか何か

あるのですか。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番長谷川委員の御質問

にお答えをさせていただきます。 

 ちょっと年数は定かではございません。４年ほど

前だったと記憶しております。国有提供施設交付金

等の算定については、国は決めたら５年間は同額で

交付されるというふうになっておりましたが、４年

ほど前に、防衛省に対する会計検査が行われたとき

に、土地が下落していることの現状も含め、国の財

源対策も含め、５年間同額で固定資産相当額を試算

するというのは、国費の無駄ではないかという指摘

が会計検査院からありました。それから、毎年評価

をすべきだというような指摘の中で、毎年評価をす

ることになりました。 

 それは、法律上云々かんぬんではなくて、いわゆ

る国有提供施設の交付金の法律はありますけれど

も、それらの試算については、それらの試算のルー

ルが中で決まっておりますので、違法ではないとい

えば違法ではありません。したがいまして、土地の

下落に対して、特に土地の評価が毎年落ちてくるこ

とに合わせて、本当に５００万円とか、６００万円

とか、毎年落ちてきている状況がこの４年ほど続い

ているところであります。これらが違法ではないと

いうことも我々も確認をしてございますが、先ほど

の答弁と一緒になってしまいますが、こういうこと

も含め、国に対して北海道の上富の基地協をあわ

せ、要望活動を進めているところであります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） わかりました。国は法的

にやっていると。ちょっと僕、法律わからないので

すけれども、町の３年というのはどういう、法律か

何かのあれで動いているのですか。 

○委員長（村上和子君） 収納対策担当主幹、答

弁。 

○収納対策担当主幹（斉藤 繁君） ４番長谷川委

員の御質問にお答えいたします。 

 町は、地方税法に基づいて３年に１回評価がえを

行っております。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） そうしたら、国民とか、

町民とか、道民というのは、損をしますよね。今こ



― 14 ― 

れだけ土地や何かが下落していて。片方は国で、毎

年土地が下落したりあれするから見直すと。これは

ちょっと整合性とれていないのではないですかね。

ここで言ってもどうもならないでしょうけれども、

私はそう思うのですけれども。その辺、町としては

どう捉えて、国に言っていくべきだと思うのですけ

れども。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ４番長谷川委員の御質問

に私のほうからお答えをさせていただきます。 

 損をしているか、得をしているかという議論では

ございませんが、この十数年は土地の価格がバブル

以降下がっている現状にありますが、逆に言うと、

上がっていくことも想定をします。毎年毎年この評

価額を、国もそうですが、町もそうですが、毎年評

価をするという労力も含め、そういうことが大変だ

ということで、一定程度３年間は一定の金額に固定

しましょうというのが地方税法の考え方でありま

す。上がったか、下がったか、損をしたか、しな

かったかという議論ではないということで御理解を

いただきたいと思います。 

 このルールを、評価額を変えるに当たっては、固

定資産評価をしっかり専門家も含め、議論をして評

価額を決める、そういう手続が必要になっておりま

すので、現実に毎年毎年というのは、現実的に物理

的に難しいのではないかというふうに捉えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ２８ページの教育費の負

担金で、スポーツ振興センター個人負担金（小学

校）、（中学校）という形になっておりますが、こ

れはどういう内容のものなのか、まずお伺いしたい

と思います。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １１番米沢委員の

ただいまのスポーツ振興センターの個人負担金の関

係でありますが、これについては、基本的に学校の

中で起きた事故、また通学途中含めて、こういった

ことの災害もしくはけがしたときの治療費等の分を

補塡するための掛金の負担金でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、これは個

人負担ですから、当然児童保護者の負担という形に

なっているのかなというふうに思います。 

 前にも議論あったと思いますが、学校内等、ある

いは最低でも起きた事故等については、公の施設で

起きたわけですから、一般的に通学でも通勤でも、

会社も公務災害か何かになりますよね。そうする

と、個人負担というのは一般的には発生しないので

はないか。だけれども学校側でいえば、これは個人

負担の範囲に入っているということになると、私、

せめてこの分ぐらい、１人にしたらわずかな金額だ

と思うのですが、教育費の負担軽減の問題も含め

て、最近いろいろな負担がふえてきているという状

況の中であれば、行政がこういったものは政策的に

補塡して、きっちりとした対策をとるべきだという

ふうに思いますが、この考えはなかったのか。１人

当たりどのぐらいの小学校と中学校では負担になっ

ているのか、実態についてお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １１番米沢委員の

ただいまの負担の関係でございますが、確かに一般

的には公共施設の損害といえば、瑕疵の部分含めて

それぞれ負担については、責任がある場合は町が

払っている部分であります。学校においては、それ

ぞれ個人のけが等いろいろなさまざまな形態があり

ますが、基本的に、これはスポーツ振興センター法

律に基づいた中で一定割合負担をしなければならな

い義務的な部分でなってございます。 

 今、米沢委員おっしゃった負担軽減の部分であり

ますが、これについては、要保護、準要保護につい

ては、この負担はいただいておりません。そういっ

たことの軽減措置が得られているということから、

結果的に負担金については、お一人５５２円いただ

いております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 私が言いたいのは、要保

護、準要保護の問題以前の問題で、やっぱり公のも

のとして負担すべきではないかというふうに思いま

す。確かに、その法律がおかしいのだと思います、

私にとっては。皆さん、そういうふうに感じられな

いですか。国の法律だから、これは仕方ないのだと

いう形になっているのかもしれませんけれども、お

かしいと思うのだったら直す必要を私は思います

が、そこら辺はそういう考えはないということです

ね。それと、きっちり負担すべきだと思います。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） いろいろ御意見あ

るところですが、町のほうとしては、この法律の中

で負担をしていく考えでございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ちょっと細かいことで申し
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わけないのですけれども、３０ページの１３款の商

工使用料のセントラルプラザ使用料が、今年度１０

万円ほど増加しているのですが、この大きな要因と

いうのは何でしょうか。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） セントラルプラザの使

用料がふえているのは、平成２４年だったと思いま

すけれども、観光協会が一般財団法人化したとき

に、観光協会が利用されている使用部分について一

定程度の御負担をいただく中で、その部分を３年間

で当たり前の料金をもらうような形で、１年目のと

きに３分の１、２年目３分の２、２６年度が３分の

２の年で、２７年度が全額いただくような、町と観

光協会双方でお話し合いを決めさせていただいたの

で、ちょうどその部分が毎年少しずつ上がっている

と、そういう状況になっています。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） そうすると、特段、そこの

会館をほかの任意の団体に貸した使用料が増減して

いるということではなくて、あくまでもあそこに入

居の協会部分が純増ということで判断してよろしい

ですか。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） 通常の利用料について

は、多少それぞれ利用の多かったとき少なかったと

きありますので、そういう増減はあると思いますけ

れども、今、委員おっしゃったように、総体的にこ

の２年間でくっくっと上がっていっているのは、観

光協会の使用料の部分であります。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ３０ページのところで、

土木使用料の町営住宅、住宅使用料の点についてお

伺いいたします。 

 この点についても、担当者の方が努力されており

まして、収納も、あるいは連帯保証等についてもい

ろいろと努力されて、収納の努力もされているとい

う形になっております。２５年度１２件未収済額と

いう形で、２５年度１２件と、２６年度は１１件と

いう形になっておりますが、これは、恐らくほぼ同

じような方がなっている状況にあるのではないかな

というふうに思いますが、この点まず確認しておき

たいと思います。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員の

町営住宅の未収納の関係についての御質問にお答え

いたします。 

 成果報告の７８ページにも掲載させていただいて

いますが、住宅使用料につきましては、２５年度以

前に１０件、２６年度に２件、実人員１１件という

ことで２６１万６,０３０円ということで掲載させ

ていただいています。 

 委員おっしゃるとおり、１１名の方でございまし

て、その１１名のうち１０名の方は２５年度以前か

ら発生しているということで、現在も本人等と面談

をし、住宅使用料については、今現在未納の分につ

いても、確実に今ある生活の中の一部から納金して

いただくような形で日々努めているところでござい

ます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 努力されているというふ

うに思います。 

 それとあわせてお伺いしたいのは、例えば他の自

治体では、いわゆる前年度に対しての賦課されてく

る住宅使用料になりますが、国保税でもそうなので

すが、その年によって仕事が何らかの形で、病気、

あるいは収入が途絶えたという形になった場合に、

町では災害等、あるいはその他町長が判断すれば、

減免の対象になるという文句が書かれているかとい

うふうに思いますが、この点について、過去にこう

いった適応、恐らく自然災害等の適応、あるいは町

長の判断でそういった減免等の対象になった、こう

いう事例があるかどうか、ちょっとお伺いいたしま

す。 

○委員長（村上和子君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） １１番米沢委員

の御質問にお答えします。 

 私の記憶で、過去５年の中では、そういう災害と

か、病気等の減免等の措置をしたことは、記憶にご

ざいません。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 今、上富良野の条例の中

にも、恐らくもうちょっと改善する必要がある点だ

というふうに思いますが、前年度対比、あるいは急

に仕事がなくなったという場合の救済措置になるか

どうかわかりませんけれども、そういった人たちに

対する対応として、前年度の所得に対して、２５０

万円であれ、３５０万円であれ、３割減収になりま

したということになった場合に、そういった条例を

設けて、きっちりとした減免の救済措置というか、

対象を設けるべきではないかなというふうに思いま

す。 

 そういうことをやることによって、申請する側に

ついては、恐らくこういう制度というのもあるのだ

ろうと思います。恐らく町のほうで、言えば、そう

いう話に応じて、救済もできるという、恐らく現行

の条文の中でも対応できるかというふうに思います
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が、ただ、その判断を誰が最終的に決定して、どう

いう判断を下すのかということになれば、あくまで

も前年度所得に対してですから、いただきますよと

いうことになれば、それはそれまでになってしまう

というふうに思うのですが、そういう少なくとも一

定、明確な条文がはっきりあれば、そういう適応を

受けて、仕事がなくなった、病気で収入が低く抑え

られただとか、なくなっただとか、救済できる部分

があると思うのですが、そういう今後の方向として

なのですが、お考えをお持ちなのかどうか、お伺い

しておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員の御質問

に、さまざま、それらに対する影響受ける課がまた

がってきますので、私のほうから一括してお答えを

させていただきたいと思います。 

 今、委員御発言にありますように、住宅使用料も

しかり、保育料もしかり、一般の税も全て、前年度

の収入に応じて、それらの負担が決定されることは

御発言のとおりでございます。一方、現実、今年度

失業したとか、大きな病気があったとか、災害が

あった、そのようなことで所得が下がってしまうと

いう現実が可能性としてございます。委員御発言に

あったように、税のほうも、保育料やなんかも含め

て、あと住宅使用料についても、条例でそれらの

ルールが、そういうことが起きたときには一定の減

額ができるようなルールになってございます。 

 私どもは、まず今、住宅使用料のことで例を挙げ

ておりますが、住宅使用料がそういう不幸な災害等

があった場合の減額ルールは、一方、税にもかか

わってきますので、基本は税のルールに合わせて、

例えば所得が半分になったというケースを想定する

と、減額率はこういうふうにしますというルールを

私ども持ってございます。結果、そういうことの所

得が減った、激減したというのは、税が中心になっ

て法律上財産を調査する権限を持っておりますの

で、税でそういう情報を得て、どの程度減額すべき

かというルールを私ども同時に持っておりますか

ら、それらを適応して、例えば住宅使用料は半減し

ますよとか、３分の１にしますよというルールをさ

らに反映していくというようなルールにしてござい

ます。 

 以上であります。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） ４７ページに、ラベンダー

の里かみふらのふるさと応援基金の利子というふう

になっていますけれども、他町村では、ふるさと納

税によって、自主財源確保のために活動を高めてい

ます。それで、歳入で何千万円から何億円というふ

うに納税をしていただいているような情報がたくさ

ん、今日本国中で行われていますけれども、それに

対して、上富良野町でふるさと納税の自主材源をふ

やす、そういった試みについてどういうふうな考え

でいるのか、もう一度確認させていただきたいと思

います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ３番佐川委員のふるさ

と納税に関する町の考え方等の御質問にお答えをさ

せていただきます。 

 これまでも、町長のほうから町のふるさと納税に

対する基本的な考え方については述べさせていただ

いているところかというふうに思います。当然、税

という考え方をしたときに、税をいただいて、それ

に対する謝礼をお支払いするような、そういうこと

で納税を促すようなということはいかがなものかと

いうことは、基本的な考え方にあります。 

 ただ一方では、ふるさと納税が地方創生の大きな

目玉事業でも国で言われておりますように、納税額

の限度額も倍になったりだとか、そのようなこと

で、国においてはふるさと納税を制度として積極的

にもっと運用するような仕組みも整えられていま

す。また一方、先ほど言いましたように、納税をい

ただいたそのお礼にお礼の品をお返しするような、

そういう仕組みも多くの自治体で実施をされており

まして、そのようなことを目的としてたくさんそう

いうような御寄附といいますか、納税を納めるよう

な国民もたくさんいらっしゃるのも事実であります

けれども、基本的に税に対する謝礼という考え方は

町は持っておりませんけれども、町においてもこう

いう仕組みをしっかりと活用することで地域振興に

果たせるようなことが必要なのだとすれば、そうい

うことも検討材料にすべきだねということは町にお

いてもそのような考え方は持ち合わせておりますの

で、そのようなことから、今年度策定しましたプラ

ン２７においても、ふるさと納税についてどのよう

な形が本町にとってベストな仕組みなのかというこ

とは検討材料にさせていただいておりますので、引

き続き検討してまいりたいというふうに考えており

ます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 関連。お伺いしたいの

は、各地でいろいろな取り組みがされております。

上富良野町は、原則的な方向で納税に感謝して、地

域振興に使うという形でなっているかというふうに

思います。ただ、今の多くの感情気分として、実利
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があるというものが好まれるというふうな部分も出

てきております。あとは行政の判断で、このどちら

を選ぶのかというところで、恐らく分かれてきてい

るのだろうというふうに思います。 

 町長は、今後十分検討するだとか、ちょっと曖昧

な言葉で、明確な表現はされていないのですけれど

も、この点についてはもう一度確認いたしますが、

お礼として、何かを返すという形の方向で検討して

いるのかどうなのか、この点、お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員のふるさ

と納税にかかわる御質問に私のほうからもお答えを

させていただきたいと思います。 

 賛否両論、けんけんがくがく、これまでも新聞紙

上でもございます。今、課長から申し上げましたよ

うに、納税という形で、報償品の多寡に応じて、そ

れらを競争するのはいかがなものかというようなこ

とも。また一方、たしか１９年からこの制度がス

タートしたかと思いますが、そのときには、都市の

税収を地方に、そういうルールがこのふるさと納税

の仕組みであったはずなのに、今はどうかといいま

すと、地方対地方で引っ張り合っているという現状

が一方であります。また一方で、それらを活用して

報償品を出しても、士幌町のように１０億円近い実

績を上げているところもございます。本当にどれが

正解なのか。勝てばいい、一方で負けている地方も

あるということを含め、そういうルールの矛盾も考

えながら、ただ黙っているのではまた一歩も進まな

いという現状がございます。 

 委員が御発言あったかと思いますが、町長はどう

するのよというような御質問かと思いますが、町に

おいては、少なくとも上富良野町が負けることも想

定としてあり得ますが、勝てる方法をどうやってし

たらいいのかということを、一方で、町民は納税と

いう形でしっかり納期内にしていても、その利益は

報償品は入ってきませんが、そういうことも含め、

しっかり乗り越えられるのだということを町民とと

もに、もちろん議会とともにしっかり議論した上

で、１万円をふるさと納税されたら３,０００円相

当を返したらいいということがしっかりみんなで議

論が整わない限りは、不公平感も一方ではあるわけ

ですし、納税をしていない人には全く何の利益もな

いという現状も含め、しっかり町民を巻き込んで、

さらには経済団体、商工会や農協含め、そういうと

ころとしっかり議論をし、意思が共有化されるとい

うことがまず前提だということが町長の姿勢だとい

うことをまず御理解いただきたいというふうに思っ

てございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 不公平感があるというこ

とで言われるのですが、納税される方は不公平感は

恐らくないし、また町に住んでいる方たちにとって

もそういう方がしっかりと上富良野に納税していた

だいているということで、それはそれとして恐らく

理解されているのだろうというふうに思います。 

 だから、私が言いたいのは、行政がどちらをとる

のかということをきっちりと方向性を示すべきなの

だけれども、いつまでたってもその方向性は示さな

い。副町長がおっしゃるような、あれだこれだ、あ

れだあっちいって、こっちいって、迷答をしている

というような形にしか私は聞こえないのですけれど

も、ほかの町村でいえば、子育て基金に充当するだ

とか、目的を明確にしてやっている自治体もたくさ

んあります。これはアイデアの問題なのですよ。そ

れをいかに町民の町の活性化に結びつけていくかと

いう、そういうものが合わさったときに、町民もふ

るさと納税を活用して、これがお金として生きてい

るのだと目に見えてわかってくれば、それは住民に

とっても不公平感はなくて理解できる方向に行くの

だというふうに思います。 

 ただ、上富良野町の場合は、まだそこまで明示さ

れていません。本来の税の趣旨に添うということだ

けで、それでは何をやるのかというところを多くの

人たちが望んでいるし、私もそういった点では必要

だというふうに思いますので、ここら辺をきっちり

行政として打ち出すべき必要があるというふうに思

います。 

 この資料の中でも１,１００万円ぐらいですか、

の納付がされているという形で来ておりますし、い

ろいろと財源も乏しい中でもこれだけのお金が自治

体に入ってくるということは、大変にありがたいこ

とだというふうに思います。そこをもう一度確認し

ておきたいというふうに思います。 

 納付された方には、何か決算でも、文書でも報告

されていますか。それとあわせてお伺いします。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質

問にお答えをさせていただきます。 

 復唱になるような部分はなるべく避けたいという

ふうに思いますけれども、これまでも町長の答弁の

中では、ふるさと納税に対して御寄附をいただきま

した、それに対してお返しで何かお品を返すという

そういう考え方については、基本的にはないという

ことはお答えをしているところだというふうに思い

ます。今現在、いろいろと新聞紙上の中でも報道さ

れておりますように、地方間同士で寄附の奪い合い

のように、納税する側も、あそこに納税したらお肉
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がもらえる、よかったね。次は、ではお魚食べたい

から、ではあそこに納税しましょうと、こういうよ

うなところに巻き込まれていくような、そういうこ

とについては本来ではないのではないかというのが

町の基本的な考えであります。 

 ただ一方、そういうような仕組みを活用して、地

域振興を果たす仕組みを考えることも私たちの知恵

でありますので、そういうふうにただ単に寄附をい

ただいた、その何割か程度のものを地域の特産品を

商品としてお返ししましょうということが果たして

それが地域振興にしっかりとつながるような施策に

なるのか、あるいは、例えば東川町のように、納税

いただいた多くの全国の方々を地域の株主と題して

株主総会を東川町で開きます、全国からお呼びしま

すと。そのときに、いろいろと地域のことを再度

知ってもらったりだとか、そういういろいろなやり

方があるのも確かだと思いますので、どういうこと

がこの制度を活用することで上富良野町にとって

しっかりした地域振興につながるのか、そういうこ

とは先ほど副町長からも答弁させていただきました

ように、地域全体でいろいろと議論する機会を持っ

ていくことが必要なのかなというふうに理解をして

います。 

 それぞれの御寄附者に対しては、礼状をもってど

のような、御寄附をいただくときに寄附の使途等に

ついても基本的にお伺いをしておりますので、その

使途に沿った形で、例えば子育てに使ってほしいと

いうようなことであれば、そちらのほうの対応する

ための児童生徒の基金に積まさせていただいたりだ

とか、そのようなことについては、それぞれの御寄

附者に対して御返事をさせていただいております

が、全体を通して、例えば決算時期に合わせて全員

にとかいうことではなくて、お一方お一方、その時

期その時期に応じて対応させていただいているとこ

ろであります。 

 もう１点、答弁漏れておりましたけれども、町に

おいては、今現在ふるさと納税についても、基本的

に町はこういうことで全国から御寄附をいただいた

方々の上富良野町に思いがあって寄附をいただいた

方については、こういう施策にぜひ使わせてほしい

という項目を設けております。それ以外の方で上富

良野町を応援したいということであれば、その他と

いう分類も設けておりますけれども、そのようなこ

とで、私たちは一定程度、町が今、力を入れたいと

思っている施策を表示にしながら対応しております

けれども、ＰＲ不足は当然あると思いますので、そ

ういうことについては引き続き努力をしてまいりた

いというふうに思っております。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 何でもそうですけれど

も、その流れがあります。その流れで、どういう政

策を打ち出すかというのが非常に今重要になってき

て、人の気分の感情もずっと変わります。担当者の

総務課長がおっしゃるように、本来のこの税のあり

方というのは、おかしいのだと私は思うのですけれ

ども、本来、国が地方自治体の財源不足は交付税に

よってきちっと交付しなければならない。これは私

も原則だというふうに思います。だけれども、こう

いう制度があれば、いろいろ地の利を生かして、そ

れも一つの方法ですよね。地方創生がいいか、悪い

か別としても、やっぱりそういうところを、町長、

町の活性化、あるいは活力として、どういうことを

するのかということをきっちり早くに明示する必要

があるのだろうと。だめならだめだとか、こういう

方向で進みますよだとか、今確かに寄附金というの

はそれぞれの目的に応じて、図書購入だとかという

形で、いろいろ使ってくださいと来ています。そう

いうことを私は含めて訴えておきたいと思います。

もう一度確認しておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員の御質問

にお答えをさせていただきます。 

 制度と内容については熟知をされておられますの

で、それ以上申し上げませんが、まず人口減少のこ

と、地方創生のこと、これら対策の一つとして、こ

れらは有効かどうかというのはしっかり私どもも研

究課題だというふうに位置づけております。 

 ただ一方、財源をどういうふうに活用するか、あ

るいは上富良野町の経済をどのように好循環に回し

ていけるか。ふるさと納税だけがカンフル剤ではあ

りませんので、特効薬ではありませんので、これら

もしっかり議論した上で、ふるさと納税には対応を

してまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） 関連なのですけれども、４

年前に一般質問しているのですよね。その間に、日

本国中でふるさと納税に対する関心が高まっていま

す。うちの自治体が歩みをとめた状態で、寄附行為

に当たるからそれでいいのだと、そういう問題では

ないと思うのですよね。日本の国民がみんなこれに

関心を持っている人がふえている中で、うちの町だ

けがそれに入り切れないということは、逆に、町民

がほかの町にふるさと納税をするという人がふえて

きて、関心を持っている人がいるのですよね。そう

いったことも考えながら、スピーディーに物を考え

て、その時代の波に乗っていかないと、地方創生と
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いうのは、みずから自分から生み出すという言葉で

すよね。そういうことを考えると、自分の町で何も

していない、寄附を待っているだけの自治体でいい

のかということを根本的に考え直していかなかった

ら、自分たちの町を守るために、プラスアルファの

せっかく国が施策をしてくれたのだから、それを利

用しないという手はないというふうに私は思ってい

るのですよね。スピーディーに考えていただければ

いいなというふうに思っていますので、資料は本当

に何回も同じふうなことを何年も前から言っていま

すけれども、それも含めたプラスアルファで実財源

をふやすということをぜひもう一回検討していただ

ければというふうに思っているのですけれども、ど

うですか。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ３番佐川委員の御質問に

お答えをさせていただきますが、答弁重複するかと

思います。制度の矛盾点、一方、その勝ち組が多く

できている点、これらをしっかり検証するというの

は今私どもの姿勢であることは、先ほど米沢委員の

御質問にお答えをさせていただいたところでありま

す。 

 この制度は、国の税収の総額を承知しておりませ

んが、少なくとも、ふるさと納税から全体のパイの

ことを言っておりますが、大きくふえていくもので

はありません。何か努力をすることで、国のふるさ

と納税は所得税と個人住民税の総額に対する１割相

当が総額であります。ことしから２割になりました

けれども。したがいまして、何度も言いますけれど

も、努力することでその総額がふえていくことでは

ありません。少なくとも経済行為によって税収が高

まることでそのパイがふえていくというものであり

ます。したがいまして、先ほども言いましたよう

に、一定のパイを全国で贈答品を含め引っ張り合っ

ているもの、そういうことの制度の矛盾を考える

と、例を挙げますけれども、１万円をふるさと納税

してくれたらメロンを１玉提供することでよかった

というふうに思うのかどうかというのは、私ども

はっきり言いまして、これまではそういう制度の矛

盾を考えると、メロン１個提供していいのだろうか

と。果たして１万円を納税してくれた方は、上富良

野を応援、ぜひ頑張ってくれというような思いで提

供されたものなのかどうなのかというのをずっと自

問自答してきたところであります。 

 また一方、佐川委員がおっしゃるように、そんな

ことはいいではないかと、１万円もらえばいいので

はないかというような議論も一方であるのは理解を

してございます。少なくともそういうことを含め、

先進事例もたくさん出てきておりますし、そういう

ことも含め、私どもが今検討課題だということで体

制を整えているところであります。 

 以上であります。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで歳入の

質疑を終了します。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、歳出の質疑を行い

ます。 

 歳出につきましては、先ほど申し上げました款ご

とに質疑を行います。 

 最初に、１款議会費の６２ページから２款総務費

の９９ページまで一括して質疑を行います。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 総務管理費で、６４ペー

ジの臨時職員等の処遇改善等についてお伺いいたし

ます。 

 現在、臨時職員等は、上富良野町において正職員

と比べてどのぐらいの比率で雇用されているのか。

まず、お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（床鍋のぞみ君） １１番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 臨時職員、非常勤嘱託職員の人数につきまして

は、直近１０月１日現在で見ますと、臨時職員はフ

ルタイム１７名、パート６９名の合計８５名、非常

勤嘱託職員は２６名ですので、合計１１１名です。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 今、担当の主幹の方が

おっしゃられましたように、非常に臨時等にかかわ

る、あるいは嘱託職員等にかかわるウエートが非常

に高くなってきております。そこでお伺いいたしま

すが、正職員等々、嘱託あるいは臨時職員等も含め

て、いわゆる有休等の処遇等というのはどのように

違いますか。一般職の場合でしたら、有休、介護休

暇だとか、いろいろあるかというふうに思います

が、その違いについてお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（床鍋のぞみ君） １１番米沢委員の

臨時職員の休暇についてのお話でありますが、非常

勤嘱託職員につきましては、正職員とほぼ同じよう

に特別休暇もありますし、あと病休もありますし、

有給休暇も同様にございます。臨時職員につきまし

ては、有給休暇はございます。有給休暇につきまし
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ては、繰り越しもございます。あと、特別休暇の一

部も付与しておりまして、忌引休暇もございます。

ただ、病気休暇というものにつきましてはありませ

ん。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 今、担当の方がおっしゃ

れたように、非常に重要な仕事になっていながら、

ただ、臨時職員、あるいは嘱託職員という形の、嘱

託職員の方は比較的優遇はされておりますが、臨

時、あるいは長期の有期雇用、１週間休んでまた再

雇用という形の雇用形態が、上富良野町全般で見ま

したら、病院やラベンダーハイツも含めたらとあり

ます。一般的には有休ということであれば、正規の

職員であれば、公民権行使や裁判員証人等、あるい

は災害等による出勤困難だとか、親族の死亡、無給

の休暇については産前産後、保育時間、子どもの介

護、短期の介護や生理休暇等骨髄移植まで該当に

なっているという、これが本来の、私、あり方だと

いうふうに思います。 

 また、労働基準法においては、等しくこういうも

のは適応されるべきだというふうには条文ではなっ

ております。しかし、今、国家公務員法は、あるい

は地方公務員法においては、就業規則等にのっと

り、あるいは国の指導にものっとり、今のいわゆる

臨時職員、あるいは有期雇用の方等については、病

休はありませんね。忌引休暇はようやっと２年か３

年前ぐらいからあったというような状況になってい

るかというふうに思います。 

 それで、こういう問題について、平成２６年７月

４日の総務省の自治行政局公務員部長という形で、

知事宛各指定市町村、あるいは人事院長も含めて、

いわゆる臨時非常勤職員、任期つき職員等のあり方

について、十分改善する必要があるというような通

達が出されているかというふうに思いますが、この

文書の中にもいろいろ課題はありますが、しかし改

善しなさいというような書き込みがあるかと思いま

すが、これは御存じでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（床鍋のぞみ君） １１番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 昨年度そのような通知が来ているのは知っており

ます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、それに基

づけば、臨時職員、有期雇用等の方においても、等

しくそういうものを適応をしなさいというような

はっきり、また国も国なのですけれども、うまいい

ろいろと逃げるような、こういう言い方は失礼なの

ですけれども、表現はいろいろありますが、一定程

度改善しなさいという文書だったかというふうに思

います。 

 そうしますと、有期雇用に至っては、１週間休ん

で、それぞれの介護現場とか、いろいろな現場で仕

事をされて、また必要で新たに、この文書でいけば

新たに採用されるということに、ここから始まるの

ですけれども、ただ継続性あるということを考えれ

ば、こういう人たちに対しても、国が通達した部分

について十分考慮する就業規則等の見直し、休暇等

の見直しというのは必要だというふうに私は思うの

ですが、この点はどのようにお考えでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢委員の正職

員、それから非正規の職員等の、特に休暇等にかか

わります処遇等でありますが、２６年総務省から通

知をいただいた内容も、私、当時担当しておりませ

んでしたので、通知の内容を詳しくは承知はしてお

りませんけれども、多分国全体において、いろいろ

な形の雇用形態があるのは今現在としては確かなこ

とというふうに思いますので、そういう中でさまざ

まな雇用形態の人たちがいらっしゃいますので、そ

ういう人たちにとっても、いろいろな処遇のあり方

をしっかりと検討することが求められているような

ことなのかなというふうに考えております。 

 町におきましては、臨時職員においても数年前、

２年前か３年前だったと思いますけれども、特別休

暇につきましても一定程度、忌引、それから災害、

それから裁判員等のそういうような通知があった場

合のそういう項目に限りではありますけれども、臨

時職員についても特別休暇の制度を設けたりという

ような形で、それぞれ改善をしてきたところであり

ます。 

 当然、一緒に机を並べて仕事をしている仲間であ

りますので、いろいろな形の中でさらに必要なもの

だとかというものは、これからも議論をしていかな

ければならない、検討していかなければならない課

題だというふうに思いますけれども、基本的に臨時

職員の制度自体は、今、委員もおっしゃったよう

に、６カ月間の雇用が、短期間の雇用というのがま

ず原則でありますので、その後また現実には引き続

き同じ方が来られているという現実もたくさん多く

見られますけれども、１回は雇用を切って、また新

たな方がそこで採用されているというのがルール上

になってございますので、そのようなことから正職

員と同様のいろいろな処遇の整備ということはなか

なか難しい課題というふうに思いますけれども、必

要に応じて、どのようなことが求められる課題にな

るのかということも含めて検討を進めてまいりたい
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と思っています。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） この中には、いろいろと

断片的なことを言いますが、労働安全衛生法、男女

雇用均等法の労働関係法において、適応除外を定め

られていない臨時非常勤の職員等においても育休だ

とか、生理休暇等、あるいは介護休暇等において

も、こういうものが一定程度認められるべきではな

いかというふうに書かれております。 

 そうしますと、有期雇用の方にとっては当然そう

いったものも就業規則等に認めるかどうかというの

もあると思いますけれども、こういう指示文書に照

らして、それを設定できるかどうかというふうにあ

りますが、この点は１週間休んで、また介護現場や

そういったところの方、あるいは６カ月雇用に至っ

ても新たにまた再任用される方等については、こう

いった部分というのは、少なくともこの就業規則等

などに明確にしたとしてもこういう適応は受けられ

るのかどうなのか、就業規則に明確にそれをうたわ

なくても、労働基準法に基づけば、きちっと雇用さ

れている形態、国民健康保険、社会保険にかかって

いる、あるいは所定労働時間を勤務していれば、こ

ういう人たちは該当になるというふうにも読めるの

ですが、この点はどうですか。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢委員の質問

にお答えします。 

 私も法律の詳しいところまではわかりませんが、

基本的には労基法にあっては、公の職場において労

基法の規定が適応除外になっている部分がたくさん

ありますので、それらの中で地公法に基づいて制度

化されているものが主であろうというふうに理解を

しております。 

 ただ、現業の部分につきましては、労基法の適応

を受けて行わなければならないようなそういう決ま

りもございますので、それらの部分で必要なものは

必要なものということで、それぞれの職場において

当然役場の一般的な事務で臨時をされているような

業種と、例えば今、委員おっしゃったように特別養

護老人ホーム等で介護等の臨時をお願いしているよ

うな部分については、若干法律上の取り扱いが違う

部分があると思いますので、それらを含めて検討の

課題になるのかなというふうに思っております。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ぜひですね、こういう働

いている方にしてみれば、少しでも環境のよいとこ

ろで働きたいというのは共通した願いだというふう

に思います。まして女性労働者の多いところについ

ては、いろいろ諸事情があってなかなか子育て、あ

るいは現役の方であればそういう方もいらっしゃる

でしょう。やっぱり介護をする方もいらっしゃるで

しょう。いろいろな条件が想定されるということで

あれば、環境を整えながらきちっと働いてもらうと

いうことを前提にして、きちっと今後の対応が必要

だと思いますが、この点もう一度実態も調査してい

ただいて改善の方向、あるいは検討をしていただき

たいというふうに考えておりますが、確認したいと

思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質

問にお答えいたしますが、町においても労働安全衛

生委員会がございますので、そちらの中でそれぞれ

職場のいろいろな働き方、それから、労働上の安全

衛生等にかかわる項目等で、それぞれ御議論させて

いただいております。 

 今、米沢委員がいろいろと種々御質問の中でお示

しをいただいた個々のもの、それぞれ全てがどのよ

うな形で対応できるのかということは時間をかけて

検討していく課題になると思いますけれども、今年

度においては、労働安全衛生委員会の中では、特に

臨時職員等も含めて課題として議論している内容と

しましては、私たち正職員については、冬になって

インフルエンザにかかったときには、病休をとれる

ようなそういう仕組みで出勤をしないと、感染を広

げないという対応をとってございますけれども、臨

時職員についてはそういう、先ほど言いましたよう

に病休の制度はございませんので、どうしても今現

在では、本人のモラルに任せるということが現状の

対応になっているかというふうに思います。ただ、

職場としては感染を広げることは極めてよろしくな

いので、当然熱があって苦しいときは本人誰しも休

まれると思いますけれども、熱が下がってまだ保菌

状態のときに出勤をされて、そういうことで感染が

広がるということも労働安全衛生委員会の中でも課

題の一つとなっておりますので、そういうようなも

のをどのように仕組み上整備ができるのかというこ

とで、それらについても今検討している内容であり

ますので、そういう安全衛生委員会を通じて、一つ

一つ新たに生じた課題等について解決策を生み出し

てまいりたいなというふうに考えているところであ

ります。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） ６５ページの同じ臨時職員

のことについて伺いたいと思います。 

 予算では９４４万円というふうに共済費のほうも

見ていましたし、賃金のほうも５１７万５,０００

円という予算計上だったと思います。これについ

て、どういうふうになったのか、ちょっと伺いたい
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と思います。 

○委員長（村上和子君） 総務班主幹、答弁。 

○総務班主幹（床鍋のぞみ君） ３番佐川委員の臨

時職員費の賃金の内訳について説明いたします。 

 臨時職員の臨時筆耕につきましては、こちらの賃

金につきましては、総務課職員の分であります。予

算を組むときには、例えば職員の中で病休が出た方

ですとか、そういった理由で臨時的に必要になった

方の分も総務費で組んでおりますが、昨年はそのよ

うな利用がありませんでしたので、今回の決算につ

きましては、総務課職員のみの決算となっておりま

す。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） そうしますと、ちょっと私

も今予定外のあれだったので、資料要求で５ページ

のところで、総務課のほうも残業数、各課でそれぞ

れ一生懸命されているということで、余計この残業

がふえてきているのだなというふうには思いたいと

ころなのですけれども、ここで子育て世代とか、そ

の他の世代で、残業がふえている部分というのは、

違いというのはあるのですかね。やっぱり仕事の内

容で残業というのは決まってくるのだとは思うので

すけれども、要するに、ワークライフバランスとい

うのですか、そういう面から考えていくと、やはり

残業が全般的にふえていますので、それに対しては

総務課としてはどんなふうな思いを持っていらっ

しゃるのか、伺いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ３番佐川委員の御質問

にお答えいたします。 

 ここ数年、時間外が徐々にふえてきているような

状況にございますけれども、基本的には、行政課題

も複雑多岐にわたってまいりますし、行政ニーズも

いろいろと多様化してきているような状況もござい

ます。また、国の制度も、さま変わりも大変早く

て、毎年毎年新たな交付金などの仕組みも短い時間

の中で矢継ぎ早に出されてきているようなそれらの

事案もありますので、そういうような中で、それら

の事務、業務に対応するので、時間外がふえてきて

いる傾向にあるのかなということで受けとめている

ところあります。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） だから、仕事の内容も大変

になってきているから残業がふえるというのはわか

るのですけれども、やはり効率的な仕事、先ほども

言いましたけれども、短い時間で効率よくというよ

うなことも考えていかないと、これから若い職員の

人たちの物の考え方が昔とやっぱり大分違ってきて

いると思うのですよね。昔は、長い時間労働するこ

とで価値というか、そういう部分もあったやに思え

る時代もありましたけれども、今は、短時間で効率

よくというふうなことが要求されていますので、今

後、残業がずっとふえていく予定をしているのかど

うかについても、ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ３番佐川委員の御質問

にお答えいたしますが、私たちも時間外がふえるこ

とは決していいことだというふうには思っておりま

せんので、職員の健康管理含めて、短い時間に効率

的に仕事をしていただくことが、それはベストの状

態というふうに理解をしているところでございます

ので、引き続きそういう業務運営といいますか、組

織運営に努めてまいりたいというふうに思っており

ます。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ６８、６９ページのホーム

ページの運用管理にかかわるところでございます

が、今年度、若干金額がふえておりますが、この要

因は何でしょうか。 

○委員長（村上和子君） 企画財政班主幹、答弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ６番金子委員か

らありましたホームページの費用の増という形に

なっておりますが、こちらにつきましては、２６年

度４月分からインターネットの接続回線が光対応と

いうことで、相手業者から少し値上げをしたいとい

うことがありましたので、その費用がふえていると

いうことで若干増になっております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） そういったプロバイダー

等々の理由はわかりました。 

 それに伴いまして、この上富良野町のホームペー

ジの使用調書を見たところ、サイト内でいえば１７

８万９,０００件のアクセス等々があるというふう

になっておりますが、情報の開示という点におきま

して、若干、道内の他町村に比べると少しスピード

が遅いように感じるのですが、本来であれば、もっ

ともっと細かく情報というのは発信すべきところが

あると思いますが、他の自治体においては、例えば

ＳＮＳ等々利用して、そういった担当の職員を置い

たりして、事細かに情報を発信しているのですが、

上富良野町はそのような対応しておりませんが、今

後そういったものは考えておられるか、お聞きしま

す。 

○委員長（村上和子君） 企画財政班主幹、答弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ６番金子委員か

らありましたホームページの充実、あるいはコミュ
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ニケーションツールの拡大をというふうに思ってお

りますが、まずうちのホームページにつきまして

は、基本は行政情報の公開というのを視点にしてお

りますので、もともとありましたように、ほかの町

のようにちょっと色鮮やかなページにはなっており

ません。鮮やかな部分につきましては、観光部分と

いうことで、全て観光協会のほうのページに委ねて

いるよということにしております。 

 あと、ＳＮＳ関係の部分ですけれども、こちらに

つきましては、先進的な市町村では既に活用されて

いるところが一部あるのかな、管内にも比布町です

とか、そういうところにありますが、そちらにつき

ましては、うちは総務のほうで情報管理というとこ

ろでホームページを担当しておりますけれども、そ

ういうところにつきましては、あくまでも町の公聴

事業の一環ということで活用されておりますので、

今公聴事業につきましては、町民生活課の自治推進

班のほうで、いわゆる町民の方への町の情報提供と

いう部分がありますので、そちらの中の今の広報の

あり方含めて検討されるべきかなというふうに考え

ております。 

 ただ現時点では、いわゆるコミュニケーション

ツールがいい面、悪い面、情報は早いのですけれど

も、その辺の中に対する、いわゆる職員の思いと町

の思いと組織の思いというのが違うという現実もあ

りますので、そこら辺につきましては、内部で検討

して、よりよいものを利用できるものは今後も活用

していきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 管内において、首長みずか

らがそういったコミュニケーションツールをして、

町のいい点、もしくは活動状況というのを常に発信

しているところがあるわけですよ。上富良野は、そ

ういうところが非常に出おくれていて、それで今後

この後も続いていきますけれども、移住定住であっ

たり、観光であったりというところが連携していな

いので、それは職員の思い、それから町の思いとい

うのは、きちっとコンセンサスを統合させていきな

がら、やっぱり情報はどんどん出していかなければ

ならないので、その辺、せっかく光も引いたり、ブ

ロードバンド何億円もかけてやっているわけですか

ら、やはり町の情報というのは、全国津々浦々、上

富良野というのを発信していかなければならないの

で、これは早急に取り組むべきだと私は考えますけ

れども、いかがですか。 

○委員長（村上和子君） 企画財政班主幹、答弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ホームページに

関することで、６番金子委員からありました積極的

な情報公開ということで、町の思いといいますか、

よく町であるのは町長のページといったら変ですけ

れども、そういうのがあって、広く出されていると

ころがあるのかなと。管内も大抵トップページの

やっているところには、左上ぐらいには町長の顔が

あって、町長の毎日の動向ですとか、今やっている

こと等々が出ているのかなという部分があります

が、うちもそういう部分については検討はしており

ます。ただ、そういう毎日の、いわゆる首長の報道

発表のようなものもどうかなというのは、町長と相

談しながら今後検討していきたいというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 私が聞いているのは、新聞

に載っている首相動向とかそんなのを書けと言って

いるのではなくて、町が今、全国に発信したいとか

という思いというのが、ずれが生じているので、そ

の辺がタイムラグが生じないように、今便利なＳＮ

Ｓ等々コミュニケーションツールがたくさんありま

すので、それを活用して、よりタイムリーに、より

町内外の人にそういった情報を発信していくべきだ

というふうに言っていて、別に町長がきょうどこに

行って、何をして、何を食べたかということを書け

と言っていることではありませんので、そういう町

の情報発信力というのをもう少し強化するべきだと

いうふうに考えますが、いかがですか。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ６番金子委員の御質問

にお答えいたしますが、私、得手ではありませんけ

れども、いろいろな情報発信機能が今たくさんあり

ますので、そういうことが私たちの町にとってどう

いう仕組みやどういう方法が、地域の皆さん、全国

の皆さん、世界の皆さんに上富良野町ということを

知っていただくために、どういうことが一番ベター

なのか、そういうことは絶えず検討を重ねていく課

題かなというふうに理解をしております。 

○委員長（村上和子君） 済みません、ここで休憩

といたします。再開は１１時５分より。よろしくお

願いいたします。 

────────────────── 

午前１０時４８分 休憩 

午前１１時０５分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開し、質疑を続けます。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 職員管理のところでお伺

いいたします。 
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 事業成果報告書の中に、１９ページなのですけれ

ども、いわゆる各種の職員管理という形で研修が実

施されています。北海道市町村研修だとか、町村会

の研修、あるいは町主催の研修という形で。この中

に１４名の陸上自衛隊に入隊研修という形で参加し

ておりますが、今行政にどういうサービスが求めら

れているのかというところと対比すると、ここで何

を学ぼうとしているのか、まずこの点についてお伺

いいたします。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質

問にお答えします。 

 陸上自衛隊の入隊研修、２６年度から新しい研修

ということでスタートをさせていただいております

けれども、陸上自衛隊のほうに御相談をさせていた

だきながら、３５歳未満の職員を対象に研修をしよ

うということでスタートをしてございますけれど

も、陸上自衛隊は大変規律の厳しい団体であります

し、そういう時間の規律、それから団体等での行動

等のそういう基本的なことを肌で感じていただこう

というようなことが主な研修の目的として、この入

隊研修をスタートさせたところであります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 自衛隊というのは何を目

的にしているのかということです。自然災害という

ことで、多くの方々が東北震災なんかでも支援に行

かれております。こういう意味では、本当に立派な

隊員の方たちが人命を救うという形で、私もそれは

評価しております。その一方で、今自衛隊というの

は、本来やはり別な任務も持っております。今憲法

が変わろうとしている中で、新たな海外へ派遣する

任務だとか、いわゆる研修にふさわしい場所ではな

いと思います。 

 担当の課長がおっしゃるように、３５歳未満の方

の団体等における現場での規律の体験だとか、学ぶ

ために実施しているということで言われております

が、別に自衛隊でなくても、団体の規律を学ぶとい

うことではいろいろな現場で、団体の規律を、また

職員の服務だとか、日常的なお客さんとの接待、接

遇等についても学ぶことは十分可能だというふうに

思いますが、そういうことを考えなかったのでしょ

うか。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質

問にお答えいたしますが、先ほどお答えしましたよ

うに、例えば時間に対する規律ですとか、チームで

仕事をしていくようなそういう態勢のそういうもの

を厳しくそういう対応をなされているそういう団体

というふうに受けとめておりますので、ましてや上

富良野駐屯地という我が町のすぐ近くにそういう機

関が駐屯しております。町においても、部隊との共

存共栄を一つの大きなまちづくりの柱ということで

うたっておりますので、自衛隊というものをまず若

い職員にしっかり理解をしてもらうことや、先ほど

言いましたそういう規律や団体行動というようなも

のを肌で感じてもらう、そういうきっかけにしたい

ということで、この研修をスタートしてございます

ので、他の機関での研修とか、そのようなことを具

体的に、どういう場所で、どういう研修がというよ

うなことの中の候補の中で上がってきたのがこの自

衛隊の入隊研修でありますので、今、委員おっしゃ

るように、例えば時間の規律を学ぶ研修であれば、

別の方法も当然あるのは確かでしょうし、いろいろ

なことを総体的に勘案した中でこの研修をスタート

したところであります。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 直ちに私はやめるべきだ

というふうに思います。別なところでしっかりと団

体、あるいは時間の規律に関する規律を学んで、窓

口対応、あるいは各部署におけるお客さんに対する

接遇の対応等、時間の対応等についても十分できる

ような環境を研修できる場所がまだまだたくさんあ

ります。そういったところを今後選択して、陸上自

衛隊に対する研修制度をやめるべきだというふうに

思いますが、この点確認しておきます。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 この研修は、やめるやめないを私が軽々にやめま

す、やめませんというふうにこの場でお答えするこ

とはできませんが、十分機能している研修というこ

とで理解をしているところでございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ちょっと細かいことでお聞

きしたいのですけれども、７１ページの委託料の中

で、ＰＣＢ廃棄物処理、これが昨年度より大幅にふ

えているのですが、これは多分処理料がふえている

ことだと思うのですけれども、これは、あとどうい

う今後の計画というか、処理の量とかというのは、

町としては把握されておりますか。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ６番金子委員の御質問

にお答えいたします。 

 ＰＣＢ廃棄物につきましては、町のほうで保有、

保管しておりましたものは、２６年度で全て処理が
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終わったところであります。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

８番竹山委員。 

○委員（竹山正一君） 議会の関係なのですけれど

も、６３ページ議会運営費の中で、大きなウエート

を占めている共済費１,５３０万円弱ですか、これ

の議員の内訳等について、何かあれば教えていただ

きたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 議会事務局次長、答弁。 

○議会事務局次長（佐藤雅喜君） 共済費につきま

しては、現在皆さんには制度ないのですけれども、

１２年間議員をお務めになった方の年金というもの

がございまして、それで今の方はほとんど精算され

ておりますけれども、ＯＢの方々は年金を受給して

ございます。それの部分につきまして各市町村が負

担金を払っておりますけれども、これは全国の議員

のＯＢの方の人数によって大きく左右されます。で

すから、ことしのように統一地方選があった場合に

は、また御勇退されて年金を受け取る方もふえるの

かなというようなことで、全国の状況によって毎年

毎年の市町村の負担額が決まっているということ

で、こんなことを申し上げると大変失礼なのですけ

れども、これから御勇退される方がふえる、それか

ら年金を受給されている方がお亡くなりになってそ

の分が減ると、そういったもののバランスによりま

して、毎年毎年変動するものでございますので御理

解をいただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） ８番竹山委員。 

○委員（竹山正一君） そうしますと、この内容に

つきましては、何年後というか、３０年、４０年と

続いていくというものになることになりますか。ど

うでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 議会事務局次長、答弁。 

○議会事務局次長（佐藤雅喜君） 大変申しわけあ

りませんけれども、いつお亡くなりになるのかは事

務局では、それから御本人お亡くなりになりまして

も、御遺族の配偶者の方にも年金というものを支給

してございますので、大変長いスパンになろうかな

というような感じは持っております。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ７４ページの定住移住に

ついてお伺いいたします。 

 定住移住という形で、この間制度もつくりながら

実施してきました。この成果報告書の中にも１０件

の移住があって１５名という形で、前年度は５件８

名だったけれども、１０件１５名という形で、相談

件数も１４６件という形になっております。 

 そこでお伺いしたいのですけれども、例えば今

回、定住移住促進計画の中に今後の移住住宅のあり

方について、移住希望者の判断材料となるソフト面

の充実もさることながら、準備住宅のよし悪しにも

大きな判断材料となると。住宅施策として明確に切

り離しながら思い切った施策の展開も必要だし、住

宅の草刈りだとか、管理等も当然必要だというふう

に考えているという形で明記されておりますが、現

行、修繕しながら準備住宅等についても運用してい

るという状況になっておりますが、この方針でいけ

ば、もっと準備住宅等についても環境の整備だと

か、今の住宅を選ぶ一つの材料としても、住宅の環

境が整備されているかというのは非常に重要な柱に

なってきていると思いますが、この点、整備しない

でも現行の中でいいのかどうなのか、この点確認し

ておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 企画財政班主幹、答弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） １１番米沢委員

からありました定住移住に関します移住準備住宅の

状況の関係ということでお答えをさせていただきた

いというふうに思いします。 

 御承知のとおり、移住準備住宅につきましては、

旭町にあります旧教員住宅を活用しまして準備住宅

として活用させていただいているところでありま

す。基本は、町の遊休の施設を有効活用しましょう

というのが発端にありますので、現行はその教員住

宅を直しながらお使いをいただいているという形に

なっておりますが、年々建物自体が古いものですか

ら、冬等に修繕をやりながら使っているということ

になります。 

 ほかの町では、新しい家を活用したりという部分

もありますし、あるいは移住フェア等で、私は直接

相談には行っておりませんが、結果等を聞きます

と、どういうものがあるのかというのも少し判断材

料にあるのかなというふうに思っておりますので、

今の時点で、今あるものをすぐふやします、新しく

します、建てますというのはございませんが、来年

に向けまして、既存の住宅をどうするのか、あるい

は今まだ教員住宅に残っております部分の普通財産

の移管というのも今後考えられますし、あと、うち

の町独自で考えますと、町が持っている施設以外に

民間のアパートもかなりありますので、ぜひ町が直

接ということにはなりませんが、そういう御利用も

活用できないのかというのを町の中でそれぞれの団

体の方からも参加をしていただいております上富良

野町の定住移住促進協議会、そういう中でも検討し

ながら、よりよいものにしていきたいというふうに

思っておりますので、御理解いただきたいと思いま

す。 
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 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、現行の中

では、いろいろと課題があるというふうに押さえら

れているという形ですね。 

 今、答弁の中で、民間の住宅も活用しながらとい

う形になりますと、一定程度家賃の補助等について

も発生せざるを得ないという部分も出てくるのかな

というふうに思いますが、この点確認しておきたい

と思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質

問にお答えいたしますが、今、主幹のほうからお答

えしたように、移住を考えておられている方たちが

上富良野町で少し住んでいただくような、移住を決

断していく一つの大きなツールとして、移住準備住

宅も御利用いただこうということで、今、教育財産

から普通財産に移管した旧教員住宅を再利用して、

そういう住宅にしております。あわせて、民間の住

宅についても、空き家バンクの制度を活用しなが

ら、民間アパートや何かもそういう登録をいただい

て御利用いただいているところであります。 

 町が直接、民間のアパートを移住準備住宅として

借り上げて利活用するような、そういう施策が必要

ということになれば、御利用いただく家賃自体も町

のほうで一定程度決定できることになると思います

が、今そこまでの具体的な案を町では持ち合わせて

おりませんので、そういう上富良野町に移住をした

いというふうに考える方たちの住まいとしては、そ

ういう民間アパートも積極的にＰＲできるような形

で空き家バンクも制度として運用しているところで

あります。 

 あと、去年からお試し暮らし住宅も始めましたけ

れども、始めたのが去年のもう暮れ近かったので、

今年度の夏の間にはかなり多くの方にお試し暮らし

住宅の御利用いただきましたので、こんなことで上

富良野町に一定期間住んでいただいた中で、将来、

例えばその後の移住等のそういう判断の材料の一つ

にしていただければなというふうに思っているとこ

ろであります。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ７７ページの委託料の定

住移住促進事業という形で１０万８,０００円で

しょうか、含まれておりますが、ここはどういうよ

うな内容の事業をされているのか、この点お伺いい

たします。 

○委員長（村上和子君） 企画財政班主幹、答弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） １１番米沢委員

からありました移住定住に関する経費の内容の質問

だというふうに思います。 

 委託料の１０万８,０００円につきましては、昨

年度、東京と大阪、名古屋で参加しました移住フェ

アにかかる費用の分ということになりまして、中身

としましては、まちなかコンシェルジュの作成委託

費というふうになります。まちなかコンシェルジュ

とうのは、上富の町内の観光案内用のパネルを作成

したという経費になっております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 各地域では、こういった

いろいろな出店イベント等も開きながら、地方に出

かけながら、町を宣伝するという形で普通になって

きております。その中でも、やはり準備住宅等、お

試し暮らし住宅等における施設の充実というのは、

一定部分欠かせない部分に近隣の町村を見ていても

なってきております。そうしますと、上富良野町の

お試し住宅等に至っても、老朽化が進んでおります

し、相当年数もたって、もう既にかなりな老朽化に

至っているという状況になれば、新たな投資をして

も、それがまた無駄になる部分もあるのではないか

と、こう考えます。 

 もう一つは、これでいいということであれば、こ

のまま投資をすればいいけれども、恐らく移住者に

とっては、他の自治体を見ながら、上富良野町の環

境もよさもカウントしながら、移住してみたいだと

か、ちょっと体験してみたいだとかというふうに

なっているかというふうに思いますが、そういう意

味では、まだまだ十分なニーズに応えられていない

部分がまだあるかというふうに思いますが、この点

はどのようにお考えでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） 町のほうでは、これま

でも東京、大阪、名古屋等での北海道移住フェアに

参加させていただいて、いろいろなニーズを、そこ

で来場いただいた上富良野のブースに来ていたお客

さんからアンケート等もお答えいただきながら、そ

れらにお住まいの方たちのニーズについても、いろ

いろと把握をしてきています。昨年とおととしを比

べますと、アンケートの結果から見ますと、おとと

しであれば、どちらかというと、ある一定程度都会

での仕事を終えられてリタイアされる時期、そうい

う時期に豊かな自然のある北海道に移住をしたいと

いうようなそういうニーズが高かったようでありま

すけれども、逆に昨年であれば、当然そういう方が

一番多いわけでありますけれど、昨年のフェアでは

逆にまだ現役世代のうちから、ぜひそういうところ

に移住したいと。当然仕事をしながらこちらのほう

で生活をしたいというニーズもありますので、そう
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いう雇用の環境でありますとか、あと住環境等につ

いても重要な移住を決断するためのニーズにはなっ

ているのだろうなということで理解をしています。 

 前段お答えいたしましたように、移住をされる方

の住宅を町が準備をするということが果たしてどう

なのかということはもちろんありますけれども、当

然移住をされる方は、自分たちで住宅を準備をする

わけでありますけれども、そのときに一定程度本当

に最終の決断、ここに住もうというふうにするとな

れば、土地を買ったり、住宅を買ったり、アパート

を借りたりということになるでしょうけれども、果

たして私たちここでしっかりと生活をしていけるの

だろうかということを一定期間判断する期間とし

て、そのための準備住宅として、利活用できるよう

な、そういうものを一定程度町も準備をすることは

必要だろうということで遊休財産を活用していると

ころでありますので、当然新しい住宅に比べれば、

古い住宅になっておりますけれども、一定程度の機

能は果たせているのではないのかなということで理

解をいているところであります。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ただ、やはり環境を見て

いましても、草が生えていたりだとか、もう既に屋

根が朽ち果てて壊れているだとか、そういったとこ

ろがあるのですよね。 

 私は、ひょっとしたら上富良野町に来て、僕の性

格ですから、どこでも住もうと思ったら住めるタイ

プなのであれなのですけれども、いろいろ見たら、

草がぼうぼう生えていて何か屋根も壊れていてとい

うようなそういったところに来たいと思うのかとい

うような、素朴な私は印象を思うのです。あそこに

いつも行って、暗いです、あそこ自体がね。 

 教員の方も住んでいると思うのですけれども、ほ

とんど住まれていない、あるいは住んでいても、自

宅へ帰るための何かあったときに一時的にここで泊

まるというような方もいらっしゃるので、そういう

ことを考えたら、もっとやっぱり環境を、せめて草

刈りだとか、それにしてもどうかなと思うのですけ

れども、環境を整える必要もありますし、全体を見

直しする必要があるのではないかなというふうに思

いますので、この点もう一度確認しておきたいと思

います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質

問にお答えします。 

 移住準備住宅等の住宅の周りの環境全般含めてで

すけれども、草刈り等一定程度の期間で実施をして

いるところでありますけれども、委員おっしゃるよ

うな御指摘があるとすれば、さらに努力をしたいと

いうふうに思います。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 今の関連になるのですけれ

ども、結局この移住、北海道暮らしフェアには、東

京、大阪、名古屋という都市部に行っていますよ

ね。移住していただく方を求めて。 

 実際に、準備住宅というのは、例えば大都市で住

まわれていた方との上富良野町に対する思いという

ところ、先ほど課長の答弁の中では、ある年につい

ては大自然がいいよと、ある年についてはまだまだ

町なかで働きながら暮らしたい人がいるよという中

のアンケートを当然とったり、情報をとったりして

いる中で、その年によってでこぼこあると思うので

すけれども、今同僚議員が言ったように、せっかく

上富良野のよさというものを前に出していくのであ

れば、まして東京、名古屋、大阪という大都市部に

はないものを、上富良野のメリットというか、強み

を出していくのであれば、やはりお試し住宅との乖

離度というのは非常に大きいというふうに私も感じ

るのですけれども、そういう中では、今後そういう

新たな、例えばもっともっと自然が多い中でお試し

していくとかという、そういう方策はとられないの

ですか。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ６番金子委員の御質問

にお答えいたします。 

 移住フェア等でアンケートをとった中では、多く

の方が御来場いただいて、将来は例えば北海道で暮

らしたいのですよねとかというような、いろいろな

御意見を承ったり、若いうちから本当は北海道に行

きたいのだけれども、お仕事とかというのは上富良

野にはあるのでしょうかね、どういうようなお仕事

があるのでしょうかねとかというような、いろいろ

な御意見をいただきます。 

 実際に北海道のほうに、上富良野のほうにぜひ移

住したいなというようなことで、具体の御相談が町

のほうにも寄せられるときがありますけれども、そ

れらについては、その方々のニーズに応じたものを

町のほうでどのようなものを紹介できるかというこ

とになろうかと思います。今おっしゃるように、例

えば立派な住宅や何かを御希望されている方が、今

のああいう古い建物でありますけれども、例え半年

間なり１年間であっても、ここでは私たちは生活で

きませんという方には、こういうものもありますよ

と当然紹介しますし、私たちはそういうところでは

なくて、もっと一戸建てでどこか郊外にそういうあ

いているところがありませんかというよなことにな

れば、私たちが今持ち合わせている空き家バンクの

中でそういう物件がなければ、今私たちが持ち合わ
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せている物件の中ではないですけれども、あったと

きにはまた御連絡しますねみたいなことで対応する

ことになりますので、なるべく御相談のあった方た

ちのニーズに沿ったものを御紹介できるようにはし

たいなというふうに思いますが、それらを町のほう

で全て用意するということは、なかなか難しい課題

かなというふうにも理解をしているところでありま

す。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ということは、ある程度政

策をもって当然北海道暮らしフェアのイベントに参

加をされていると思うのですけれども、そこでの実

際ニーズと、こちらの情報提供というのは、乖離が

あるということになっているのですか。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ６番金子委員の御質問

にお答えいたしますが、移住フェアを２年ほど行っ

ていると思いますけれども、移住フェアの中でいろ

いろな御意見をいただくのも確かでありますので、

そういったいろいろな意見をいただいた中で、例え

ば部分的に町が戦略的にこういう方たちをターゲッ

トに移住、例えば上富良野に住みたいというような

ニーズはいろいろな方がお持ちでしょうけれども、

そういう人の中で全てに対応することはなかなか難

しいので、例えばこういう方々をターゲットに移住

促進をしましょうというふうに決定できるような大

きなものがあれば、そういうことを検討することに

なると思いますけれども、まだいろいろな御意見を

承っている最中かなというふうにも理解しておりま

すし、町が具体的に何か視点を絞って、ターゲット

を１点に絞ってという、まだそういう状況には至っ

ていないのは確かだというふうに理解しておりま

す。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 近隣の町村で余り比較する

ことが望ましいかどうか別ですけれども、例えばあ

る自治体においては、うちは水道料は無料ですよ

と、豊富な自然の天然の水がありますから、どうぞ

来てくださいというので、ある一方では、非常に景

観が美しいところを準備住宅として用意をして、う

ちの町の特性はこういうものでやっているから、こ

ういう人は来てくださいよというものがある中で、

せっかく上富もいろいろなすばらしいものがたくさ

んあるのであれば、やはり早急にうちの町の特性は

こういうところですよと。それが例えば現役の人に

来ていただきたいという都会的な町なのか、もしく

は、ちょっと都会で疲れたけれどもやはりこの美し

い景観の中でゆっくりと家族で水入らずで過ごした

い、そういう人にはこういう場所がありますよとい

う、そういう政策的なものをしっかり持ってやって

いかないと、誰でもいいから来てください。来たと

きに準備住宅はある、町の中の、しかも都会から比

べればはるかに小さい町の比較的交通も不便、それ

から買い物も不便、だけれども住むことはできる、

この場所で住んでみてどうぞというのではなくて、

もっと町のよさというのを前面に出すようなやり方

でやるほうが得策だと私は考えますけれども、その

辺はいかがでしょうか。 

 結局だから、それが２６年度、多分初年度だとい

うこともあるでしょうけれども、せっかく暮らし

フェアに行って１４６件の相談があったにもかかわ

らず、この年に関しては、まだ旭町の２戸の準備住

宅の中のお試し住宅は利用がなかったということに

なっていますよね。もっともっと都会の人がイメー

ジしている上富良野像と、それにふさわしい準備住

宅というのが本当はあってしかりだと思いますが、

いかがでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ６番金子委員の御質問に

総括的に私からお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

 私も担当しておりました経験も含め、お話をさせ

ていただきたいと思いますが、移住者の住環境を整

えるというのは非常に重要なことでありますし、ま

た移住定住促進計画の大きな柱にしてあるのは間違

いないところであります。ただ、実態をぜひ見てい

ただきたいのですが、移住される方のどこに住むか

というのは、非常にニーズは多様であります。特に

経験しているのは、景色景観のいい丘の上ですと

か、そういうものが主であります。 

 私どもの戦略の中には自然景観を含め、そういう

メリットを十分そういうフェア等でも、温泉があり

ますとか、十勝岳がありますとか、紅葉がきれいで

す、そういう戦略的に宣伝することとあわせ、移住

者が来て、自分の一生涯をそこで建物を建てて移住

しようと決断するまでには簡単に右から左で決まる

わけではありません。したがいまして、ここの移住

準備住宅というのは１年間限り、延長することで２

年間に限り、そこに住んで自分のいい場所をぜひ探

してくださいと、そのために低額で準備をするため

の住宅が上富良野町にありますと。そういう準備住

宅だということをまず１点。新品の住宅を１０区

画、２０区画、整備をしても、そこに住むという移

住者は限られているかと思います。 

 一方、今、金子委員がおっしゃったように、上富

良野町の特性、優位性、そういうことを全国に情報

を発信すること、またセミナー等を通じて直接相対

でＰＲ活動をするというのは非常に重要なもので、
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したがいまして、準備住宅がどこに、どういう、新

品がいいのか、古くてもいいのか含めありますけれ

ども、実際には、旭町住宅で２年間ここに住んで家

を建てた方はたくさんおります。たくさんおります

というのは、私どもも掌握しておりますけれども、

その効果は十分発揮をしているものだというふうに

理解をしてございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 移住準備促進計画の中に

は、対象者のターゲットを絞りながら基本政策四つ

を掲げますという形でうたわれているのですよね。

恐らくこの四つというのは健康づくりだとか、子育

てや自然景観だとか、プロジェクトだとか、働く場

所のプロジェクトだとかという形で生活習慣病事業

を推進しましょう、上富良野高校生徒による家庭教

師の派遣だとか、いろいろ有料住宅については、助

成事業の中で将来的には固定資産の減免もしましょ

うというような、本当にきれいな言葉でつづってあ

ります。将来的に農業に定着できるような、そうい

う人たちも誘致できるのだったら、これはそれに越

したことはないという形で掲げられております。 

 ただ、この趣旨からいけば、この基本計画からい

けば、まだ不足しているところがあると思います。

確かに一定程度移住してきて移住された方もいると

いうふうには思いますが、ただ今後、上富良野町が

移住促進計画に基づいて今後足りない部分、今まで

進めてきて、これはよかったと行政が評価している

部分と、今後こういったことをもっと充実すれば促

進できるのではないかと、少しでも上富良野町のよ

さを知ってもらえて定住できるのではないかという

ような可能性というのが、この間担当者の方もいろ

いろと住宅移住フェアなんかも行いながら、上富良

野のよさも発信してきたということでありますか

ら、その押さえはこの２６年度の評価の中ではどの

ようにされていますか。この点お伺いしておきたい

と思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質

問にお答えをしたいと思います。 

 移住定住は大きな課題でありますので、こういう

ものに力を入れていこうということで、移住準備促

進計画も立てて町では取り組みを進めてきたところ

であります。おかげさまという言い方がいいのかど

うかわかりませんけれども、この富良野盆地エリア

というのは、全国的にも非常にそういう移住を希望

するような土地としてもポテンシャルの高い地域

で、多くの国民の皆さんから期待を寄せられている

地域ということでもあります。 

 そのようなことで、他の地域ではいろいろな施策

等も一般財源を駆使しながら、そういう施策を打っ

ているような自治体ももちろんありますけれども、

ポテンシャルとしては非常に高いものがあるという

ことで押さえておりますので、そのポテンシャルを

しっかりと成果につなげていくことが課題になるの

だろうというふうに受けとめておりますので、この

間移住フェア等にも参加させていただいた中で、都

会の関東、中京、関西圏に住まわれている方たちの

いろいろなニーズをお聞きする機会もふえてきてお

りますので、それらの意見をこういう移住フェアに

参加させていただいたことでいろいろ得ることもで

きましたので、それらを当初策定しました計画の実

行性に高めていくために参考にしていくことがこれ

からの課題というふうに受けとめているところであ

ります。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） これからの課題というこ

とで、一定程度進めてきたのですよね。いつまでで

も、これからの課題というふうにはならない部分が

あるというふうに思います。 

 一定評価が、確かに相手次第ですから読めない部

分もあるのかもしれませんが、私はこの間、移住問

題にしてもそうなのですが、何が足りないのかと

思っていつも考えているのですけれども、私、上富

良野町の戦略がはっきりしていないのだというふう

に思います。人口は少なくなる、あるいは一定の高

齢の方がふえるという状況の中で、どういう上富良

野の町を進めるのかというところの戦略と、やはり

こういう移住定住も、ほかの政策もあるのですが、

マッチしていない部分があると思うのです。それは

担当者任せ、あるいは担当者と政策的な協議はやっ

ていますけれども、それが必ずしも生きてきていな

いだというふうに思います。いい意見があったとし

ても、どこかでそれがなかなか開花しないから、も

う諦めている部分も担当者の中にはいるのではない

かなというふうに思えるような部分もあるので、そ

ういった戦略をきっちり全体の中で持つ必要がもっ

とあるのだと思います。そこの腰が弱いというふう

に思います。その点はどういうふうにお考えです

か。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員の御質問

に私のほうからもお答えをさせていただきたいと思

います。 

 委員御承知かと思いますが、定住移住促進計画の

大きな柱、三つ掲げているかと思いますが、一つは
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情報の提供の仕方、インフラの整備をあげているか

と思いますが、この間、町の中では光ファイバー

を、郡部には２億数千万円かけましたが、郡部にお

いてもブロードバンドの整備、これら移住者のこれ

までの声を聞きながら、そういう情報網を整備すべ

きだというのは、その定住移住促進計画に基づいて

私どもやってきた中であります。また一方、大きな

柱であります先ほどと重複しますが、移住者の住環

境の整備、これも大きな柱として、このたび移住準

備住宅とあわせ、お試し住宅、そういうきっかけづ

くりを住環境のところで行っているのは御承知かと

思います。 

 また一方、以前からも一般質問等でお答えをして

おりますが、よそから来ても、１年お試ししたらこ

んな町なのかと言われないように、保健や福祉や医

療を、そういう生活の環境を整えることで、結果移

住者にも、そして上富良野町民が定住していく、よ

そに転出をしていかない、そういうことでしっかり

移住定住を支えていこうというのが計画の柱であり

ます。 

 したがいまして、もちろん課題はたくさんありま

すが、しっかりそれらの計画に基づいて、私どもは

地道に行ってきた内容は評価をしていただきたいと

いうふうに思います。また一方、課題がまだもちろ

んありますから、これらについては、委員皆さんと

しっかり議論をした中で、それらの戦略は推進して

まいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

８番竹山委員。 

○８番（竹山正一君） 今の定住の関係なのですけ

れども、先日出していただきました資料に基づいて

カウントしましたら、平成２１年度から２６年度ま

でですか、この間で平成２１年度は実績が３戸で４

名、２２年が８戸で１４名、２３年が１４戸で２２

名、２４年が９戸で１７名、２５年が５戸で８名、

そして２６年度が１０戸で１５名という形で、これ

をカウントして４９戸の８０人余りの方が上富良野

野の町に実績、定住としてカウントされています。

しかし、その後いろいろな事情があるのかもわかり

ませんけれども、まずやむを得ずほかの町へ行っ

て、ほかの町から上富へ来て、上富からまたほかの

町へ行って、現在まで上富より長く住まわれている

という定住者同士の情報交換の中で出てきていると

いうのを聞いたのです。 

 ですから、こういう中の情報を、役場のほうは、

来たときに受け入れはわかりますけれども、何がし

かの事情で出られる。それは働く給与者として来て

いたのか、農業者として来ていたのか、自営で何か

自分でつくってこの地域で売ろうという、そういう

生活を立てるために来たのか。そういう関係のこと

を捉えているのか、来られた後のことを捉えている

のか。そしてまた、出ていかれた人についても、そ

の辺の内容を確認されているのかというのをちょっ

とお聞きしたいのですけれども。 

○委員長（村上和子君） 企画財政班主幹、答弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ８番竹山委員の

ほうからありました移住実績に基づく人数のその後

の動向と把握ということでお答えをさせていただき

たいというふうに思いますが、先ほど委員が言われ

ました数字につきましては、これまでの成果報告書

の数字の分かなというふうに思っております。この

分の数字は、役場のほうで相談があって押さえられ

た数字ということなので、上富に対して実際の移住

者という方は、役場を通さない直接転入して来た方

もたくさんいらっしゃいますので、これ以上にいる

ということで御理解をいただきたいというふうに思

います。 

 あと、この方のその後の部分なのですけれども、

端的にいきますと、この人方は通常の移動する方々

ですので、うちのほうに何かあった際、移住された

方で移住した際、あるいは生活してみて困った際の

相談の窓口はうちのほうでなりますけれども、それ

以外の部分で転出される、あるいはどこかに行く部

分というのでは、役場に来られる方もいらっしゃい

ますが、そのまま転出される方もおりまして、そう

いう方につきましては、うちのほうで個人情報を管

理はしてございませんので、その方がどうして、ど

こへ行くのですかというのはちょっと把握はできな

いのですけれども、移住というのをきっかけにうち

の役場の窓口とつながりを持っている方につきまし

ては、これまでも相談等にも乗っておりますし、今

後も相談等に乗っていきたいというふうに思ってお

りますので、よろしくお願いします。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ８番竹山委員。 

○８番（竹山正一君） 先ほど金子委員も言われた

のですけれども、やはり移住でほかのところからこ

こに来られた方と、地元の一番最初に当たる役場の

職員の方々との思いと、いろいろお話しする中の乖

離というか、いろいろ情報を聞き出して自分の役場

の中に取りまとめておくというか、そういう対応が

やっぱり何か欠けているというか、事務的に扱われ

ているような感じがします。それがわからないとこ

ろに来た人間の初めての受ける感覚。 

 ただし、こういうようなことについては、どこか

ら来たのだよという声かけ一つで、そういう仲間の

人というか、同じそういう移住という中でのこの場
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所で共通する人たちは、ざっくばらんに話してい

る。役場でも開催されています移住者の会議を持っ

ていますよね。アンケートをとったりしていますよ

ね、今現在おられる方に。だけれども、事務的な案

内で、事務的に開催された会議で、自分たちが意見

を言っても、どのように役場のほうで紹介していた

だいて、発信してもらえるのか。それで言いっ放し

で、何かちょっとわからないというようなことも聞

かされるのですよ。そういうことについての取り組

みですね、やっています、やりますではなくて、ど

ういうふうにして、どういうふうに発信している、

どういうふうに皆さんの気持ちを聞き取ってまとめ

ているという、そういう中で今後の政策の進め方の

大きなポイント、そして人口が固定されていくとい

う中での一つの基礎になる部分ではなかろうかと思

うのですよね。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ８番竹山委員の御質問に

私のほうから総括的にお答えをさせていただきま

す。 

 先ほどと重複しますが、移住定住促進計画、これ

らの柱にもありますワンストップサービスを私ども

の行政の窓口に置きました。それは移住の相談が

あってから以降、そこに暮らしたときにいろいろな

医療だとか、福祉だとか、さまざまな困りごと、あ

るいは悩みごと、これらをワンストップで同じ窓口

で相談に乗りますという体制をしっかり整えたとこ

ろであります。 

 竹山委員の御発言にありますように、決して移住

された後、全く私どもが掌握をしていないなんてい

う状態ではないですし、また冷たい対応をしている

とは決して思っておりません。大都会なら別です

が、私どものような田舎ですと、その地域のコミュ

ニティーも含め、しっかりそれらのフォローをして

いる思いであります。もしもほかから、そういう悩

みが竹山委員のほうに入った場合には、ぜひ私ども

に教えていただきたいというふうに思ってございま

す。しっかり行政側も対応をしてまいりたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

１２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） ＡＥＤの関係について、

ちょっとお聞きをしたいと思いますけれども、学校

とか、公共施設には（「何ページになりますか」と

発言する者あり） 

 これは、各款のところに、社教センターだとか、

子育て支援センターとか、中学校関係、公民館関

係、パークゴルフ場関係に全てＡＥＤが設置されて

おりますよね。それで、その中でその部分が町で設

置されているのは何カ所あるかという部分と、これ

はリース料で払われているということでありますけ

れども、リース料というのは金額がたまたま違うわ

けですよね。 

○委員長（村上和子君） ちょっと待ってください

ね。何ページでございますか。 

○１２番（中瀬 実君） これは、各範囲でかか

わっておりますから、ページ数が全部違いますの

で、款ごとに分かれて…… 

○委員長（村上和子君） 今６２ページから９９

ページまでをやらせていただいているのですが、総

務費ですか。 

○１２番（中瀬 実君） ８９ページの場合、子育

て支援センター、泉栄センターの関係ですか。ここ

にありますように、借り上げ料金というのが５万

８,３２０円とあります。これはリース料だという

ことですけれども、これらについては当然会社は１

社だと思いますけれども、部署によっては違う金額

のところのリース料があるというところの差が、な

ぜそうなるのかということをお聞きをしたいなとい

うふうに思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １２番中瀬委員の御質

問にお答えいたします。 

 ＡＥＤにつきましては、今現在、民間施設と公共

施設含めて町内に多分３０カ所ぐらい設置がなされ

ているというふうに思います。ちょっと私も去年の

記憶ですので定かではありませんけれども、その中

で購入したＡＥＤもあれば、それからリースでして

いるものもあります。それぞれ借り上げをするとき

に部署部署でそれぞれ見積もりをとっておりますの

で、結果、借り上げ料が教育委員会で借り上げたも

のとか、それから保健福祉課で借り上げたもの等に

よって借り上げ料が違っているものがありますけれ

ども、リースや町で購入したもの、それから寄附で

受けたものといろいろなＡＥＤになっておりますの

で、後ほど確認をしてお答えをさせていただきたい

というふうに思います。 

○委員長（村上和子君） それでよろしいですか。

では、後で確認をさせていただきたいと思います。 

それでは、ここで昼食休憩といたします。 

 再開は午後１時より。よろしくお願いいたしま

す。 

─────────────── 

午後 ０時０１分 休憩 

午後 １時００分 再開 

─────────────── 
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○委員長（村上和子君） 昼食休憩前に引き続き、

委員会を再開し、質疑を続けます。 

 先ほど１２番中瀬委員の質問に対しまして、総務

課長、答弁お願いいたします。 

○総務課長（石田昭彦君） １２番中瀬委員から御

質問のありましたＡＥＤの関係でありますけれど

も、午前中、明確な御答弁ができませんで大変申し

わけございませんでした。 

 ＡＥＤの借り上げにつきましては、それぞれリー

ス期間がございますので、ちょうど２６年度におき

ましては、泉栄防災センター、それから子どもセン

ター、東児童館、子供たちが利用する新たな施設に

ついて、ＡＥＤを新たに設置することになりした。

また、かみんプール、社教センターにつきまして

は、更新の時期を迎えていたものですから、これら

の６台については一括して見積もり合わせをさせて

いただいて、それぞれこの決算額で記載しておりま

すリース料で、この施設についてはＡＥＤを設置し

ているところであります。 

 また、決算書で違う金額でリース料が記載されて

いる施設ございますが、こちらにつきましては、そ

れ以前に既に契約をしている機器でありますので、

当然機器も違うでしょうし、昨年はたまたま６台一

遍に入札ができましたので、一定程度リース会社の

ほうもお安い金額の見積もりをいただいたというこ

とで、これまでリースをしていた施設に比べます

と、若干お安い金額で決算を迎えているという、そ

のような状況になってございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） 今の説明を受けたわけで

すけれども、何件かまとめて契約をしたから安く

なったという理解でいいのかなと思いますけれど

も、たまたまＡＥＤのいろいろタイプがあって金額

が違うのではないかなと私は思ったのですけれど

も、そういうことではないということですね。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川和宏君） １２番中瀬委員の

ＡＥＤに関する質問にお答えしたいと思います。 

 ＡＥＤにつきましても機種、内容がそれぞれある

と思いますが、町として必要な機種につきまして

は、仕様書を示しまして、それに合致するものにつ

いて見積もりなり入札をしていただくということに

なっていますので、こちらが示す仕様に基づくもの

を導入していただくという形になっております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） 先ほどの何件かのまとめ

て契約した部分については５万８,３２０円という

金額だと思いますけれども、その以前に契約してい

たからということも今ありましたけれども、６万

８,６８８円という契約の部分があるわけですけれ

ども、この部分については、契約以前は高かったと

いうことで理解していいのですか。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川和宏君） １２番中瀬委員の

ＡＥＤに関する質問ですが、それぞれ機種の台数に

もよりますけれども、金額によって入札もしくは見

積もり合わせという形になりますが、多分２台であ

れば、入札になるとしても台数が少ないことで業者

によっても取り扱い件数が少ないとそれだけコスト

も上がるということもあるでしょうし、それぞれの

事業所の見積もりによるところも大きく左右すると

は思いますが、またまとめて導入することによっ

て、あくまでも借り上げですので、機器の関係でい

ろいろとやるのもまとめてやるほうが相手にとって

も効率がよいということで、それぞれ単価的に有利

な価格で見積もっていただけるということはあるか

と思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） いわゆる６万８,６８８

円というのは、公民館とパークゴルフ場の部分なの

ですよね。この部分について、たまたま２件一緒に

契約をしたということでよろしいのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（杉原直美君） １２番中瀬

委員の御質問にお答えします。 

 １６年にＡＥＤが一般市民に対して使用が可能に

なりましてから、道のほうで随時調査が入っており

ます。市町村における設置しているＡＥＤを各学

校、公民館含めて市町村の管轄範囲の中で調査をし

ております。平成２６年度におきましては、９カ所

３２基のＡＥＤを設置しております。金額について

ですが、購入の時期も調査が入っておりますので、

パークゴルフ場と公民館の購入時期は同じ時期で

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 １２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） リースの期間が決まって

いるのでしょうから、一括してということにはなか

なかならないと思いますけれども、できるだけ安く

こういうものは設置できれば一番いいことだと思い

ますので、極力業者の選択等については、今後とも

いろいろ検討していただきたいというふうに思って
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おります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川和宏君） １２番中瀬委員の

ＡＥＤの関係でありますが、今おっしゃったとおり

まとめてやることが効率的であることは確かであり

ます。ただ、導入時期によってなかなか一括してや

れないこともありますが、できるだけ有利な契約が

できるように、その部分については調整を図ってま

いりたいと思いますので、御理解いただきたいと思

います。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ２番岡本委員。 

○２番（岡本康裕君） ７７ページ、超高速ブロー

ドバンド環境整備ということで、２億３,６００万

円ということで、これの結果２６年度やったわけで

すが、高速の通信が町内隅々までできるということ

でなったわけですが、これの加入者数とかというこ

とはわかりますでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 企画財政班主幹、答弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ２番岡本委員か

らありました農村部のブロードバンドの加入という

ことでございますが、こちらのサービスにつきまし

ては、民間の事業者に委ねておりますので、町で直

接という形にはなっておりません。直近の具体の数

字というのはちょっとまだ聞いておりませんが、先

日話した中では、まだ３桁にはいっていないという

ことですので、来月からキャンペーンを民間の事業

者のほうでやっていただいているのですけれども、

そういうのを活用しながら、年度内には３桁いきた

いなというふうに思っておりますので御理解いただ

きたいと思います。 

○委員長（村上和子君） ２番岡本委員。 

○２番（岡本康裕君） ありがとうございます。 

 思ったより少ない、今のところ少ないといったよ

うな手応えなのかどうか、お答えしていただけます

か。 

○委員長（村上和子君） 企画財政班主幹、答弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ２番岡本委員の

ほうからありました今の数字の見込みということで

すけれども、一応事業の開始に当たりましては、お

おむね３桁、１００件ぐらいの利用が見込めるので

はないかなということで進めてきたところでありま

す。それでいきますと、まだちょっと満たってはご

ざいませんが、正式サービスはことしの４月からス

タートしているという部分と、あと対象が農家の方

が中心になりますので、いろいろ農繁期の関係でな

かなかそういう部分もあって、忙しい間はそんなの

とりあえず今のところ、いつでもいいやというのも

意見として伺っているところであります。ちょうど

作業も一段落し、これから冬に向かいますので、あ

くまでも民間のサービスで有料でやりますので、町

が云々直接ということはありませんが、町もぜひ

使っていただけるように、できる範囲で業者の方と

連携を図っていきたいというふうに思っております

ので、御協力よろしくお願いします。 

○委員長（村上和子君） ２番岡本委員。 

○２番（岡本康裕君） ありがとうございます。 

 今後また加入者がふえるという感じになってくる

かと思います。また利用に関しましても、整備が、

環境が整っておりますので、今後随時いくのかなと

個人的にも思っておりますが、超高速ブロードバン

ドが引かれる前段階、こういうものがもし町内全域

に行き渡ると、防災だとか、医療だとかにも活用し

たいというお話もありましたが、そういったところ

今段階で何かお考えはお持ちかどうか、決算とは

ちょっとずれてしまいますけれども、考えがあった

ら教えていただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 企画財政班主幹、答弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ２番岡本委員か

らありました今後の展開ということになります。 

 来年度予算に向けて云々というのはまだ現時点で

はございませんが、それ以降も含めてということに

なります。今回のネットワークの整備につきまして

は、当初はインターネット、住んでいる皆さんが御

自宅で早いインターネットを使える環境にというこ

とがもともとスタートだったのですけれども、ただ

実際には、それだけではもったいないということ

で、やはり全町を網羅できる、いわゆる今の情報技

術を使ったものを使えるようなネットワークを構築

しましょうということで、最終的には決断をいただ

いて事業を開始しました。 

 そのネットワークを整備して、それの利用活用と

して一つ農村部におられる方に今よりも早いイン

ターネットができる環境を提供しましょうというふ

うにして、今インターネットのサービスについては

民間の事業者さんにお願いをしているということで

す。あと、それだけではもったいないですので、現

時点で、すぐ早急に手をつけれるということになり

ますが、２６の決算の中には出てきておりません。

今年度それを使いまして、町内の景観ですとか、あ

るいは避難所に対するＷｉ－Ｆｉも提供しました。

これも事業が完了しております。一番遠くでは、町

からずっと離れている吹上温泉ですとか、深山峠で

すとか、そういう通常ＮＴＴが行っていなければ提

供はできませんので、ほかの町でＮＴＴが全域やっ

ていれば、毎月利用料を払えれば、Ｗｉ－Ｆｉとい
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うのを提供できるのですけれども、うちはそういう

のを利用しない、自前で整備をしたものでそういう

ことを提供することができるようになったので、今

そういうので活用しております。 

 これも決算とは直接関係ありませんが、春から言

われておりました駅のＷｉ－Ｆｉに関しましても、

今発注をかけて、工事は終わっております。事業自

体は終わっておりませんが、駅でのＷｉ－Ｆｉも今

テスト運用ということで、ちょっと使えるような形

になっていますので、来年の観光シーズンに向けて

利用していただけるのかなと。 

 あと、それ以外に景観ということで、ライブカメ

ラも３カ所動かしております。見られた方もいらっ

しゃると思いますが、日の出公園とジェットコース

ターの道から見た十勝岳と千望峠から見た十勝岳と

いうことで全国に発信をしております。今でき上

がったのはここまでです。 

 まだまだやれることがありまして、今後の部分で

いきますと、うちの町で多分課題になってくるの

は、防災情報の提供手法ですね、こちらにつきまし

ては、実際には防災のほうの担当になりますが、今

ある戸別受信機、全戸についておりますけれども、

それも古くなってきて五、六年後に器械も古くなる

のですけれども、電波法の関係で使えなくなるとい

う部分もありますので、今まで皆さんのところに

あったものをなくすということはできませんので、

その代替をどう構築をしていくのか。そのときにま

た、いろいろなことを考えることはできますが、ぜ

ひ今回整備したものを全部使うということではあり

ませんが、中継局が必要であれば、今あるものに追

加で機材をつけてできないのか、あるいはそういう

ふうにコストを安くできないのかという部分もあり

ますし、あと従前から言われています、今は一方通

行ですので、双方向の部分ですとか、そういうもの

ができないかですとか、この世界も一日一日技術が

早くて大変なのですけれども、それ以外でもいろい

ろな無線を使ったいろいろなサービスの開発が随時

されていっておりますので、今後については観光面

もあれですけれども、うちの町としては、あくまで

も少し防災にシフトをした有効活用をお金との相談

にもなりますが、利用して、ぜひ整備してよかった

なというふうに思えるようにしたいというふうに今

時点では考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ７３ページの委託料にかか

わるところの閉校に伴いまして発生してきました旧

東中中学校施設保守ということで２７万１,９４０

円計上されておりますが、これらの利活用状況、い

ろいろ町も動いているのは承知はしているところで

ございますが、今後においてずっとまた発生してい

くのかどうか、まずお聞かせください。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ６番金子委員の御質問

にお答えをいたします。 

 旧東中中学校の施設につきましては、今現在新た

な利活用の方法等については具体のものは持ち合わ

せていないとことになってございます。当然、家主

がありますので、最低限の管理はしっかりしないと

なりませんので、一定程度、年間数回の草刈りです

とか、周りの住民の皆さんに御迷惑をかけない程度

の管理は必要になりますので、引き続き一定程度の

そういった保守管理は必要になってくるというふう

に理解をしています。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 当然家主であります町があ

る程度管理をしていかなくてはならないというとこ

ろなのでしょうけれども、現に現実問題として、新

たな利活用の方策が見つからないというのであれ

ば、何年間ほどずっと持つぐらいの算段はされてい

るのですかね。取り壊しも含めて、もしそういった

計画があれば教えていただきたいのですけれども。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） 金子委員の御質問にお

答えいたしますが、今現在、具体の計画は持ち合わ

せていないところであります。 

○委員長（村上和子君） 企画財政班主幹、答弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） ６番金子委員か

ら今、東中中学校の関係で、今時点ではあの施設を

どうこうするという計画は持ち合わせてございませ

ん。ただ、施設自体については、今すぐなくすとい

うことでは予定をしておりませんので、一応これま

でもやっておりましたが、旧東中中学校の利活用の

提案募集につきましては、引き続き文科省のホーム

ページ等に掲載をして、広く何かいい利用方法はな

いですかという御提案については受けているという

ことで、それにつきましては継続をしているという

ことです。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 今、町なかにおいて危険な

空き家調査等も今、町でされておりますし、建物の

性質上、比較的大きな建物で、利活用されないまま

で、傷まないように当然保守管理はされていくとは

思いますが、経年劣化も進んでおりますので、その

辺はきちっと計画的に、何年度までにはどうすると
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かというある程度の計画を今のうちから立てておい

たほうがいいというふうに考えますが、まだ全く白

紙ということの状態かどうか、確認します。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ６番金子委員の御質問に

私からも答えをさせていただきたいと思います。 

 この間の東中中学校の利活用についての町の動き

は、あえて申し上げませんが御理解いただいている

かと思います。その直後でもございますので、同じ

ような提案を地元の方々に御提案をすることはかな

り困難だということも理解をしたところでありま

す。したがいまして、今それを越えるアイデアを私

どもが今持ち合わせていないのが実態でございま

す。ただ一方、あの建物を廃墟化、あるいは子ども

たちの非行につながるようなことをしては元も子も

ありませんので、それら最低限の保守というのは先

ほど担当課長から申し上げたとおりであります。 

 一方、壊すには４,０００万円近くかかるのも見

積もりをしてございますから、それが果たしてそこ

から何か生産が上がるのか、厳しいところでありま

すので、それら壊すための４,０００万円の財源を

どうやって捻出をしていくのかも含め、大きな課題

だというふうに認識をしております。 

 したがいまして、今現在、何年後にはどうするの

かというのは、私ども今持ち合わせておりません

が、それらも含め十分地元の方々としっかりまた協

議を進めてまいりたいと。そして一定の方向性をま

た議会の皆さんとも御相談をさせていただきたいと

いうふうに考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 江幌小学校等も本当にあ

ります。住民の方々も活用できるのだったら、町で

いろいろな宿泊研修施設等という形で声が挙がって

おります。その点、やはり活用の仕方等については

同僚議員も言いましたように、何年までにどうする

という、ただ利活用の提案をインターネット上で求

めるだけではなくて、町としてどうしたいのかとい

うところを明確にしないで、ただ、だらだらだらだ

らということにはならないのではないかなというふ

うに思います。確かに壊すだとかという形になれば

４,０００万円という話も出てきていますが、どち

らにしても、そういった住民の要望と兼ね合わせた

活用方法も、当然設備投資もしなければならない部

分もあります。そういうものも含めて、もう一度考

え方をお伺いしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員の御質問

に私からお答えをさせていただきます。 

 江幌小学校も御案内のように閉校されました。私

どもの期待すべき点についてお答えをさせていただ

きたいと思いますが、いわゆる住民の方々の研修施

設、あるいは町外からの例えばスポーツ少年団の受

け入れとか、さまざまアイデアはあることは承知を

してございますが、それらについては清富の小学校

の分野で賄える。 

 私どもが期待をしているのは、東中も含めそうで

すが、企業としてそこに来てもらえないものだろう

か、そこから経済や雇用が生まれないだろうか、あ

るいは地域のコミュニティーをそういう外部からの

企業も含め、そういうところから来てもらえること

でその地域のコミュニティーがさらに活性化するの

ではないかと、そういうことを狙いにして期待をし

ているところであります。そういう意味も込めてイ

ンターネットで、こういう物件がございますという

ようなことをこれまでも行ってきたところでありま

す。なかなかすぐに私どもの期待のように売れるか

どうかというのは相手がいることですから難しいで

すが、いつまでもあれを、例えば江幌の小学校を

ずっとあのままさらしておくつもりはございませ

ん。そういう地域の活性化に役立つようなことがで

きないのかということを今期待もし、また努力もし

ているところであります。 

 以上であります。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） いずれにしても、清富小

学校だけでは十分ではないのですよね。やっぱり町

が本当に、これから人口減少、あるいは他の定住化

の中でまちづくりを進めていくというと、それなり

のボリュームのある、そういう施設整備というのも

一定程度は確保しなければならない時期だというふ

うに思います。いつまででもということにはならな

いということで、なかなかいつまででもなっている

ような気がするのですよね。それで、そこら辺を

きっちりさせてもらわないと、これはだめだという

ふうに思うのです。 

 よく言われているのは、農業者の収納受け入れ施

設に変えるだとか、研修施設に変えるだとか、そう

いうものもいろいろ住民の方々から提案があります

ので、それが本当に現実的なものであるならば、そ

ういうものをしなければならないし、多少無理をか

けていても整備して、町として、これは住民の言わ

れる、副町長がおっしゃるように、コミュニティー

に活用できるようなそういうものの政策の中で打ち

立てるのであれば、そういうものも早急に何年度ま

でにはこういう方向で打ち出したいというような計

画があってこそ利活用も、また他の民間企業も町が
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そういう計画を持っているのだったら、ここに乗っ

てみようかと。僕がもしも企業だったら、何も提示

されないで、ただ来てくださいということでは僕は

乗りませんよ。一定程度財源投資もあって、そこに

必要な投資もしてくれて、企業側としてこの部分は

投資できるから、残りは借り入れで賄うこととか、

いろいろ考えるのです。それが今の企業ですから、

そういう企業側に立った物の考え方、あるいは住民

側に立った物の考え方で利活用の組み立てをすると

いうのが足りないのだというふうに思いますが、こ

の点明確にしていただきたい。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員の御質問

に再度お答えをさせていただきます。 

 恐らく委員の御発言から私どもの考えと同じ目標

だというふうに理解をしております。少なくとも町

の施設として、維持管理をこれからもしていくこと

はいかがなものかというふうに考えております。米

沢委員が御発言にあるように、地域を活性化するた

めの一つのアイテムとして利活用をどういうふうに

していったらいいのかという方法論がいろいろある

のだと思います。 

 その中で、私ども考えておりました先ほど私から

も御答弁をさせていただきましたが、一番いいのは

地元の町民の方々、あるいは上富良野町全体として

のメリット、そういうことを少なくとも追求をして

まいりたいというふうに思っております。その方法

論として情報を提供すること、あるいは町として支

援すること、そういうことをしっかり整理をしてま

いりたいというふうに考えております。 

 以上であります。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 住民、東中では、雑穀と

いうか、扱う業者については、地域になじまないと

いうことでなりましたので、当然そういうことも考

慮しながら、どうあるべきかということは検討して

いただきたい。 

 それで、施設管理なのですが、旧衛生センターの

管理の問題なのですが、もう朽ち果てて、いわゆる

町が景観条例に基づいて、あるいは地域の観光振興

を進めるという点で、あれもあのまま本当に崩れ去

るまで、あれをあのまま維持するという形なのです

か。もしもそれを撤去か何かするということになれ

ば、相当数のお金もかかると思うのですが、その計

画等についてもお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢委員の御質

問にお答えいたします。 

 今、委員御発言にありましたように、衛生セン

ターもそうでありましょうし、今、副町長のほうか

ら答弁をさせていただきました今未利用となってい

る施設等については、東中中学校、それから江幌小

学校も、この春から閉校になってございますので、

今後の具体的な利活用や利用方法、それから例えば

解体といいますか、そういうものも含めてどうして

いくのかということが具体のものになっていない施

設等も複数ございます。 

 今、町におきましては、公共施設の総合維持管理

計画を今年度中に策定する予定になっております。

これらにつきましては、これまでは解体等にあって

は、基本的には一財を使うことしか方法はありませ

んでしたけれども、国の施策の返還等によりまし

て、しっかりとしたそういう公共施設の維持管理計

画を策定する中で一定程度起債の活用等もできるよ

うな仕組みが整っておりますので、そういうものに

向けて、場合によってはそういう解体も含めて、今

未利用になっている施設等の今後のあり方について

も、この３月までに策定を予定しています公共施設

等の総合維持管理計画を策定することで、それらの

方向性を見出していきたいというふうに考えている

ところであります。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

１２番中瀬委員。 

○１２番（中瀬 実君） 今の学校の敷地の管理の

関係で、私も地元の関係でちょっとお尋ねしたい点

がありますが、平成２７年度に江幌小学校が廃校に

なりましたけれども、結果的にはたった１年しか

たっていないのですが、江幌の学校の周辺を見てい

ただければわかると思いますけれども、非常に荒れ

果てております。たまたま私どもの地元の永寿会の

方々がグラウンドを使用するということで、若干の

管理費をいただいて除草剤を散布しているからまだ

ある程度は見られるのですが、校舎の周辺は非常に

荒れております。校舎の中も非常に惨たんとしてお

ります。 

 このような状態で、例えば先ほどお話がありまし

たけれども、ホームページ等で例えばこの施設を利

用したいという人があらわれたときに、その施設を

見たときに、この管理状態で果たして本当にその施

設を利用してくれる人がいるのか、そういった部分

を考えたときには、やはりそれなりの施設の管理を

きちっとしていただかなければならないと私は思っ

ております。そういった面で、先ほど公共施設等の

維持管理計画をこれから立てるということでありま

すので、そういった部分も含めて考えていただきた

いなと私は思っております。 

○委員長（村上和子君） 企画財政班主幹、答弁。 

○企画財政班主幹（宮下正美君） 施設の部分の管
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理ということですので、江幌小学校の管理につきま

しては、周辺のほうにつきましては、今１２番中瀬

委員のほうから言いました地区の老人会の方の御協

力をいただきながらやっていただいているのかなと

いうふうに思っております。学校内の部分について

は、まだ学校の備品等が一部残っております。それ

らにつきましては、それ以外の学校で今随時必要な

ものは持っていくという形でありますので、それが

終わった時点で中のものにつきましてはきちんと整

理をしていきたいなということで、今その整理作業

を進めているということで、現況については御理解

いただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで１款の

議会費及び２款の総務費の質疑を終了します。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、３款民生費の１０

０ページから１２３ページまでの質疑を行います。 

 ございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １０５ページのケアハウ

スのかみふらのの地上デジタル放送受信設備という

形になっておりますが、工事請負でなっております

が、これは財産としてはないというふうに思うので

すが、これはどういう請負内容で工事が行われてい

るのか、ちょっとこの点お伺いしておきたいと思い

ます。 

○委員長（村上和子君） 福祉対策班主幹、答弁よ

ろしくお願いいたします。 

○福祉対策班主幹（渡邊寿恵君） １１番米沢委員

の質問にお答えいたします。 

 こちらは、ビルの難視聴テレビ共線の共架柱変更

工事になります。車両の衝突により電柱が破損しま

して、撤去、新設のためにケアハウスの難視聴のテ

レビ共線共架のために、この工事を行ったものであ

ります。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 車が電柱に衝突したと。

これはどこに立っていた、その敷地内ということで

すよね。その関係なのですか。どういう、そこを

ちょっと詳しく原因車と関係者。 

○委員長（村上和子君） 福祉対策班主幹。 

○福祉対策班主幹（渡邊寿恵君） １１番米沢委員

の質問にお答えいたします。 

 設置場所については、申しわけありませんが勉強

不足で設置場所までは把握していませんが、ケアハ

ウスに対する難視聴共線といいますか、それに車両

が衝突してしまいまして、電柱が破損したことによ

りケアハウスに届かなくなってしまったので、その

部分の電柱を撤去して、新しく電柱を設置したもの

でございます。ケアハウスの難視聴共線を供給する

ものでございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、ぶつかっ

たのは民間の一般の人で、受信をしていた電波を発

信する電柱にぶつかったので壊れたと。そうしたら

ケアハウスの受信ができなくなったと。それで電柱

を立てるのに、その請負工事費用という形になるの

ですか。 

 そこら辺は、例えば一般の人がぶつかったのであ

れば、原因車という形で負担しなければならない部

分があるのですけれども、公共の車がぶつかったの

が原因で倒したということであれば、それなりの負

担という形になるとは思うのですけれども、そこら

辺は公共性のものだから町が負担するのかというよ

うな話になってしまうのですけれども、そこら辺ど

ういうふうになっているのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 福祉対策班主査、答弁。 

○福祉対策班主査（武山義枝君） １１番米沢委員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 北電柱に設置してあります難視聴を解除するとい

いますか、電波を受信しやすくするための器械が電

柱についているのですけれども、電柱の破損によっ

てそれを北電の電柱を新設するに当たり、その器械

も移さなければいけないのですけれども、それは一

般の方なのですけれども、交通事故といいますか、

電柱に一般の方がぶつかってその電柱を撤去するこ

とになったのですけれども、その辺の経過、私も町

のほうで負担しなければならないのかということ

で、ちょっと北電のほうにも問い合わせをしました

ところ、契約上は、契約書のほうを見ると、ぶつ

かった人がいても共架する電波の器械については、

設置している町が新設のほうに移すときも町で負担

しなければならないというような契約になっており

ましたので、こちらのほうで請負費のほうを負担し

たということになっております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １１０ページにかかわっ

てなのですけれども、保健福祉の発達支援センター

の事業という形で、いわゆる療育指導員の報償費、

あるいは賃金という形で載っております。療育指導

員の賃金等については、資料等にも載っております
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が、ここで伺いたいのは、賃金等の臨時職員等の単

価を、働いてもらうためにはやっぱり月額制に引き

上げることが前提ではないかなというふうに思いま

す。仕事した分、臨時ですから、これではいいのだ

と思うのですが、ただ処遇改善という点でいえば、

やはりそういった体制をきちっとしてもらって、同

等の仕事を補うという形にはなるのでしょうけれど

も、処遇の改善という点でも１時間何ぼという形の

対処方法ではなくて、月額報酬という形の対象の中

でやるべきではないかというふうに私は考えるので

すけれども、その点はどのようにお考えなのか、お

伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川和宏君） １１番米沢委員の

発達支援センターの臨時職員の処遇等にかかわる質

問にお答えをしたいと思います。 

 資料にもあるとおり、発達支援センターにつきま

しては、職員のほか非常勤嘱託職員、それから臨時

職員等で構成して対応をさせていただいているとこ

ろでありまして、今年度春から、その体制の中で必

要な部分として嘱託職員化も図りながらやっている

ところで、あと補助的な作業ということで、臨時職

員ということで対応させていただいておりますの

で、そのときの状況を見ながら対応を考えておりま

すので御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） いつまでたっても改善さ

れないという形になります。８９０円だとか、資格

に応じて７９０円から８６０円という形になってお

ります。非常勤嘱託職員については、前段総務費の

ほうでも、管理のところでも述べましたけれども、

有休のあり方、そういったものについては、そうい

う身分だからということで、完全に正職員、あるい

は非常勤嘱託職員等の処遇から見たらずっと有休等

についても十分ではないという状況が見受けられま

す。そういった意味でも、気持ちよく環境に働いて

もらうためにも、そういった部分の見直しというの

が必要ではないかというふうに思います。もう一度

お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川和宏君） １１番米沢委員の

再度の質問でありますが、臨時職員の部分につきま

しては、指導に入っている間の託児の対応であると

か、また補助的な作業であるとか、時間的にもびっ

ちりやっているわけではありませんので、どうして

も臨時職員対応ということにならざるを得ないとい

うことで、処遇の部分につきましては、全体の中で

その部分はまた判断していかなければならないのか

もしれませんけれども、うちのここの運営について

は今の段階で十分な対応ができているのかなという

ことで御理解いただきたいと思いますし、処遇の部

分につきましては、その部分はここだけの問題では

ないので、また十分な相談をしていきたいなと思っ

ておりますので、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 先ほども言いましたけれ

ども、総務省の通達、臨時・非常勤職員等の任期、

職員の任用等についての処遇の改善ということも出

されていますので、ぜひお願いしたいと思います。 

 １１５ページの保健福祉、子育て支援、委託児童

措置費という形で、ここに負担金及び交付金の中で

保育士等の処遇改善事業という形で４１５万５,０

００円載っておりますが、これはそれぞれどういう

ふうに改善されているのか。実態等というのは、町

でつかんでいらっしゃるかどうか、各保育所のわ

かっていれば、どういうふうに改善されているの

か、この点お伺いしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） １１番米沢委

員の御質問にお答えします。 

 保育士の処遇改善事業につきましては、各保育所

の理事、役員をしていない職員全員に対して一時金

で支払われております。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 一時金という形でなって

いるという形なのですが、恐らくその処遇の仕方は

通達にもありましたけれども、一時金というふうに

反映するか、あるいは賃金に上乗せして配分するか

というのは、それの運用する保育所の状況によって

判断されるべきだという形になっております。今後

こういうことになれば、一時金という形であれば単

発的に、これからまだこういった処遇改善というの

は続く予算なのか、ちょっと確認しておきたいと思

います。 

○委員長（村上和子君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） １１番米沢委

員の御質問にお答えします。 

 処遇改善事業につきましては、特例の事業として

補助金が出ています。２７年度、今年度からはこの

部分が給付費の加算という形になってきております

ので、これは２７年度以降は、通常の運営費という

か、給付費の中に含まれております。今年度につい

ては、各施設でもまだ準備が整っていなかったので

一時金という形で支給する予定をしていますけれど

も、次年度以降につきましては、給与の改善に取り

組む予定をしております。 
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○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 給与の改善に、運営費に

措置されるという形だというふうに思いますが、そ

れであったとしても、一時金という形で上乗せする

ことも可能だし、いわゆる賃金の上乗せということ

も可能だという形なのでしょうか。そこら辺、確認

したいと思います。 

○委員長（村上和子君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） １１番米沢委

員の御質問にお答えします。 

 基本的には、各施設に委ねられておりますけれど

も、国のほうの指導としましては、本俸の改善をす

るようにということで来ておりますけれども、強制

できるものではないということです。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ちょっと戻りますけれど

も、１人当たり大体どのぐらいこの処遇改善で手当

てとして支給されたという、平均したら、人数割り

したら大体出てくるかと思いますが、その点わかれ

ば、わからなければよろしいです。 

○委員長（村上和子君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） １１番米沢委

員の御質問にお答えします。 

 平均の金額については押さえておりませんけれど

も、正職員で多い方であれば１０万円以上の金額に

なりますし、臨時職員にも当たる一時金になってお

りますので、三、四万円という金額もあります。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １２２ページの児童福祉

総務費で、３款２項３目の子育てのごみ袋の支給が

うたわれております。これは、大変今好評を得てお

りまして、対象年齢もちょっと引き上げてほしいと

いうような、そういう話が出ております。対象年齢

は恐らく１歳の該当かというふうに思いますが、こ

の報告書の中にも書かれてはおりますが、１８５名

の実績という形で１万５６０枚という形でなってお

りますが、この点、町の対応等についてちょっとお

伺いしておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川和宏君） １１番米沢委員の

子育て支援ごみ袋交付事業にかかわる質問でありま

すけれども、この部分につきましては、成果報告書

にあるとおり、出生時、それから１歳児誕生日にそ

れぞれごみ袋１年分を交付させていただくというこ

とで、満２歳児までの支援という形になっておりま

す。なぜ満２歳児にしたかということについては、

以前にもこの事業を導入するときに子どものおむつ

のとれる時期ということを勘案して、そういうこと

を含めて支給年齢を決めておりますので、その部分

について御理解をいただきたいなと思います。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ２歳まで、正確ではない

のですが３歳までです。３歳までの、そういうまだ

子どもさんによってとれない子どもさんも中にい

らっしゃいますので、そういう声があります。そこ

ら辺ちょっとお伺いしておきます。 

○委員長（村上和子君） 子育て支援班主幹、答

弁。 

○子育て支援班主幹（安井民子君） １１番米沢委

員の御質問にお答えします。 

 ２歳までのお子さんです。２歳になるまでの分と

してごみ袋を交付しておりますけれども、１歳半の

健診時からそろそろトイレトレーニングを始めま

しょうということで、乳幼児健診の中でもお母さん

たちとお話ししておりますし、２歳になったら、と

れないお子さんも当然いらっしゃると思うのですけ

れども、そのぐらいの年齢になったら、保護者の方

にもお子さんに対して、そういう働きかけをしてい

ただきたいということで、この年齢を設定しており

ます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） １０７ページに高齢者支

援班の中で委託料というのがあるのですけれども、

これが資料の附属の調書によると、およそ６００万

円から３７１万６,０００円に下がっているのです

ね。その中で、除雪サービスというのが１０８世帯

から１０６世帯に下がっている。そして、しかも金

額も下がっているということは、全体の中での割合

としてはどういうふうになっているか。この間、聞

き取りのときには、除雪のところだけしか聞かな

かったのですけれども、ほかとの割合がどういうふ

うになっているか、お伺いしたいのですけれども。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ただいま１０

番髙松委員の在宅福祉推進事業、委託料の関係の御

質問だと思いますが、お答えしたいと思います。 

 委員おっしゃる資料というのは、恐らく成果報告

書だと思います。その中で、前年度５９９万５,０

００円が本年の３７１万６,０００円に減ったとい

うような記載をさせていただいています。ここで申

しわけないのですけれども、前年度の５９９万５,
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０００円のうち、実は緊急通報システムの保守点検

料も１５０万円程度含めてありますので、実際は去

年は４４８万１,０００円に対して、本年度は３７

１万６,０００円ということで、申しわけないです

けれども、その分訂正をお願いしたいと思います。 

 さらに、この３７１万６,０００円の在宅サービ

スの内訳ということの御質問でよろしかったでしょ

うか。数字を申し上げます。平成２６年度において

の各在宅サービスの内訳なのですけれども、まず除

雪サービスが１２５万１００円、電話サービス６万

１,０００円、利用サービス９万４,５００円、移送

サービス８７万９,３８５円、配食サービス１４３

万８５０円ということで、２５年度から２６年度の

減額要素といたしまして、大きな部分については、

除雪サービスが２５年においては約１９９万円のと

ころ、今回１２５万円になったということで、この

部分が大きな原因だと思います。理由といたしまし

ては、昨年においては降雪量が少なかったというこ

とで御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 １０番髙松委員。 

○１０番（髙松克年君） その辺での雪が少なかっ

た点というのは、非常によかったとは思うのですけ

れども、金額面とか、そういうところが目について

か、実際に庭先の云々ということがあってなのかは

わからないのですけれども、若干やっぱりそういう

不満というか、住民の人たちからの不満があって、

我々のところにもそういう声が聞こえてきたのかな

ということがありますので、ぜひその辺は考慮お願

いしたいというふうに思うのと、実績ですから、こ

れをどうこうということはないのですけれども、そ

の辺少し動きのあるような予算措置というか、そう

いうものができればなというふうには思います。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ただいまの御

質問に対してお答えいたします。 

 髙松委員のさきの一般質問でも除雪サービスの関

係の間口の関係ということで御質問いただいたとこ

ろです。私どもの委託先は社会福祉協議会なのです

けれども、さらに委託している高齢者事業団に確認

したところ、たまたま除雪サービスした後に除雪車

が通って、結果的に間口ができてしまうと、そうい

うような事例もあったように聞いております。その

場合においては、除雪車が行った後において、さら

にもう一回行っているような状況ということで、本

サービスを使っている方については、おおむねその

間口の問題は解決されているというふうに理解して

おります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １０５ページのかみんの

利用料等について、非常に延べ人数も前年度から比

べて平均的に利用がされているという状況になって

おります。この施設の使用に当たって、料金等の設

定に当たって、減免等の設置もなされております。

例えばボランティア等であれば、利用料が減免、あ

るいは免除される制度があるかというふうに思いま

すが、料金を例えば５００円とった、１,０００円

利用いただきますと、あるいは１,５００円ほどい

ただきますという形になった場合、舞台を使う、同

じ料金の徴収に至っては５００円から１,５００円

ぐらいの、２,０００円でもいいですが、差がある

としたら、これは同じ使用料になりますか。２時間

使用するとします。 

○委員長（村上和子君） 福祉対策班主幹、答弁。 

○福祉対策班主幹（渡邊寿恵君） １１番米沢委員

の質問にお答えいたします。 

 施設使用料は、お部屋ごとに単価が決まっており

まして、そのお部屋を使用する単価に時間を掛けて

計算をさせていただいております。また、減免につ

いては、それぞれ減免の規定がございますので、規

定に沿って減免した形で使用料のほうは算定させて

いただいているところです。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） いつも質問するときに

ちょっと不十分な質問で、担当者の方は何を言って

いるかわからないと思うのですけれども、大ホール

を使用する場合、全くチャリティーという形で徴収

しなかった場合、これは料金設定はどうなるのかと

いう点と、料金を５００円もしくは２,０００円で

各団体がそれぞれ徴収した場合、２時間という形で

設定した場合、舞台も使用するという場合、料金の

設定はどうなるのか、お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 福祉対策班主幹、答弁。 

○福祉対策班主幹（渡邊寿恵君） １１番米沢委員

の質問にお答えいたします。 

 利用料を徴収した場合には規定がございまして、

うちのほうで基準を設けておりまして、利用料を徴

収する場合には、使用料の３倍を徴収するというこ

とになってございます。ホールでステージを使った

場合には、ステージ使用料として５,０００円また

別途かかってくることになります。町内のボラン

ティア団体等が使用した場合には、減免措置、全額

免除となりますので、その場合には無料となりま
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す。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そこで、こういう話があ

ります。実際、５００円ぐらいで設定して利用した

けれども、舞台を使うということであれば、その３

倍当然納めなければならないと。仮に、２,０００

円お客さんから入館料、入場料という形で徴収した

場合でも同じだと。いろいろと講師を呼ぶ、そう

いった人たちを呼ぶということになれば、経費が当

然かかりますよね。そうすると、少ない入館料で利

用した団体と多い場合とでは不公平感があるのでは

ないかというのですけれども、そこら辺、やはり何

とか利用しやすいようにもっと改善してほしいとい

う声があるのですね。 

 そういう方たちは、文化というか、そういう利用

する方というのは、もっと無料開放の期間を設定し

てほしい。発表の場があれば、その人たちもやっぱ

り生き生きとして活動もできるし、地域との交流も

できるというのですね。これから文化ということが

非常に大事になってきていますし、地域のコミュニ

ティーというのも大事になってきていますし、料金

の設定のあり方も、これはいろいろ問題はあるかと

思いますが、十分考慮した中で徴収利用料の受ける

側のほうとして町の利用料のあり方というのも検討

される必要があるのではないかなというふうに思い

ますが、この点お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川和宏君） １１番米沢委員の

施設の使用料に関する質問ですが、使用料をとって

いるのは保健福祉センターだけではなく、他の施設

もありますが、それとの兼ね合いもあると思います

が、利用内容に応じた使用料のあり方がどうなのか

というのは、その都度確認しながらということは必

要であると思いますし、そのような意見があること

も聞いております。ただ、一定程度のルールはき

ちっと持ち合わせていないと、相手への説明もつき

ませんので、その部分は御理解いただきながら、使

用目的を確認しながら、その内容が適正なのかどう

なのかというのは判断してやりたいと思っておりま

すので、今後についても、そのような中身について

検討しながら対応を図ってまいりたいと思いますの

で、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで３款民

生費の質疑を修了します。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、４款衛生費の１２

２ページから１３９ページまでの質疑を行います。 

 ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） １２７ページのがん検診に

かかわるところでちょっとお聞きしたいのですが、

昨年度も大体同額程度ということで、各種がん検診

行っております。健康かみふらの２１の中でも、特

に上富良野町の死亡率の中で高いウエートを占めて

いるということで判断されている中で、現在、２５

年度と同等の金額の措置で十分間に合っているかど

うか、まずお聞きしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（杉原直美君） ６番金子委

員の御質問にお答えします。 

 がん検診につきましては、委員御指摘のとおり、

上富良野町におきましても３人に１人はがんで亡く

なり、２人に１人はがんになる時代になっておりま

して、医療費も相当数を占めております。健康２１

の推進も含めて、がん検診の受診率を向上させると

いうことで、２６年度の決算額では今回提示させて

いただいたものですが、２７年今年度におきまして

は、補正をかけて健診の受診率は伸びている状況で

す。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 乳幼児医療費の問題で１

２５ページについてお伺いいたします。 

 大変無料化の動きが全道的にも全国的にも広がっ

ております。乳幼児医療費の中で、上富良野町は２

５年、２６年の決算において、よく言われるコンビ

ニ受診みたいのというのが見受けられるのですか。

ちょっとこの点お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 乳幼児医療費助成にかかわる質問ということで、

コンビニ受診になるような受診の実態があるかとい

う御質問だったと思いますが、私ども医療費を担当

している所管としては、コンビニとしての受診をし

ているというような状況の実態は、現在のところう

ちの町の受診者の中では確認しているものではござ

いません。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 今、各自治体でもやはり

中学校までの医療費の無料化の拡大が広がっており

ます。町は、他の子育て支援を充実しているからこ
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の点には及ばないというような話もされておりま

す。コンビニ受診もないということですから、恐ら

く国会の答弁の中でもそういう答弁もされていると

いう状況があります。 

 中学校までの医療費を拡大することによって、大

体１人当たり現在と対比してどのぐらい予算措置が

必要なのかがわかれば、ちょっとお伺いしておきた

いと思います。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員の

中学生まで医療費を無料化にした場合の積算につい

てのことでございますが、昨年度の実績、受診者の

状況に応じまして、国保の加入者の数を算定としま

して、仮にこれを中学生まで医療費を無料化にした

場合としましたときには、約３,０００万円という

ことで試算はしております。しかし、これも全体の

社会保険の加入者の方も相当数、共済費の方もい

らっしゃいますので、この数値がそのまま適合され

るかとどうかは、判断で所管としても苦しむところ

ではございますが、あくまで国保の加入者を割り返

して子どもの数を掛けた形を算出した場合の算出と

いうことでの積算は、持ち合わせているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、若干変動

があるかというふうに思います。 

 中学校までになると、相当体力的にも、みずから

の体力もついて、特別なけがだとか、疾患がない限

りは、病院に行くということは恐らく回数が少なく

なってくると思います。小学校なんかを見てみまし

ても、４年生をピークに体力もついて、相当医療に

かかる回数が、病院にかかる回数も減るという状況

になってきています。 

 そういうことを考えたときに、一定の財政措置を

とりながら、こういった中学校までの医療費の無料

化枠を町独自でも拡大する。その財源として、今言

われているように、地域創成交付金だとか、活用す

るなどのいろいろな案もあるかというふうに思いま

す。そういうものも含めて、それを活用しないまで

も、自治体が財源を確保できるような環境は十分整

えられるのだろうというふうに思いますが、この点

はどうでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員の

御質問にお答えいたします。 

 医療費の無料化につきましては、先般より委員の

ほうから一般質問等でも御意見を賜っているところ

でございますが、町の基本方針としましては、子育

て世帯に対して医療費の一分野ではなくて、さまざ

まな子育て支援の施策を全体を通して見きわめて、

その中でいかに子育て世代に対して支援をしていく

かということを基本に考えて、さまざまな施策を横

断的に考えていきたいと思っておりますので、委員

のほうも御理解を賜りたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、日程的に

は上らないという形になると思いますが、それでよ

ろしいですか。全くこれは考慮することもできない

し、将来的にはそういう課題には上らないという形

になりますか。お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ただいま医療費に

つきましては、国民健康保険自体が保険者の移行も

平成３０年に移行することも踏まえ、医療費制度に

ついては、国が基本的にさまざまな子どもたちの医

療費の無料化についても御審議を賜っているところ

でございます。 

 委員のおっしゃるとおり、全道の中でもさまざま

な施策を行っていることで、私たちも情報を得てい

るところでございますが、しかしこの医療費を無料

化にすることによって、国保の会計にペナルティー

を課せられることも十分私どもも理解した上で、今

後のこの施策については、国の方針として取り上げ

ていくのか、そもそも町自体の独自施策でいくの

か、その辺について十分情報を伺いながら今後の施

策については検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ペナルティーだとか何と

かというのはとんでもない話で、国会でもこの問題

を取り上げられています。そういう動きを極力避け

るようにという形でありますので、その点をぜひ進

めていただきたいというふうに思いますし、確かに

制度が変わりますのでどうなるかわかりませんが、

そこへ迷い込んでしまって、私はやりませんという

ような、そういうことでは私は困るというふうに思

いますので、この点はしっかりとして、総体的にバ

ランスのとれたという形で言っておりますので、そ

れもそれではバランスの一つではないかということ

になりますよ。その点もう一度確認しておきたいと

思います。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員の医療費

の無料化についての御質問に私のほうからお答えを

させていただきたいと思います。 
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 この間、何度も一般質問等で町の考え方を答弁さ

せていただいております。決して中学校までの医療

費をこれから未来永劫していかないということを申

し上げたわけではなかったかと思います。 

 ただ、上富良野町のこれまで行ってきた子育て支

援策、先ほど話題にもありますごみのこともそうで

すし、発達に少し心配な方の療育発達支援センター

の取り組み、かみふっ子健診、子どもの放課後児童

対策含め、総合的な子育て支援対策をこれまでも

やってきたことをあわせると、医療費の助成につい

ては、それまで３歳児までは無料でしたが、この間

就学前の児童については完全に無料化、あと小学校

までは入院費の助成についても町で一定程度補助す

る施策をこれまでも行ってきたところであります。 

 したがいまして、今、国は人口減少、地方創生の

大きな柱として子育て支援策の充実というのを柱に

上げておりますし、１０％の消費税の財源をそちら

のほうに充てることも決まっております。これら含

め、これから子育て支援策が国においてどのように

方向性を示してくるのか。さらには、町として、そ

れらの子育て支援策をしっかりどのように構築をさ

らにしていくのか、これらについてはもう少し方向

性を見定める必要があるかというふうに考えており

ます。決して、それ以上の医療費の無料化をしない

という、金輪際しないということではないことを御

理解をいただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） １３５ページの減量化資源

事業ということで、成果報告書のところの３５ペー

ジにも載っておりますけれども、２４年度から試行

期間として小型電気、電子機器の収集をしていると

思うのですけれども、今回２６年度が出ているので

すけれども、これの傾向というか、２６年度に引き

続いて今後どのような考えでいくのか、ちょっと伺

いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） ただいまの３番

の佐川委員の御質問にお答えします。 

 平成２４年度から小型電子機器ということで、ス

テーション回収ということで、町の役場とクリーン

センターと２カ所におきまして小型家電を収集して

１キロ１円で売るというようなことをやっていま

す。売った業者がそれをさらにリサイクルをして、

鉄ですとか、金属類、レアメタルとか、そういうも

のを再利用されて、小型家電リサイクルしていくと

いう形になっております。今後におきましても、こ

のような形で収集し、リサイクルを進めていきたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） ３番佐川委員。 

○３番（佐川典子君） 売れば資源ということで、

これからたくさん小型のテレビ系統のものが出てく

ると思うのですけれども、ここでちょっと気になる

のが、道路際だとかに、不法投棄のテレビとか置い

てあるのが、どこだかちょっと忘れてしまったので

すけれどもあったのですけれども、不法投棄の中で

小型電器類というのはありますでしょうか。どのぐ

らいあるのでしょうか。わかれば教えていただけれ

ばと。ほかのほうの空き瓶だとか、ペットボトルと

かも町民の方がすごく理解されていて、すごく高

まっているのは本当に理解しているのですけれど

も、ちょっと不法投棄の部分はどんなふうな処理に

なっていくのか。ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） ただいまの３番

の佐川委員の質問にお答えしたいと思います。 

 不法投棄としまして、道路用地とかに不法投棄さ

れている多かったのがテレビですとか、冷蔵庫、洗

濯機、そういうものにつきましては、特定家電類と

なりまして、小型家電とはまた違うのですよね。そ

れでそれにつきましては、別な処置の方法、旭川の

処分業者のほうに持っていきまして、それは特定家

電として処理させていただいております。 

 小型家電というのは、それ以外のコンセント、電

池類で動くものが小型家電としてありますが、特に

不法投棄で、そんなに多くはなかったのですけれど

も、一昨年くらいからですか、テレビ類はかなり多

うございました。年間１０台ぐらいはあったと思い

ますが、ここ最近はそれほどないような形になって

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） １３３ページ、ゴミ埋立

地の委託料周辺水質検査、この結果はどのように

なっているのか、お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ４番長谷川委員の

ゴミ埋立地管理費周辺水質検査についての御質問に

お答えいたします。 

 この周辺水質検査につきましては、旧東中ゴミ埋

立地にかかわる水質検査を年１回実施しているもの

でございます。検査項目は２６項目検査をし、現在

のところ有害物質の検出はされていないことを御報

告申し上げております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ４番長谷川委員。 
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○４番（長谷川徳行君） それに付随して一般廃棄

物の施設周辺の水質検査はされているのかどうか、

お聞きしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ４番長谷川委員の

御質問にお答えいたします。 

 ごみの関連施設として、日新地区にあるクリーン

センターにつきましては、クリーンセンター委託費

の中で、そこにつきましては毎月１回、検査項目も

決められた法定検査ということで、そちらのほうも

検査し、報告のほうでは有害物質等の検出等につい

てはないということで報告をいただいております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほか、ございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １２５ページで、幼児健

診等が行われております。ここで子どもの生活習慣

予防かみふっ子健診等も、歯科の部分なのですが、

保健指導では２８１名、フッ素なども対応して、臨

時的な衛生士も雇用しながら対応しているというふ

うに書かれておりますが、歯科保健という形で指導

することによって、子どもたちの健康管理を小さい

ときから虫歯予防を進めて将来の成長につなげてい

くという形になっているかと思いますが、これは現

況としては、現在どういう効果があるか、そのもの

がなかなかわかりづらい部分なのですが、その点

ちょっとお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（杉原直美君） １１番米沢

委員の子どもの歯科状況についての御質問にお答え

します。 

 現在、子どもの歯については、１０カ月の乳児相

談から歯科衛生士の口腔の手入れから始まり、１歳

の歯科医院におけるフッ素塗布あわせた歯科検診の

実施、１歳半健診における歯科医師と歯科衛生士に

よる歯の指導、３歳児健診による歯科医師による検

診とあわせて歯科衛生士による歯科ブラッシング指

導、その後、就学時健診の歯の検査で虫歯の状況な

どを確認しています。 

 近年少しずつですが変化があったのですが、上富

良野町におきましては非常に虫歯が多い状況があり

まして、乳幼児期からの歯科の保健については力を

入れていたところです。特に近年におきましては、

３歳児健診の齲歯の保有は虐待、ネグレクトにつな

がるということで、重要なポイントとして確認させ

ていただいています。就学時健診までの間の歯科は

非常にいい状況で推移してきております。その後、

学童になってからの歯科検診は、学校保健法の中で

実施されていますが、なかなか北海道全て虫歯の全

国比では多い状況ですので、今後もまだ歯が生えそ

ろう前からの歯科保健の充実に努めていきたいとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） １２９ページの予防接種の

関係にかかわるところで、当然報道でも多々ありま

すように、２６年度において子宮頸がんワクチンに

ついては、国も積極的に接種というものを控えるよ

うにしているということで、ゼロ人という成果報告

書にもなっておりますが、任意で受けられる方とい

うのも誰もいらっしゃらなくて、完全に町としては

子宮頸がんワクチンについては、もう一切手つけず

ということだったのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（杉原直美君） ６番の金子

委員の御質問にお答えします。 

 間違った報道がありますが、今現在も子宮頸がん

ワクチンは定期の予防接種になっております。です

ので、法律上接種すべきワクチンになっています。

頸がんを予防できるのは早い時期からのワクチンが

有効だという検証に基づいた結果です。 

 ただ、接種をされた方たちが非常に重篤な副作用

が起きているということも事実なものですから、町

におきましては、国の指導に従って積極的な接種の

勧奨をしていない状況です。ただ定期の接種ですの

で、接種するという御希望があれば、実際受けられ

ますし、２６年度はゼロでしたが、２７年度におき

ましては希望されている方もいらっしゃる状況で

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １２９ページの妊婦健診

審査という形で、町では１４回の健康診査受診票、

あと超音波検査も６回という形でなっております。

上富良野町に当然産婦人科医院がございませんの

で、富良野もしくは旭川等その他というふうになっ

ているかと思いますが、そのことを考えますと、大

体旭川、富良野、その他という形になりますと、ど

のぐらいの割合で通院というか、されているのか。

この点まずお伺いしておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 健康づくり担当課長、答
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弁。 

○健康づくり担当課長（杉原直美君） １１番米沢

委員の妊婦健診、出産場所の医療機関の地区別の推

移ですが、正確な数字は押さえておりませんが、富

良野協会病院に産科医が２名体制になってからは

徐々に富良野で健診を受けられる方が多く、現在で

は半数以上が富良野地域に行っている状況です。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） よく出産にかかわる費用

等についての経費というのは、一定部分、社保だと

国保で出るという部分もあるかというふうにも思い

ますが、その範囲内で聞きましたら、大体おさまっ

ているという形になっているかというふうに思いま

すが、現状では、交通費も含めた費用負担というの

は、実態わかればなのですが、どのような形になっ

ているか、お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（杉原直美君） 妊娠中の受

診券、超音波検査含めての健診のみの助成になって

おります。交通費などはしておりません。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 他の、新聞等では、交通

費の助成なんかもしているというところもあるので

すが、そこら辺までは、上富良野はしなくても十分

現行の中では対応できるという形でよろしいでしょ

うか。 

○委員長（村上和子君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（杉原直美君） １１番米沢

委員の御質問にお答えします。 

 非常に妊娠中から手厚い保健指導を実施しており

ますので、経済的な負担がある母子に関しまして

は、妊娠初期の時点で明らかになる状況でありまし

て、その時点で福祉のほうとの連携も十分とってい

る段階で、特に出産に向けての経済的な心配、相談

というのは都度確認させていただいていますが、特

に大きな問題は今のところ発生していない状況で

す。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 上富良野町の場合は、不

妊治療だとか、そういうのは実際何件か、あります

か。 

○委員長（村上和子君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（杉原直美君） １１番米沢

委員の御質問にお答えします。 

 不妊治療の助成の制度につきましては、道が今実

際行っていまして、それぞれ以前に委員の御質問に

ありました不妊治療についての管内の町村での助成

を単独でやっている市町村を調べました。特にやっ

ているところもありますし、上富良野町のように道

の助成のみのところもあります。 

 上富良野町の助成についてですが、過去何年間は

北海道が助成の対象になりますので、富良野保健所

に申請をすることになりますので、その数で押さえ

ているところですが、出生数と、それで比較をした

のですが、年度により多少の変化はあります。平成

１６年から２５年までに４８件、平均しても、１年

間にゼロのときもありますし、出生数と関係なく２

４年は１５件とか、やはりその受けたい方、妊娠を

希望される方の回数だと思います。 

 この制度が２８年４月からまた制度が変わりまし

て、４３歳が大きなめどになりますので、受けられ

る方に混乱がないよう、きちんとした周知をさせて

いただきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 上富良野独自としては、

そういった助成制度はしないという形なのでしょう

か。本来そういうものも含めて、要望があればそう

いった方向で検討する余地もあるかというふうに思

いますが、そこら辺は全くないという形でよろしい

ですか。 

○委員長（村上和子君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（杉原直美君） 国の施策と

道の補助対象範囲を含めて、町はそれに従って考え

ているところです。それ以外の町独自での不妊治療

に対しての助成に関しては、非常にこれはデリケー

トな問題ですので、助成をすることで果たして子育

て支援につながるだろうかと。また、対象に対して

ではなく、もっと広く子どもたち、お母さんたちに

対して支援が行き届く方法はないだろうかというふ

うに考えて、今の時点では検討する余地はないとい

うふうに判断しております。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 次に、健康かみふらの２

１の中で、子どもの生活習慣予防という形で、小学

生、中学生を対象に受診を健康増進のために行って

おります。この資料を見ますと、小学５年生の対象

者が１０３人で、受診者５３人。中学２年生につい

て１１２人で受診者は４９人という形になっており

ます。これは相手があることですから、こちらが幾

ら受診してほしいと思っていてもなかなか受診に結

びつかないという状況があるかというふうに思いま



― 46 ― 

す。 

 それで、今後、こういう生活習慣病予防にかか

わって子どもさんの受診率を高めるためには、ある

いは保健指導だけではなくて、いわゆる学校等の指

導も含めた中での予防医療のあり方というのも必要

ではないかなというふうに思いますが、その点、２

６年度の決算に当たってどのようにお考えなのか、

お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（杉原直美君） １１番米沢

委員の御質問にお答えします。 

 平成２６年のかみふっ子健診は、小学生で５１

％、中学２年生で４３％と、当初目標を６０％とい

うふうに設定しておりましたので、目標達成には

至っておりません。ただ生活習慣、委員の御指摘の

ように、生まれてからずっとのことですので、親御

さんとともに保健指導を充実させてきたところであ

ります。今後も保健指導を充実させていくというこ

とには変わりはありません。ただ、受けやすい体制

をどのようにするかということは考えて、御本人も

しくは保護者の方が受けやすい体制をどういうふう

につくっていくかを考えた中で、２７年度は少し期

間を延ばすだとか、それから時間を延ばすだとか、

いろいろな方法をとりながら受けやすい体制を考え

ていきたいと思います。今後におきましては、学校

教育との連携をとりながら受診の拡大を図っていき

たいというふうに考えているところです。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １３７ページのごみの収

集についてお伺いいたします。 

 古布、いわゆる布ですね、布の回収等も町のほう

で回収がされているかと思います。町へ歩いて持っ

ていくとなるとなかなか行きづらい、寄りづらいと

いう声があります。一般の収集日に合わせて回収で

きないものかというような声がありますが、布とな

ると、雨だとか、いろいろなことも考えられます

が、そこら辺の収集のあり方というのは改善できる

のかどうなのか、工夫をする必要があるのではない

かなというふうに思いますので、結構布等について

は一般ごみで処理されている方も多数いらっしゃい

ますので、もしもリサイクルとか、あるいは何かの

形でごみの焼却に、あるいは負荷をかけないという

ことであれば、そういった住民が望むような方法で

の回収方法も一つなのかなというふうに思いますけ

れども、この点お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員の

布類のごみの搬出についての御質問についてお答え

します。 

 布類につきましては、富良野沿線等の中では上富

良野町独自で、私どもの町ではどうしても可燃ごみ

出ださなければいけないことから、可燃ごみの皆様

に御負担をかけない形で何とか布類を区分して回収

するように現在努めているところでございます。た

だ、素材によって、回収できるものとできないもの

が回収業者のほうの調整によりまして毎年見直しを

かけられているところもありますので、住民の皆様

にも、その辺、制度をある程度木綿類に特定してい

た時期もありますが、最近はかなり布類の中での拡

大もされてきておりますので、それについても十分

検討し、住民の皆様に周知してまいりたいと思いま

す。 

 ただ、米沢委員の御質問のとおり、本当に回収車

で回ることができれば一番住民の皆様が搬出しやす

い状況だとは思いますが、現在やはり可燃ごみとそ

の他さまざまなごみの回収日を既に現在の状況で

回っていることから、この布類は先ほども小型電子

機器と同じように、直接私ども町の役場の町民生活

課窓口、またはクリーンセンター、こちらの直接搬

入、この２カ所で今現在対応しておりますので、今

後この出し方についても、ごみの見直しを図るとき

に向けて十分協議してまいる事項だとは考えており

ますので、現在のところは、何とか町民の皆様にも

可燃ごみで出すよりも、直接本当にビニールの袋、

紙袋に入れてお持ちいただいておりますので、そう

いうことで私どももＰＲをしながら皆様にごみの処

理料をかけないように、これについては回収してま

いりたいということで考えていきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで４款の

衛生費の質疑を終了します。 

 暫時休憩といたします。 

 再開は、２時５５分といたします。 

─────────────── 

午後 ２時４１分 休憩 

午後 ２時５５分 再開 

─────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開いたします。 

 次に、５款労働費の１３８ページから７款商工費

の１７１ページまでの質疑を行います。 

 質疑、ございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １４３ページの農産物の

加工実習管理費という形になっておりますが、ここ

で、施設の状況について若干お伺いいたします。 
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 一定程度修繕したところもあるかというふうに思

いますが、今後、修繕等がかかる部分も当然年数も

経過しておりますのであるかというふうに思います

が、この点についてちょっとお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １１番米沢委員の御

質問にお答えをさせていただきます。 

 施設等は、現存のものを維持、修繕しながら使っ

ていただいているというのが現状でございます。た

だ更新でありますとか、機能の拡充ということにな

りますと、今後、さらに実際に特産品の開発ですと

か、そういうものを商品としていく、そういうよう

な加工施設ということになれば、建物自体もかなり

手を加えるか、もしくは新たに建てかえなければな

らないということもありますので、そのあたりは私

どもも課題として捉えているところでございますの

で、それに付随して、そういう加工施設、設備等の

充実についてもあわせて考えていきたいというふう

に現時点では検討してございますので、御理解をい

ただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 将来的には上富良野の地

の利を生かした加工施設等の充実というのは観光計

画の中にもうたわれておりますし、多くの人たちも

これだけ農畜産物がありながらも、それを部分的に

は出てきているところもあるのですが、もっと積極

的な展開をしてほしいというような声があります

し、そういう意味では、本当に体験実習できるよう

な、そういう施設とあわせた将来的な方向としては

加工施設の一層の充実というのが今必要になってき

ていると思いますので、この点確認をもう一度して

おきます。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １１番米沢委員の御

質問にお答えいたしますが、私ども全くそのとおり

だというふうに認識してございますので、今後積極

的に検討を加えていきたいというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

６番金子委員。 

○６番（金子益三君） １６３ページの中央コミュ

ニティ広場活用推進事業にかかわるところで、２６

年度に８００万円で、商工会横に、セントラルプラ

ザ横にテントを設置しておりますが、よその町でい

けば大通公園あたりでは、非常にいろいろな多種多

様なイベントが通年を通じて、特に夏場ですね、い

ろいろなイベントが開かれている関係から、撤去の

しやすいテント方式というものが望ましいと思うの

ですが、上富良野の場合だと、あそこを拠点にして

いろいろな活動をするのであれば、今ビニール性の

テントかけていますけれども、もう少し常設でしっ

かりした、屋根をきちっとかけるふうにしたほうが

より効果が高いと思われますが、いかがでしょう

か。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ６番金子委員の御質

問にお答えをさせていただきます。 

 費用をかけることができるのであれば、当然常設

というような選択もあるかというふうに思いますけ

れども、昨年まだ建てたばっかりでございまして、

その中でいろいろ利用もいただいていることもあり

ます。ですから、委員言うように、もっとさらに常

設ということは、設備も整えなければならないしと

いうことで費用もかかりますので、とりあえず昨年

つくったばっかりということもありますし、あそこ

の活用というものがもっともっとさらに大きな展開

につながるというようなことがあれば、可能性とし

ては否定できないのではないかなというふうに思い

ますが、今のところは現状の設備、機能で有効に活

用していただくように努めたいというふうに考えて

おります。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ぜひやはり、町なかのにぎ

わいであったりとか、先ほど同僚議員が言ったよう

に、いろいろな特産品のゲートウエーというか、発

信にもなりますし、その後のページの管理の部分で

１８３ページで、中央コミュニティ広場と駅前駐輪

場あわせて１１４万６,０００円ですか、屋根の撤

去と、それから設営にもお金がかかりますよね。こ

とし見たら、もう既にカラスがやったのか、何が

やったのかわからないですけれども、ちょっと破損

しているところが何カ所か見られているのですよ

ね。１００万円を１０年かけたら１,０００万円で

すし、であれば、より早い段階の時期にしっかりと

したものを、拠点となるものを、やったほうが効率

がいいのかなというふうに考えますが、いかがで

しょうか。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ６番金子委員の御質

問にお答えしますが、先ほども述べさせていただい

たのですけれども、昨年できたばっかりということ

もあります。昨年できたものでございますので、し

ばらく経過を見ていただくことも必要かなというふ

うに思いますので、その後の中で、そういう必要が

出てきたときには検討していくことになろうかとい

うふうに思います。 

 以上です。 
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○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 構造的には、例えばあれを

ちょっと補強したり何だりすることで、常設の建物

にするということは可能なのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ６番金子委員の御質

問にお答えしますが、最初からああいう天幕、テン

トを張るというような構造で設計してございますの

で、それを例えば屋根とかをつけるということにな

ると、構造計算上、また違う数値を求めなければな

らないというふうになるかと思いますので、今のま

まトタンを張ったりとか、そういう部分は今の鉄骨

の中でできるということではないというふうに認識

しております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １６３ページの人材アカ

デミー事業という形で、成果報告書等においては、

３回実施されているというふうに書かれています。

延べ人数も６９名という形で、これからの観光振興

にとっては欠かせない事業の一つだとふうに思いま

す。そこで、この部分についての一定程度事業の評

価というものもされているかというふうに思いま

す。すぐこういうのが開花するのではなくて、引き

続きこういう人材を育成し、また養成するという形

の中でこそ生かされるものだというふうに思います

が、この点について、評価等についてお伺いいたし

ます。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １１番米沢委員の人

材育成アカデミーに関する御質問にお答えさせてい

ただきます。 

 委員おっしゃるとおり、すぐにアカデミーの成果

を得るというようなことで最初から初めたわけでは

ないということは、議会の皆さんにも説明している

ところであります。ただ、ことしが最終年、一応く

くりということで３年目になるのですけれども、１

年目２年目やりまして、アカデミーに参加している

方の間で、新たな事業展開をしようかというよう

な、そういう機運も生まれているのも事実でござい

まして、そういう盛り上がりというのを、これが３

年くくりで終わった後も違った形でまたそういうも

のができないかというようなことは今検討している

最中でございまして、またそのことがまとまりまし

たら、議会の皆様にも御相談させていただくような

機会があるかもしれないということで御理解をいた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 今いろいろな声がちょっ

と聞こえてきております。やはりこういうものが一

定程度受講しながら、よかったという方もいらっ

しゃいますし、もっとこれからもいろいろな形で参

加してみたいという声を聞かれておりますので、そ

ういった意味では、方向づけとしては間違ってはい

なかったのだろうというふうに思います。ただ、今

後いろいろな工夫も当然、担当課長もおっしゃるよ

うに求められてくる部分なので、そこら辺はこれか

らのまた新たな展開にかかわる部分なのかなという

ふうに思います。 

 次にお伺いしたいのは、１６３ページの新規開業

支援事業補助という形で、何件かの事業者の方がこ

れを利用して店舗を開店するというような事業展開

がされているかというふうに思います。 

 それで、今実際、こういう補助金を使った中で起

業経営をして、実際これから当然育成しなければな

らない部分もあるのかなというふうに思います。町

と商工会あたりと。そういう中で、地元で開業した

いだとかという方たちのための支援事業の一つだと

いうふうに思いますので、現状、経営を含めたこう

いった補助金を使った経営環境というか、状況とい

うのはどうふうに掌握、把握されているのか、まず

お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １１番米沢委員の御

質問にお答えをさせていただきます。 

 この事業を活用した後のそれぞれ事業者の経営状

況がどうかというところは、私どものほうではなか

なか把握をし切れていないところでございますけれ

ども、ただ、事業活用した事業者につきましては、

現在も事業運営、経営を行っているということは事

実としてあるのかなというふうに思います。 

 あと、今後も制度の見直しですとか、使い勝手の

いい、より工夫した形の事業展開を図りたいという

ようなことを基本にして、今後も進めていきたいな

というふうに思っておりますので御理解いただきた

いと思います。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

６番金子委員。 

○６番（金子益三君） １６７ページの負担金補助

金及び交付金のかみふらの十勝岳ヒルクライム事業

補助にかかわることと、その次の、同じく富良野・

美瑛にかかわるところで、ちょっと共通するところ

なのでお伺いしたいのですが、平成２６年度におい

て十勝岳ヒルクライム事業の第１回目が行われてお

りまして、大変盛会裏に、そしてまた道内でも初の
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試みということで、非常に大きな成果が出たという

ふうに判断しております。 

 お伺いしたいのは、これに伴って非常に上富良野

町に対してサイクリストの流入がこの近年に図られ

ておりますが、富良野・美瑛のほうでサイクリング

部会ができて、コース案の策定というふうになって

おりますが、このふらびの中での事業とは別に、各

団体のほうでさまざまな自転車のコース等の整備が

今図られているように聞きますが、それとの連携と

いうのは、今後どのようにしていくのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ６番金子委員の御質

問にお答えさせていただきますが、富良野・美瑛の

広域観光協議会の中では、委員おっしゃるとおりサ

イクリング部会をつくりまして、いろいろと最終的

にはエリア内を結ぶコースというのを約１０個ほど

設定しているところであります。それで、そのコー

スを設定するときに、それまでそれぞれの自治体な

り団体、そういう各種団体で関係団体で描いていた

コースというのは、なるべくそこにかぶさるような

形で配慮はしてきているところであります。今後も

そういう地区ごとの活動団体とのリンクというのも

非常に重要になってきますので、その辺の連携とい

うのはとっていきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） こちらのヒルクライムにつ

きましては、平成２７年度も開催されて、また非常

に大人気だったというふうにも伺っておりますし、

近年、旭川の観光協会でしょうか、が中心として環

大雪のルートをつくったりですとか、きょうの報道

にもありましたように、非常に富良野界隈といいま

しょうか、北海道内のさまざまなところで自転車に

対する取り組みというのがされておりますので、非

常にここ数年、急激に北海道自体が人気になってき

ているところもありますので、ぜひ乗りおくれない

ように、そしてできることならば、本当に自転車に

乗られる方にとっても、聖地でもあります上富良野

町をさらに前に向けていくような方策というのはど

のようにとられていくか、教えてください。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ６番金子委員の御質

問でございます。 

 環大雪とか、いろいろそういうコースが立ち上

がってきているということは認識しております。ま

た、上川町村会におきましても、上川管内を網羅し

ようというようなことで、その先駆けとして、富良

野・美瑛圏域から始めようというようなことで、最

終的には、今の段階では上川管内に広げようとい

う、そういう動きもありますし、またあわせて、自

転車だけではなくて、アウトドア的なものという

か、そういうものを、今回私どものほうでもモニ

ターツアーとして観光振興計画に基づきまして、サ

イクリングの分とフットパスの分というのもやって

おりますので、そういうツーリズムのことを総体的

に考えた中で、普及とか拡大、そういうものに努め

ていきたいというふうに考えています。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 本当にいろいろな取り組み

を近年、急速に上富良野町も他の自治体に負けない

というよりも、もっと進んだ取り組みをされている

というふうに高く評価いたします。 

 まだまだ、しかしその中でもよちよち歩きなとこ

ろが多々ありますので、やはり成熟するまでの間と

いうのはしっかり行政も下支えといいましょうか、

牽引をしていただくことが望ましいと思うのです。

いろいろな町に行っても、そこの町の取り組みとし

て行っている、そういうスポーツイベントであった

りとか、その町の顔として行っているものというの

は非常に発信力も強いですし、いわゆる一組織で

あったりとか、一団体がただやっているというので

はなく、これは上富良野としてはこういうものなの

ですよという、そういう強い打ち出しができるよう

になるまで、しっかりと育てていただくことが町に

とってもいいことだと判断しますが、その辺はいか

がでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ６番金子委員の御質

問にお答えいたしますが、各地でいろいろイベント

が行われて、それぞれで行政もかかわっている場合

もございます。それぞれ各地ごとに、いろいろ同じ

自転車のイベントでも毛色が違うものもあるかなと

いうふうに思いますし、そのあたりをしっかり捉え

まして行政が果たすべき役割、この部分については

積極的に果たしていきたいというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

８番竹山委員。 

○８番（竹山正一君） １６３ページの一番下、商

工会の運営費関係ですか、次ページに渡る１３３と

１３４の関係でちょっとお聞きしたいと思います。 

 商工会に関する運営費としての補助を出している

のですけれども、担当する課として、このほとんど

が人件費の中身が大部分を占めてくるのですけれど

も、現在、ここ数年来というか、ここ５年、１０年
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の間ずっと流れてきている町の中の商工業者を取り

巻く環境について、どのような認識をお持ちです

か。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ８番竹山委員の御質

問でございます。 

 どういう認識かということでいえば、端的に言え

ば、厳しい状況だというふうに捉えています。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ８番竹山委員。 

○８番（竹山正一君） 厳しいと言いましても、そ

の厳しいの一言だけでは済まないような状況で、こ

こずっと年々、私もたまたま商工会にお世話になっ

た過去１０年２０年前になりますけれども、そこか

ら見ると半減、正会員ですと半減に近いような形

で、あとは特別会員、定款会員、賛助会員ですか、

そういうのを集めてようやく会員数として報告して

いるのですけれども、実際の中からいくと、商売さ

れている方というのは本当に２５０名余りぐらいし

かいらっしゃらないという状況なのです。 

 そういう中で予算づけをしていただいて、商工会

は以前からもあったのですけれども、助成金の大半

が人件費、人に対する助成が大部分を占めていま

す。そして事業費として計上したものを合計して、

査定されて、商工会のほうに助成金として決定され

るわけですけれども、その辺のほう、商工会の関係

からはいろいろ事業については取り組みたいという

事業については年々上がってきていたのでしょう

か。査定前の段階で。そういうのはどんなものなの

でしょうかね。やらなくてこんなふうになってきて

いるのか、やれなくてこんなふうになってきている

のか、そのようなことをちょっとまたお聞きしたい

のですけれども。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ８番竹山委員の御質

問にお答えさせていただきますが、確かに毎年度の

予算の中では、いろいろと来年はこういう事業やり

たいのだというようなことの新たな提案、予算づけ

の要望等も受けてございます。その中で、やはり

是々非々のやりとりの中で、やってこれは効果が出

るだろうというものについて当然予算づけします

し、まだちょっと組み立てが少し浅いのではないか

というものについてはもうちょっと検討してくださ

いでありますとか、そういうやりとりは毎年毎年

やっているところであります。 

 あと、平成２３年から２５年までにつきまして

は、今回決算出ている数字は、ほぼ通常の基準に基

づいた補助金を支出しているわけですけれども、２

３年から２５年につきましては、その３カ年は５０

０万円を、要するに団体の自由な発想で、工夫で、

どうか今後、会の存続も加え、商工会、商工業者の

発展のために、どうぞお使いくださいという予算

も、その時々の事情に応じて、行政側のほうでそう

いう助成を行ってきているというのも事実でござい

ますので、御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） ８番竹山委員。 

○８番（竹山正一君） そういうふうに過去にこの

ような手厚い助成をさらに上積みされたというの

は、ちょっと私自身認識していなかったのですけれ

ども、こういう中でいくと、いろいろな事業に取り

組んで取り崩していった部分もあろうかと思います

けれども、自己負担として出す財源となっていっ

て、年々減ってきているという現実があるみたいな

のです。ということは、これであと何年持つのかな

という話も聞かされるのですね。そういうことは町

のほうで耳にしたから、こうして過去に出したか

ら、これでやれるだけやれということになるのか、

その都度修正しながら、調整しながら取り組まれる

のか、その辺のお考えというか、聞かせてほしいと

思います。 

○委員長（村上和子君） 済みません、今回決算委

員会でございますので、予算委員会のときにひとつ

お願いしたいと思います。 

○８番（竹山正一君） わかりました。そういう中

でいろいろ動きとして、いただいた金額でやってい

るのですけれども、やっぱり完全に消化し切れると

いう部分と、たまたま今回百何十万円か決算で余っ

たというか、消化していないということで、繰り入

れがあったというふうにも伝票で見たのですけれど

も、あれについてはどういう内容で出たものだった

のでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ８番竹山委員の御質

問なのですけれども、繰り入れというのは商工会の

会計の中の基金を繰り入れたということですか。

（発言する者あり） 

 補助金を戻したと。わかりました。 

 それは、個々に判断をさせていただく事業の分だ

と思うのですよね。それが例えばその事業に１００

万円補助金を出しましたよと。だけれども事業を執

行できない部分があったので５０万円を戻していた

だいたという、そういう減少だというふうに思うの

ですけれども、そういう事象が起きた場合では、大

変補助金を支出するこちら側としても、より計画性

を持った予算を上げてくださいという指導はせざる

を得ないというふうに思いますし、確かにそれは執

行されれば絶対有効に効果的に作用するということ

で補助金をつけてございますので、そういうことは
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余り好ましくないなというふうには思っております

けれども、大切な税金を預かる身でございますの

で、ぜひその辺は商工会のほうにも、その辺は

ちょっと緊張感を持ってやっていただきたいなとい

うところはあります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ８番竹山委員。 

○８番（竹山正一君） わかりました。よくわかり

ました。それは補助金を受け取ったほうの体制とい

うか、受け取った消化の仕方というか、事業の仕方

にやっぱり何かがあったのだろうということが分か

りました。 

 それから、１６３ページの地場産品普及推進事業

負担ですか、１００万円出ておりますけれども、こ

れは、プレミアムビールも含まれるということです

よね。プレミアムビールの関係なのですけれども、

毎回製造するリッター数もふえて、たるも大きいの

から、２０リッターから１０リッターとか、瓶詰め

とかと、いろいろ取り組みでされて普及に努められ

ているのはわかりますけれども、あと地元の飲食店

というか、業者が、先ほどの会員数でいく飲食店の

割合からいけば、１０％か１５％ぐらいしか取り扱

いに参加していないというような数字かなと思うの

ですけれども、これらについての今後進めていく上

で、どういう取り組みを考えられるのか。その結果

どういうふうな取り組みをされて、こういう結果な

のか、ちょっと教えていただきたいと思うのですけ

れども。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ８番竹山委員のプレ

ミアムビールに関する御質問でございますが、これ

は実行委員会体制をとっているということで、役場

のほうでは事務局機能を扱っているということで、

そこの方針的なところまでは軽々に私のほうから言

えないというふうに思いますけれども、ただ、おっ

しゃるとおり、全飲食店の２０％ぐらいでしょうか

ね、利用していただいているのは。これは、飲食店

で利用されている分については、助成金を一定程度

入れまして、普通のビールまではいかないのですけ

れども、ある程度価格の平準化を図っているという

ような状況にあります。 

 ですから、これをいつまで続けたらいいのかとい

う、そういうこともあるのですけれども、ただ、現

場の話を聞かせていただきますと、だんだん浸透し

ていくうちに、件数はふえないのです。観光事業者

のほうが興味を持たれてきているというのがあっ

て、なかなか実行委員会全体でもどこでどう区切る

かというのは今検討している最中ということになっ

てございますので、今後それらの実行委員会の話の

中で取り扱いについては決められていくのかなとい

うふうに思っております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ８番竹山委員。 

○８番（竹山正一君） そうしたら、今後に期待し

まして、ビールのほうは終わります。 

 次に、１６３ページで、中小企業融資資金利子等

補給ということで２２８万９,０００円余り出てお

りますけれども、これらについて、報告いただいた

件数がここ５年間ですか、４０件前後、そして５０

件越えるという２６年度で５８件ですか、利用事業

所がふえているのですけれども、そしてそれに伴い

まして、以前は保証料の金額ということで、２２、

２３年は保証料の制度を使うというか、保証協会づ

きを使うというのがなかったのですけれども、ふえ

てきている中で、２５年度ですと１５万２,０００

円の利子補給をされているという中で、融資する側

も協会づきというか、そういう制度に乗せなければ

融資できないような事業所、そしてこの件数がふえ

てはきているのですけれども、４０件台、５０件台

を越えるぐらいで利用されていますけれども、その

中での協会づきでなければ実効されなくなってき

た、そのほうが融資しやすいですよという中での苦

しい、苦しいというか、今までの保証協会づきでは

なくて利用できたものがそういう協会づきで利子補

給はされるのですけれども、貸し手のほうではそう

いう補完をしながらやるようなふうに見えるのです

けれども、これらについては、何かやっぱり商工会

のほうからもありましたか。ということは、実行す

るに当たって協会づきで全部あっせんしますからと

いう、そういうような取り扱いというか、それにつ

いては金融機関との話し合いもあろうかと思います

けれども、それがやはり協会づきが出てきたという

ことについては、事前の相談とか、そういう制度に

乗せなければ実行できなとかという相談があったの

かどうかということもちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ８番竹山委員の中小

企業振興貸付事業の関係についてのお話でございま

すけれども、うちの制度で保証協会の対象案件にな

るかならないかというのがありまして、概要として

は金額でありますとか、あと、それの資金が設備な

のか、運転資金なのかということもあります。それ

で、保証協会の分も助成しますよというものについ

ては設備資金であったり、高額であったりという資

金に限られますので、その制度にのっとった助成と

いうことで、特に商工会との間で、要するに保証協

会がつかないとか、ついたらとかというようなやり
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とりがあったわけではなくて、そういう制度概要の

中での制度運用した結果がこの数字ということで御

理解をいただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） ８番竹山委員。 

○８番（竹山正一君） そうしましたら、これらに

ついては、設備投資の長期資金になるというふうに

捉えればいいのですか。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） ８番竹山委員の御質

問ですけれども、保証協会のそちらの保証料の補給

につきましても、１,０００万円以上の場合は設備

資金、ただ２,０００万円以上になれば事業資金と

いう形で、１０万円が上限なのですけれども補給対

象になっておりますので、竹山委員が言うように、

長期で設備資金という捉え方でもよろしいかという

ふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １６５ページの観光振興

計画業務という形で予算がついております。この点

について、内容等どういう事業内容が行われたの

か、ちょっと教えていただきたいというふうに思い

ます。 

○委員長（村上和子君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（深山 悟君） 米沢委員の観光

振興計画推進業務の内容についてお答えいたしま

す。 

 平成２６年度につきましては、ガイドの育成とい

うこと、ガイドになろうとしている方、興味のある

方のスキルアップの研修会を２回開催しているとこ

ろでございます。それと、観光ボランティアという

ことで、おもてなし、観光ボランティアのあり方と

いう講演会も開催しているところでございます。あ

と、ワーキングというものを二つつくりまして、上

富良野ならではのおもてなしのワーキングというも

のを関係機関から推薦いただいた皆様でチームをつ

くまして、４回開催して、上富良野町ではどういう

スタイルのおもてなしがいいのかというようなこと

を協議しているというワーキングを一つやっており

ます。もう一つが、二、三時間滞在モデルコースづ

くりということで、人と会ったり、いろいろなもの

を説明して、そして思いでとなってリピーターにつ

ながるということが滞在型の観光の推進と言われて

いましたので、短期間の滞在型モデルコースづくり

のワーキングを同じように関係機関、団体の推薦を

受けた方々により、年間４回開催してモデルコース

づくりをつくったということでございます。 

 以上、講演会とワーキングを２回ということの経

費で、この額を支出しているところでございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、観光計画

の中にもガイドの育成等が盛り込まれているかとい

うふうに思います。ただ、今後そういう問題も含め

て、今また新たな観光ガイドの育成というのはジオ

パークも含めた中で、提起もされていますし、今後

育成という方向での事業も進められているというふ

うに思います。ガイドの育成というのは非常に重要

で、各観光の実態を見ますと、やはり地元の観光ガ

イドにもランクがあって、それぞれに応じて観光が

できるようにという形で、そうなると地元が好きで

なければ、愛して愛して、好きでなければならない

というような、そういう感じでガイドができるよう

な、そういう人たちを育成するというのは非常に重

要になってきているかというふうに思います。 

 そういう意味では、これからも進められるガイド

の育成というのは、これからの上富良野町の観光を

進める上でも非常に重要なポイントになってきてい

るというふうに思いますので、この点、今後観光計

画に基づいてどのように展開されようとしているの

か、お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １１番米沢委員の御

質問でございます。 

 ガイドに限らず、観光の人材については、観光振

興計画の中でも重要課題として推進すべき事業とし

て載せてございます。やはり継続して、そういう人

材育成には努めていきたいというふうに思います

し、これから、そういうさまざまな観光メニューも

あわせて開発していく中で、そういうガイド等の、

委員おっしゃったようにジオパークも含まれるとい

うふうに認識しておりますけれども、そういう人材

が地元にいるということは非常に今後重要なポイン

トになってきますので、ぜひ積極的に推進してまい

りたいというふうに考えてございますので御理解を

いただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 次に、１６７ページの観

光客誘致事業という形で、委託料で駐車場の整備等

の予算が載っております。これは、四季彩まつり等

における集客を高めるための駐車場等の整備であり

ますが、この点、観光計画には前期３年目という形

で、日の出公園を含めた駐車場の整備という形で、

日の出公園の山頂までのアクセス、あるいはかみふ

らの八景など町内景勝ポイントの駐車場の整備、上

富良野駅周辺ラベンダーロードを含めた充実という

形になっておりますが、しかし委託料という形で、
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これも整備だといえば整備なのですが、いつまでこ

ういう形でやるのか。かみふらの八景においても、

景勝ポイントにおいては駐車場が整備されていない

というように、観光計画には載っているけれども、

前期の中で整備するとうたわれているけれども、な

かなかそれに近づいていないというのがあると思い

ますが、これはどういうような要因でおくれている

のか、お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １１番米沢委員の御

質問にお答えをさせていただきます。 

 検討という部分では、そういう観光振興計画で示

した内容を課題として捉えながら検討というところ

では進めているところでありますけれども、ただ実

行ということになってきますと、予算的な問題もあ

りますでしょうし、先ほど委員おっしゃっていたよ

うに、日の出公園の駐車場という部分については、

今までも何回かやりとりの中でいろいろまだ課題が

あるのかなというふうに思っております。ただ、計

画にのせてございますので、それはもう必ずやるこ

とによって振興策につながるという手法でございま

すので、ぜひそれは実現に向けて進めてまいりたい

というふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、まだ具体

的な計画については持ち合わせていないという状況

でよろしいでしょうか。 

 ただ、やはり観光客というのはどんどんどんどん

流れがありまして、こういう町だったらなかなか魅

力を感じないだとか、いろいろあるのだろうという

ふうに思いますので、観光客の気分に合ったような

駐車場整備等というのは何よりも必要なものであり

ますし、ましてや観光振興計画の中に位置づけてい

るのであればですよ、そういった方向にきちっと計

画策定を、おくれたとしても、いつまでに持つのか

というところまで計画を持つ必要があると思います

が、確認しておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １１番米沢委員の御

質問にお答えしますが、観光振興計画ですね、行動

計画前期・後期に分けてお示しをさせていただいて

いるところであります。多少前期でやる部分が後期

のほうにずれ込むというような事案も出てくるかと

いうふうに思いますけれども、先ほど委員もおっ

しゃっておりました日の出公園の道路につきまして

は、具体的な計画も出てくるのかなというふうに思

いますし、あと景勝ポイントについても、せっかく

八景という場所がございますので、そこを中心に今

後どういうような整備ができるのかということも含

めて、できるだけ計画に沿った形で行動に移してい

きたいというふうに思いますし、あと、時期的にと

いいますか、やはり早く整備することによって、そ

ういう受け入れの環境を整えれば、お客さんも来ら

れるというようなこともしっかり認識しております

ので、できるだけ早いうちに計画に沿った整備に努

めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ぜひ積極的に、この件を

進めていただきたいというふうに思っています。 

 それで、同じページで、おもてなし協議会の負担

金という形でなっております。これはモニターツ

アーの実施という形で、協議会に負担しているとい

う形になっておりますが、これは事業主体というの

は町かどうか、その点も含めてお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 商工観光班主幹、答弁。 

○商工観光班主幹（深山 悟君） 米沢委員の上富

良野町長期滞在おもてなし協議会負担の内容につき

ましてお答えいたします。 

 これは負担金事業としまして、観光協会のほうに

２０万円支出して、そちらのほうで観光協会が主体

で、平成２６年度におきましては上富良野町のモニ

ターツアーを実施したというところでございます。 

以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、観光協会

自体はこれに基づいて、いわゆる商品化していくと

いうような、そういう方向性も兼ね合わせた中での

負担金という位置づけになっている部分があるのか

なというふうに思いますが、今後の展開としては、

当然こういったものをつなげて、また新たな観光の

滞在型を誘致するような、そういった計画にまで進

んでいくのかなというふうに思うのですが、その点

お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １１番米沢委員の御

質問にお答えをさせていただきます。 

 この事業に限らず、振興計画の中でもモニターツ

アーとかと実施しているわけでございまして、モニ

ターツアーを実施することが目的ではございません

ので、その後の事業化でありますとか、商品化とい

うのは当然視野に入れながら進めていかなければな

らないというふうに思いますし、商品化が、その中

でも商品化につなげやすいものについては、そのモ

ニターツアーを通じた中で可能性を検討しながら、

ぜひ形にしていきたいというふうに考えておりま

す。 
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 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そういう中で、より観光

協会のホームページの整備だとか、いろいろうたわ

れています。やはりこのアンケートの中にも、どう

して上富良野町を知ったのかということで、口コミ

であったり、インターネットだったりだとか、そう

いう形の中で上富良野のよさを知ったりだとか、

行ってみたいだとかという形になってきています。 

 そういう中で、受け入れ体制の点についてお伺い

いたしますが、これは上富良野町では主力な、いわ

ゆる今大事な振興、事業計画の一つだというふうに

思います。そうしますと、今の観光振興、いわゆる

農業振興、産業振興課の人員体制の中で、十分体制

としてとれるのかどうなのかということなのです。

これだけのボリュームがあるものを、少ない人員の

中でぎりぎり今やっているような気もします。本当

に努力もされているというふうに思いますが、これ

は産業振興だけではなくて、町の全体の問題に言え

ることなのですが、町が事業を展開するとすれば、

そこに一定の人員も配置しながら戦略を練って展開

しなければ、本当にぎりぎりのところでやってしま

うということになれば、実りあるものも実ってこな

いというふうに考えますが、現行の人員体制で、こ

ういうことを聞いてぱっと答えは返ってこないと思

うのですが、もっと充実する必要があると思うので

すが、この点お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員の御質問

に私のほうからお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

 もちろん、これまでも大きな大型プロジェクト等

含め、人員の適正な配置については人事管理の中で

行っているところであります。一方、委員も御存じ

のように、行財政の改革含め、大きく人員も削減し

てきたところであります。これからも適正な配置を

しつつ、その部署部署の適正な人事管理、人員配置

ですね、これらについては意を用いてまいりたいと

いうふうに考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 副町長、適正な配置とい

うことを言われました。しかし、職員適正化計画の

中には、人員については極力抑えるというふうに書

かれております。行政改革のプログラムの中にも、

そういうような費用対効果の中では少ない人員でい

かに、確かにふやせとは言いませんが、効果を上げ

るのか。これが今後の課題だというふうにうたわれ

ているわけです。そうしますと、適正な配置と言う

けれども、それは実現可能なのかどうなのかという

ところが、この計画書の中で読めば、それはいかが

なものか。実現できるのかということです。これだ

けのボリュームある事業を進めているわけですか

ら、もっと必要なところに、あるいは職員を異動す

るのであればする、あるいはふやす、これで十分だ

といえば十分なのかもしれませんが、私はちょっと

戦略の位置づけとしてもしっかりとした人員配置を

しながら戦略を練るということが必要だというふう

に思いますが、この点確認しておきたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員の御質問

にお答えをさせていただきたいと思います。 

 職員の定数管理については、今第５次になってい

るかと思いますが、職員の適性化配置計画を委員の

皆様にお知らせをしているところであります。 

 一方、行政課題は複雑多岐に、また高度化してい

る現状もございますから、職員の手数を集中的に行

う必要性も一方で起きております。いずれにいたし

ましても、相加的に全て実施をする今段階ではござ

いませんから、集中と選択をしっかりしていく中

で、今現有の職員数をその集中と選択する行政課題

で、数を集中させるというようなことが必要かなと

いうふうに考えています。それでもどうしても、行

政課題の大きさによってそれがかなわないときに

は、適正化計画をしっかり見直す中で、委員の皆様

にもその定数のあり方については御相談を申し上げ

たいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで５款労

働費、６款農林業費、７款商工費の質疑を終了しま

す。 

 ここで、説明員が交代しますので、少々お待ちく

ださい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、８款土木費の１７

２ページから１８９ページまでの質疑を行います。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １８３ページなのです

が、島津公園の管理等について、公園管理について

お伺いいたします。 

 島津公園に噴水等があるかというふうに思いま

す。あれは、実質機能しているのかどうなのか、

ちょっとお伺いしたいと思いますが。 

○委員長（村上和子君） 公園担当主幹、答弁。 
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○公園担当主幹（角波光一君） １１番米沢委員の

質問にお答えいたします。 

 噴水は、もう３年ほど前にモーターポンプが壊れ

ていまして、撤去しております。撤去した後、そこ

にじゃぶじゃぶ池というか、子どもが転んでも水を

飲まないように、二、三センチ浮いた状態に水を

張って、常時循環でなく、かけ流しの水を入れて、

夏の暑いときはその中で遊ぶように、施設を改造し

ております。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 見てみますと、循環でか

け流しと言っても、今、子どもたちの日常的な関係

も変わってきていまして、あそこの地べたで、コン

クリートのあそこで遊ぶというのを嫌がる子どもた

ちが結構多いのですね。お母さん自体がそういう環

境で育ってきているので。 

 もっと一般的にあの上に何か引いて水を循環させ

るようにするか、流すかということでやる必要があ

ると思うのです。これは日の出公園も同じで、ぬる

ぬるして、確かにそれでいいといえばいいのですけ

れども、非常に汚い場合があります、日の出公園に

ついても。そういう場合、もっと工夫して、きれい

な環境の中で、子どもたちも親御さんも遊べるよう

にするというようなことが必要だというふうに思い

ますが、この点お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 公園担当主幹、答弁。 

○公園担当主幹（角波光一君） １１番米沢委員の

質問にお答えします。 

 島津公園は、循環でなくかけ流しなので、井戸の

水を、上水でなく井戸水、モーターポンプで吸い上

げたのを、それを常時入れて、循環でなく垂れ流し

というか流していますので、常に新しい水が入って

います。（発言する者あり） 

 その点につきましては、今後工夫させていただき

ます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ４番長谷川委員。 

○４番（長谷川徳行君） １７９ページ、建設水道

課、河川管理費で、近年、集中豪雨等で、ことしテ

レビに出ましたけれども、堤防が幾つも破壊されま

したよね。それで、上富良野の町の堤防ありますけ

れども、それらは上の水があります、言葉忘れまし

たけれども、何だか水とかと……（発言する者あ

り） 

 それには、どのぐらいの雨量まで適応された設計

になっているのか、わかれば。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ４番長谷川委員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 近年、集中豪雨とかで、たび重なる大雨で排水関

係とか、道路側溝が埋まったり、それから河川も土

砂がたまったり、いろいろしております。町の管理

は普通河川でありますので、ハイウオーターとか、

そういう部分については、一切、今のところはあり

ません。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １８９ページの公営住宅

の維持管理の件についてお伺いいたします。 

 資料では、公営住宅の管理戸数等があります。政

策的な空き家戸数等が表示されております。その中

で、緑町団地についてはもう既に、これは政策的な

空き家戸数といっても、実質使えないような状況に

なっているかというふうに思いますし、南団地に

至っても、この点は４９戸という形でも建てかえと

いう形になっておりますので、これは実質使わない

と。扇町団地については、３戸空き家戸数という形

になって、西町については１５戸という形になって

おります。 

 例えばこういうケースの場合はどうかという形で

お伺いいたしますが、何らかの形で、家庭ではもう

住めないという場合が想定されます。そうします

と、なかなか高い家賃の住宅には住めない。そうし

ますと、公営住宅に住みたいということになるケー

スがあるかというふうに思います。しかし、この間

の中では、政策的に管理委員会、検討委員会、入居

委員会を開かなければ、なかなかすぐに入居できな

いという場合もあるかというふうに思います。 

 そういう場合の上富良野町の、あるいはＤＶ、あ

るいは何らかの形でどうしてもその世帯から別れな

ければならないという形、高齢者の場合に至って

も、収入が落ちて二人で住んでいたけれども片方ど

ちらかがお亡くなりになって高い家賃の公営住宅に

は住めないという形になった場合の緊急避難的な入

居というのは、現行の中ではできないというふうな

状況になっております。 

 しかし、国土交通省住宅局の通達等においては、

ＤＶや母子家庭、父子家庭、高齢者等においては、

そういう状況が生まれた場合には、積極的な特段な

配慮が必要だというような通達も出されているわけ

ですよ。そうしますと、その通達があるにもかかわ

らず、上富良野町はその通達が実行されていないと

いう状況になっている部分があると思います。こう

いうケースの場合は、現状では入居できないです

か。 
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○委員長（村上和子君） 生活環境班主幹、答弁。 

○生活環境班主幹（狩野寿志君） ただいまの１１

番の米沢委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 確かに今、政策空き家として空き家等も管理して

いるところでございます。委員おっしゃいました、

例えばＤＶとか、そういう方で御相談に来られる方

も多少いらっしゃいますが、現在のところ公募をし

ておりまして、その公募の中で優先的な順位の点数

をつけて、入居をしていただいているところでござ

います。確かにＤＶとか、いろいろな相談を受けま

すが、すぐに入れるということはなくて、一応公募

して、その中で選考して、入居しているところでご

ざいますので、御理解のほうお願いしたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 町長にお伺いいたします

が、やっぱり緊急避難的に入居できるような対策を

とらなければ、私はならないというふうに思います

が、この点どうでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員の御質問

に私のほうからお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

 通達が来ているのはもちろん承知をしてございま

すし、過去にも、私担当課長のときにもありました

が、火災を受けた被災者を緊急に公営住宅に入居さ

せていただいたこと、そういうことも含め、今ＤＶ

の例もありましたが、緊急避難的に公営住宅が必要

とする場合には、当然私どもも準備をいたします。

公営住宅がもしも入れないような状態がありました

ら、先ほどの話題にありました移住準備住宅、これ

らにも緊急避難的に入っていただくことも可能であ

ります。いずれにいたしましても、そういう緊急避

難的なケースが生じたときには、柔軟に対応する体

制になってございますことを御理解いただきたいと

いうふうに思います。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 副町長、なっていると言

うけれども、実際現場で聞いたら、なっていないの

ですよ。公募をかけて、公募委員会の中で入居を決

定するまでできないと言っているのですよ。だか

ら、徹底したやりとりがやられていないということ

ではないですか。 

 ほかに問題も、さらにあるのですよ。言わせても

らいますけれども、西町に至っては、公営住宅が古

くなっていると。そうしたら直さなければならない

と、将来壊さなければならないということで、そう

すると無駄な経費はかけたくないというのですよ。

そうしたら、入れないですよね、あいていても、実

際、政策的な空き家戸数とか言っていてもですよ。

こういう問題が介在しているのですよ、今、上富良

野町に。 

 こういうことを放っておきながら、環境に適した

住宅環境を配備するだとか、住宅環境を提供、住民

の皆さんにしますよとか言ったとしても、それは空

文句で、本当に実態に即していないと思うのです

が、私はそういうことから考えすれば、きちっとそ

ういう人たちの空き家戸数を、それこそ施策的に確

保して、非常時には、あるいは入居できるような対

策をきちっととるべきだというふうに思いますが、

どうですか、この点。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員の御質問

にお答えをさせていただきます。 

 まず、ちょっと整理をさせていただきたいと思い

ます。私先ほど御答弁申し上げましたのは、緊急避

難的に住宅に困窮している方、緊急避難的に、その

方については一般の公営住宅の入居のルールを越え

て対応を早期に図ることを、それをまず１点御理解

をいただきたい。それと一方で、公営住宅の入居の

手続については、委員おっしゃるように、公営住宅

の入居選考委員会において点数化をして優先順位を

定めているところであります。それらについては、

政策空き家を除いて、一般の入居が生じたときに公

募をして、一般のルールを適応していくところであ

ります。 

 政策空き家は、今、何でこれだけ生じているかと

いうと、今公営住宅の整備を手がけたときに、２年

も３年もかけて政策的にそこに住んでいる方を移動

させる必要が生じることから、このような政策空き

家が大きく生じるところであります。決して公営住

宅の入居に関して、何かそこに入ればあるというこ

とではございませんし、また必要な補修、修繕、さ

らには新規の更新、これらについては計画的に、引

き続き行ってまいりたいというふうに考えてござい

ます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） いろいろなことを言いま

すけれども、きちっとそういう体制を判断しても

らって、時にはその判断の状況によっては、いろい

ろな状況によっては入れないということもあるのか

もしれませんけれども、そういう状況のときには、

公募委員会にかけなくても速やかに入居できるよう

な体制づくりを進めるべきだというのが私の訴えで

すけれども、この点もう一度確認しておきたいと思

います。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員の再度の
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御質問でございますが、まず、この時代ですので、

ＤＶも含め、あるいはさまざまな事情を抱える方、

あるいは予期せぬ不慮の事故、病気、これらの緊急

避難がどのように生じるかということはございます

ので、これらについては、先ほども言いましたよう

に、柔軟な体制を整えてまいりたい。一方、それ以

外のものについては、これまでも引き続き公平性を

もって行ってまいりたいというふうに考えていま

す。繰り返しの答弁で大変申し訳ございませんが、

私どももそのように体制を整えてまいりたいという

ことも御理解をいただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 副町長、何回も聞いても

ああだこうだと言って、何が本質なのかということ

がよく読み取れないのです、僕の力では。やはり確

かに公平な立場での入居基準に基づいて選考すると

いうのは、僕はそれは認めています。ただ、僕が言

いたいのは、それ以外の部分については、きちっと

判断してもらって、そういう該当をすれば、速やか

に入居できる状況があれば、住宅も修繕して入居し

てもらうような体制づくりを住宅局でもうたってい

るわけですから、それを連携をとって、ぜひやって

くださいと言っているだけなのですよ。そこです。

もう一度確認します。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員の御質問

に再度お答えをさせていただきます。 

 修繕費は、管理戸数の公営住宅の修繕をしていく

費用については、毎年度一定の額として予算化をし

てございますし、緊急の必要な場合には当然予備費

も充当しながら住環境の整備については行っている

ところであります。 

 繰り返しになりますが、そのようなことをしっか

り行いながら、これからも実施をさせていただきた

いというふうに思いますが、あと繰り返しになりま

すが、ちょっと担当の答弁がちぐはぐになっていま

したことをおわび申し上げたいというふうに思いま

すが、緊急時の場合には先ほども言いましたよう

に、しっかり体制を整えていく、これまでもしてま

いりましたが、条例上もそのような読み取りになっ

てございますので、御理解もいただきたいというふ

うに思います。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、８款の土木費

の質疑を終了します。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、９款教育費の１８

８ページから２３９ページまでの質疑を行います。 

 質疑、ございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ２２５ページ、図書購入

費についてお伺いいたします。 

 図書の購入予算というのは、新刊も含め、あるい

は古い本も含めた予算の入れかえという形の予算で

しょうか。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １１番米沢委員の

今の図書の購入費の関係でございますが、委員おっ

しゃるとおり新刊と古い図書の入れかえとなってご

ざいます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ホームページ等を見まし

たら、上富良野町の図書費の購入の予算というの

は、全道的に本当に、言いませんけれども、な状況

になっているという状況になっております。 

 それで、こういう予算については、利用されてい

る方も言っておりますけれども、使いづらい、利用

しづらい、破れているだとか、とれているだとかと

いう形の中で、非常に苦情も出ているというのが実

態だというふうに思います。このまま放置するとい

うことにはいきませんので、この部分の改善という

のは当然必要だというふうに思いますので、この点

についてお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １１番米沢委員の

今の図書の更新等のお話かと思います。 

 教育委員会としましても、全道管内の状況、図書

の購入費の状況については、決して高くない、低い

ほうだということは当然認識してございます。そう

いったことから、これまでの経緯もありましたが、

今現在、児童図書ということで、政策的に予算をい

ただきながら整備を進めていますが、それ以外の一

般の本についても、今申されたように、経年劣化と

いうか、損傷等もあるのも事実でございます。 

 そのようなことから、教育委員会としましては、

町の教育大綱も決めさせていただきましたし、そう

いう中で、図書の充実という部分も実は考えさせて

いただいたところであります。そういう観点から、

町の教育委員会としましては、それら蔵書の更新等

にもう少し費用を増額していきたいという考えで、

今いろいろと現場とも詰めながら、どういったもの

が古いのか、優先順位は何か、そういったことも議

論しながら、予算に向けて検討してまいりたいと考

えてございます。 
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○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ２３５ページのＢ＆Ｇ海洋

センターにかかわるところでございます。 

 需用費の中の修繕費で、予算のときにろ過と熱交

換器の改修をするという予算立てのときに、プール

の中の床面の浮いた状態というのは改修されました

でしょうか。確認したいと思います。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ６番金子委員に、

以前も御指摘いただいた部分ですが、早速、業者の

ほうにも確認をして、現地のほうも確認をさせてい

ただいたところです。結論的には、特に問題がない

ということから、現在に至っているところで、多少

ちょっと中に空気が入る程度で、地盤の部分には問

題はないと、そういったことの現場での調査の結果

を得ていますので、そういうことで御理解いただき

たいと思います。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 利用者のほうから、若干そ

こで、その後の水漏れがあったりとか、使っている

ときの使い勝手の悪さみたいなところがちょっと指

摘があったのですけれども、その辺は、教育委員会

のほうには、その後何も来ていないでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ６番金子委員の、

今の一般利用者の声は、直接教育委員会のほうには

届いていないという状況になります。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 済みません、私のほうに届

いておりましたので、ここで改めて報告します。と

いうことは、特に構造上には全く問題がないという

ことと、仮に、空気が入って浮いているところが破

れてから修理しても大丈夫ということですか。それ

とも、本来休んでいるときの間にきちっとしておい

たほうがいいのではないかなと、素人に判断してし

まうのですけれども、それは大丈夫なのですね。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） ６番金子委員の、

ただいまの部分については、今閉鎖して現地も見れ

る状況ですから、再度うちのほうでも業者含めて再

度点検をした中で、来年度に向けて適正に期してま

いりたいと考えております。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

１１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 学校アドバイザーについ

て１９１ページなのですが、お伺いいたします。 

 ２６年度の教育行政点検・評価の中に、方向性と

しては、今後の学ぶ意欲や学力の低下、学習の習慣

の未成熟などの問題について、継続的な対策を支援

するということですよね。こういうことが書かれて

おります。今後は、アドバイザーの領域も含めた中

でのアドバイザーの経験と知識を活用した学校に対

する指導・助言を行い、一層地域との連携を強化す

るというふうに書かれておりますが、そうします

と、現行の中での今後のあり方というのは、そうい

うものも含めて細やかな学習意欲を向上させるため

の対策等々というのを含めた学校現場における指導

をさらに強化するということが浮かんでくるのです

が、その内容等について、どのような事後評価とい

う形になって、今後の取り組みという形になったの

か、もう一度確認しておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １１番米沢委員の

学校アドバイザーの関係でございます。 

 学校アドバイザーにおいては、当町における校長

の経験者ということで、学校に精通しているという

ことから、うちの町においても学校アドバイザーの

配置を行っているわけでありますが、今後の方策等

含めて、今、米沢委員おっしゃったとおり、学力の

問題、またそして今特に心の問題というか、いろい

ろ教育相談の部分も実はもう少し窓口含めて、そう

いった専門家の意見と、また関係機関の連携という

のが非常に大事かと思います。福祉の分野ですと

か、場合によっては児童相談所との連携、そういっ

たケースに応じた形で、学校アドバイザーの活用を

有効に図っていくのも一方にそういう役割があるか

と思います。そのようなことから、今後のアドバイ

ザーにおいては、専門的な知識、経験を生かした中

で、学校、家庭、地域の連携、そういった部分で力

を発揮していただきたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、心の相談

員の活動内容については、達成度については、全て

効果度、評価度についても、総合評価についても、

Ａという形になっておりますが、この点について

は、今後評価として、到達点として、全てＡという

形になっておりますが、これは特に問題ないという

ことですか。確認します。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） 今の点検・評価の

際における評価の部分かと思いますが、確かにうち

のほうで効果度、総合評価についてはＡ、達成度に

ついてはＢということで、これについてはエンドレ

スの部分の課題がありますので、そういったことか

ら、今後においても、これら現在、問題が解決する

場合、今後予想される問題においても、それら解決
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に向けて引き続き努力をしていくということで、達

成度のほうはＢということになってございます。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、今後恐ら

く学習部分についても、教育アドバイザーの方が中

心になってという形になるけれども、必ずしも学校

の現場の先生たちとの意思疎通がなければ、幾らア

ドバイザーの方が頑張ったとしても、なかなか難し

い面があると思いますが、学校の現場の先生との連

携がどうしても必要だというふうに思いますが、そ

このほうはどういうかかわりになりますか。お伺い

いたします。 

○委員長（村上和子君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １１番米沢委員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 学校アドバイザーについては、主役ではございま

せん。脇役というふうな形を考えております。あく

までも学校の中心となって動くのは教員であり、そ

のリーダーである管理職、校長、教頭でございま

す。あくまでも、教育委員会が考えている、あるい

は道教委が考えている、そういう方向性として出た

ものを学校に伝え、中間の動きをして、脇役、黒子

として活躍してもらうことが学校アドバイザーの仕

事というふうに認識しております。人材としては、

元学校長を充てております。そういう部分で、それ

らのことが主役にならず、黒子として活躍してくれ

る人材を置いておりますので、そういう意味で、参

観日だとか、そういうものはつぶさにアドバイザー

は見に行きますけれども、一般の教員と直接当たる

機会は極めて少ないのかなということで、脇役とし

て頑張っていただいく、これからも頑張っていただ

きたいというようなことで考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ぜひ、そこら辺は連携が

必要で、あくまでも学校の先生たちが主役になって

いくのだろうというふうに思います。 

 次にお伺いしたいのは、教材費等の保護者の負担

の状況の問題です。この資料の中では、年間という

形で、卒業するまで小学校ではそれぞれ分かれて４

万円、中学校では５万４,０００円という形になっ

ております。こういう状況の中で、今これ以外にも

部活動にかかわる問題だとか、準保護、要保護につ

いてはそれなりの対応はされているとしても、一般

の方の負担というのはかなり重くなってきていると

いうのが状況にあるというふうに思います。 

 そういう意味では、一定部分、学業にかかわる部

分の保護者負担の軽減の一環としても、指定ジャー

ジ等の負担の軽減だとか、あるいは入学時の算数

セットありますよね。今、小学生の各自が買うよう

になっております。だけれども、今ほかの自治体に

聞きましたら、備品として学校に置いてあるという

形になりますから、なくなればそこで補充するとい

う形の、少しでも軽減できるような対策を私はとる

べきだというふうに思いますが、この点についてお

伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １１番米沢委員の

学用品等の関係でございます。 

 委員おっしゃるとおり学校の部分については、学

校の予算で買うのが基本でございますが、学校と家

庭の両方で使う部分については、基本的に個人に還

元されるということから、保護者の負担をいただい

ているところでございます。 

 一つの例として算数セットの例がございました。

確かに算数セットについては、二千数百円するのが

一般的かと思います。そのようなことで、今教育委

員会のほうでも他の町村の事例を聞いてみますと、

委員おっしゃるとおり備品で買っているところ、入

学祝いで差し上げているところ、そういったところ

もあるようです。そのようなことから、今教育委員

会としましては、学校の事務官がその担当をしてお

りますので、そういった学校の現状を聞いた中で、

そういったことが可能なものについては、できるだ

け負担軽減に努めるようなことを検討してもらうよ

うな、議題にも上げて協議をしていただいていると

ころでございますので、今後の研究課題として受け

とめさせていただきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ２３３ページのスキーリ

フトの管理の件についてお伺いいたします。 

 スキーリフトの管理運行については、委託もされ

ております。非常にスキーを利用する方、チェア式

のリフトではありませんけれども、利用する方がい

らっしゃいます。しかし、他の市町村では、チェア

式のリフトという形の中で運行されて、上富良野町

にもある程度設備投資はしてありますので、すぐと

いう形にはならないにしても、観光の事業のあり方

としても、そういうものも検討した中でチェア式の

リフトの要望が、私はスキーなんかも行っているの

で、よく聞きます。そういうことも含めた改善策が

将来的にも、今必要だというふうに思いますが、こ

の点についてお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） １１番米沢委員の

スキーリフトの関係かと思います。 
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 スキーリフトについては、昭和６０年にできて、

もう既に３０年経過しているわけであります。教育

委員会としましては、索道というロープ等でござい

ますので、その安全管理を現在第一に考えておりま

して、平成２２年からことしまで６年かけて、年間

３００万円から４００万円の整備費を充てまして、

支障のないようにということで機器の万全を期して

いるところでございます。 

 委員御発言のチェア式ということも要望の中には

たまにあるわけですが、今教育委員会としまして

は、あの山に合ったものとしては、現在のロープ塔

のほうが最適で安全かということで押さえをしてご

ざいます。ただ、中富良野のように観光振興に役立

つチェア式の二面性というのもありますが、当面に

おいては、今のロープ式リフトを万全な体制で、あ

の山に合った形で運行することを基本としていきた

いと考えております。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで９款の

教育費の質疑を終了します。 

 ここで説明員が交代しますので、少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、１０款公債費の２

３８ページから１２款の予備費２４１ページまで一

括して審議を行います。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで１０款

公債費から１２款の予備費の質疑を終了します。 

 以上をもって一般会計の質疑を終了いたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ４時２４分 散会 



― 61 ― 

 

 

   上記会議の経過は、議会事務局の調製したものであるが、その内容の 

 

  正確なることを証するため、ここに署名する。 

 

 

     平成２７年１０月２８日 

 

 

   決算特別委員長    村 上 和 子 

 

 

 





― 63 ― 

平成２７年上富良野町決算特別委員会会議録（第３号） 
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○委員会付託案件 

議案第８号 平成２６年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定について 

議案第７号 平成２６年度上富良野町企業会計決算認定について 

─────────────────────────────────────────────── 

○議事日程 

開議宣告 

１ 議案審査 

  議案第８号 平成２６年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の質疑 

   (1) 国民健康保険特別会計 

   (2) 後期高齢者医療特別会計 

   (3) 介護保険特別会計 

   (4) ラベンダーハイツ事業特別会計 

   (5) 簡易水道事業特別会計 

   (6) 公共下水道事業特別会計 

  議案第７号 平成２６年度上富良野町企業会計決算認定の質疑 

   (1) 水道事業会計 

   (2) 病院事業会計 

２ 分科会ごとに審査意見書案の作成 

   (1) 審査意見案の協議（第１分科会は第２会議室、第２分科会は議員控室） 

   (2) 審査意見書案を決算特別委員長に提出 

３ 全体審査意見書の作成 

   (1) 正・副委員長、分科長により成案作成（議長室） 

   (2) 成案報告、審議、決定 

４ 理事者に審査意見書を提出 

５ 審査意見に対する理事者の所信表明 

６ 討論と表決 

７ 決算特別委員会審査報告の件 

委員長挨拶 

閉会宣告 
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― 64 ― 

 教 育 長         服 部 久 和 君     代表監査委員         米 田 末 範 君 

 議選監査委員         今 村 辰 義 君     会 計 管 理 者         藤 田 敏 明 君          

 総 務 課 長         石 田 昭 彦 君              産業振興課長         辻     剛 君 

 農業委員会事務局長         北 越 克 彦 君              保健福祉課長          石 田 昭 彦 君         

 健康づくり担当課長         杉 原 直 美 君     町民生活課長         鈴 木 真 弓 君 

 建設水道課長         佐 藤   清 君     教育振興課長         野 﨑 孝 信 君 

 ラベンダーハイツ所長         大 石 輝 男 君     町立病院事務長  山 川   護 君 
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午前 ９時００分 開会  

（出席委員 １２名） 

─────────────────── 

○委員長（村上和子君） おはようございます。御

出席、まことに御苦労に存じます。 

 ただいまの出席委員は１２名であり、定足数に達

しておりますので、これより決算特別委員会３日目

を開会します。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事について、事務局長から説明をいたさ

せます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 本日の議事日程につき

ましては、さきにお配りした日程で進めていただき

ますようお願い申し上げます。 

 以上であります。 

○委員長（村上和子君） 昨日に引き続き、平成２

６年度上富良野町各会計歳入歳出決算認定の特別会

計より質疑を行います。 

 最初に、国民健康保険特別会計全般の２４５ペー

ジから２８３ページまでの質疑を行います。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 国保税の件について、収

納状況等についてお伺いいたします。 

 この意見書等については、不納欠損等があるとい

う形の中で、状況を聞きたいのですが、不納になっ

ている世帯の中で、金額に追いつかない納付という

のは大体何件ぐらいあるのか、まずその点お伺いし

ていきたいと思います。 

○委員長（村上和子君）町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員の

御質問にお答えします。 

 米沢委員の国保税の不納欠損した世帯についての

収入状況でございますが、不納欠損を今年度させて

いただきました１０件につきましては、居所不明の

方が３名、無財産の方が１名、あと生活困窮という

ことで、生活保護に受給になった方が６名の１０件

でございますので、全ての方が生活収入に国保税に

満たない方ということで認定させていただいており

ます。申しわけございません。全員が追いついてい

ない状況ということで、確認してございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 今後、恐らく予想される

のは、また、そういう状態の方が多数占めるという

状況ですから、かなり不良化する債権という形で出

てくる可能性は当然推測されるかというふうに思い

ますが、そういうようなことも考えられると思うの

ですが、実情はどうでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 収納対策担当主幹、答

弁。 

○収納対策担当主幹（斉藤 繁君） １１番米沢委

員の御質問にお答えいたします。 

 不納欠損につきましては、今後も同じような理由

で同じような額は、まだ確定ではないのですが、今

後も予想されるところであります。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 追いつかない場合の納付

計画、当然、されているかというふうに思います。

たまに納付計画に追いつかないという形の中で、厳

しい叱責を受けたという声も過去に聞きました。今

は、恐らくそういうことないのだろうというふうに

思いますが、その点は収納する側として、恐らく上

のほうからもきちっとした収納計画を立ててもら

い、さらに努力しながら収納してもらうというよう

な前提での指導、あるいは納付計画に沿った粘り強

い納付のお願いをするということを前提として行っ

ているかというふうに思いますが、そこら辺は間違

いないですか。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員の

保険税の収納にかかわる件についてお答えします。 

 職員につきましては、町民の皆様に公平・公平性

による保険税の納入ということでお願いしているこ

とから、納入計画に基づいて納入されない方につき

ましては、そちらの状況もあるかとは思いますが、

御相談には誠意を持って応じさせていただいており

ます。今後とも、そういうことを職員には、十分職

責を持って対応するように指導して努めてまいりま

すので、町民の皆様にも御理解いただけるように努

めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 確かに、個人の努力等も

あるかというふうに思います。全体の国保税が高い

というような状況が聞かれます。それで所得階層を

見ても、自営業者、あるいは給与所得者という形で

あっても、本当に所得が少ないという状況になって

います。所得階層の世帯別で見ても、町からいただ

いた２５０万円以下の世帯が、圧倒的多くを占める

という状況になってきています。 

 そういう状況の中で、確かに減免だとかいろいろ

な制度があったとしても、例えば５人家族で所得３

００万円とします。奥さんが専業主婦で、控除額と

いうことで３８万円という形になれば、この世帯に

至っては恐らく２４０万円、約１割ぐらいの課税が

されるというふうに推測される世帯です。そうする
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と、そこから教育費や家賃やもろもろの支払わなけ

ればならないということになった場合、二十五、六

万円の課税というのは本当に非常に重いというのが

実態になってきます。 

 私はこういうことを考えたときに、町からの一般

会計を繰り入れながら、そこから少しでも軽減でき

るような対策をとるべきだと。町は、この間、財政

調整基金という形の積立金を持っています。目的別

であります。しかし、その中でも財政調整基金とい

うのは、どの目的においても使える基金があります

から、そういうものを繰り入れながら、やはり軽減

するということをなぜされないのかというところが

大きな問題になっているし、また、負担の重い原因

も社会的な要因があったとしても、ここに一つの要

因もあると思いますが、この点、改善しなければな

らないと思いますが、この点どのようにお考えで

しょうか。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員の

保険税の世帯における納付の状況についての課税状

況についての御質問にお答えさせていただきます。 

 町民の皆様につきましては、２６年度に保険税を

改正し、皆様に納付していただいているところでご

ざいますが、世帯に応じては軽減ということで、７

割軽減、５割軽減、２割軽減を実施しているところ

でございます。 

 委員の御質問の世帯につきましては、この軽減と

対象となる世帯とは異なることかもしれませんが、

所得等の状況に応じました軽減措置については、町

についても行っていることから、今後ともその制度

に基づいて進めていきたいと考えているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 町長にお伺いいたします

が、こういう実態というのは、町長みずからどの程

度把握されているのか、お伺いしておきたいと思い

ます。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員の国保税

にかかわる一般会計の繰り入れ等にかかわります質

問に、私のほうからお答えをさせていただきたいと

思います。 

 国保制度は、国民皆保険の制度を担う一番重要な

柱だというふうに認識をしております。ただ、これ

らについては一定のルールがございますし、また、

相互扶助という制度でもございますので、まず一般

会計の繰り入れについては、法定に基づく繰り入れ

をこれまでも行ってきたところであります。 

 この会計の収入の残をごらんいただきたいと思い

ますが、国保会計の総額は１４億弱であります。そ

のうち国保税の負担率は３億５,０００万円程度に

なりますから、ほぼ３分の１弱、これらをいわゆる

受益を受ける受益者の負担をいただくのは３分の１

弱と、それら以外は一般会計の繰り入れ、国の交付

金、都道府県の交付金、これらをもって国民の皆保

険を支えているということであります。 

 したがいまして、決して受益者の負担が上富良野

だけ多いというようなことでは、決してありません

ことから、したがいましてこれ以上の一般会計の繰

り入れということは、今のところ町としても考えて

いないということで御理解をいただきたいと思いま

す。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 毎回おっしゃるのです

が、やはり生活の実態等踏まえた場合に、負担感が

多いわけですよ、実際。この間、町は一般会計は繰

り入れないと、法定繰り入れはしておりますけれど

も、他の自治体では先進的に一般会計の繰り入れを

行いながら、やはり軽減する自治体もいます。そう

いうみずから努力して、不公平感と言うけれども、

いろいろな不公平、それでは不公平感ないですかと

言ったらあると思うのですが、そこらお互いきちっ

と認めながら、生活していく上でこの部分は必要で

すねということであれば、それは何も不公平感生む

原因にもならないですし、当然、それは社会保障と

して認められた範囲ということであれば、それは容

認できるというふうに思いますが、そこを絶対踏み

越えないのだと、町はですね、そこがやはり一番の

問題です。どちらの側に立っているのかということ

ですよ。そういったら、ほかの制度で軽減している

のでないかということで言うのですけれども、この

問題に立てば、やっぱり住民の立場に立ってきちっ

と軽減をするというような対策はとれると思うので

すよ。 

 積立金も財調も５億円ぐらいありますから、一部

取り崩せば、簡単に１万円、１世帯引き下げること

も十分可能です。そういうことをやりなさいと言っ

ているのだけれども、やらないのです。町長、可能

ではないですか、こういった部分に財調など取り崩

して、答弁求めます。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員の再度の

御質問にお答えをさせていただきます。 

 国保の被保険者の数は、町民の数で割りますと、

３分の１弱であります。これらの方を特定して税を

投入するというのは、一定程度皆さんの合意が必要

だというふうに思っておりますし、また、委員発言
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にありましたように、全国の事例からして一般会計

から繰り入れをして軽減をすることが、先進的な取

り組みだというふうな発言がございましたが、私ど

も決してそういうふうには考えておりません。 

 先進的な取り組みの例で言いますと、上富良野は

御案内のように、特定健診、特定保健指導に特化し

て国の基準を上回る健診項目、これらに一般会計を

投入してございますし、また、保健指導を行ってい

る保健師、これらは国保の被保険者に特定して特定

保健指導を実施をしている。 

 したがいまして、これらの効果が医療費の削減

に、抑制につながっているところでもありますし、

また、それを割り返すと、国保の税負担は国保の被

保険者に限って言いますと、全国からも、全国は失

礼ですが、全道の最先端を進んでいるという負担リ

ンクの部分も含め、そのように理解をしてございま

すし、また、そっちのほうに一般会計を負担してい

ることから、御理解をいただきたいというふうに考

えています。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 別問題ですよ、そういう

問題とは、一緒くたに物事を一つに考えないでくだ

さい。その人数が多いだとか少ないだとか言うので

はなくて、自治体が進める政策というのは、多いか

少ないかではなくて、どういう人たちが上富良野町

に住んで、やっぱり少しでも快適な上富良野町に住

んでもらえるかという立場に立った政策の展開しな

いと、多いか少ないかで言えば、細かく見れば上富

良野町でやっている政策の中で、国保の加入世帯よ

り少ない政策でやっている、たくさんありますよ。

そうしたら、そういうのはどうするのですか、それ

は不公平感だということになるでしょう、あなた。

間違ったような答弁しないでください、そこら辺。

きっちりと政策展開するのであれば、町に住んでい

る人たちの不公平感云々かんぬんと言って逃げ道に

して、物事の本質をすぐすり抜けていって、回避す

るというそういうところがだめなのです。 

 町長、黙ってないで、きっちり答えてください

よ。今、どれだけ町民の多くの方が介護や税の負担

で悩んで、大変な状況なのかというところを少しで

も、私は全部わかりませんよ。聞いた範囲でも訴え

ているわけですよ。そのことを改善求めているわけ

ですから、町長の答弁求めます。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員の再度の

御質問にお答えをさせていただきます。 

 私の答弁が少し誤解を招いたのであれば、おわび

を申し上げたいというふうに思いますが、少なくと

も法定の繰り入れ基準が定まっている制度でござい

ますので、それを超えての一般会計の繰り入れは、

今のところ考えていないということで御理解をいた

だきたいというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ２７５ページの高額医療

費の拠出金について伺いたいというふうに思いま

す。 

 高額医療の拠出金については、その年度によって

病状によって大きく変わるかというふうに思います

が、２６年度等においては、高額医療費の負担分が

ふえるという状況にありますので、こういう部分に

ついては２６年度においては特徴的な慢性疾患、あ

るいはがん治療だとか、腎臓病だとか、そういうの

がいろいろあるかと思いますが、どういう実態に

なっているのかお伺いしていきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢委員の

高額医療費の共同事業拠出金についての御質問にお

答えします。 

 高額医療費の共同事業拠出金の算定につきまして

は、過去３カ年間の高額療養費及び財政安定化共同

事業交付金により算出されております。これにつき

ましては、都道府県単位で共同事業を行うことか

ら、道の負担・国の負担が算定されておりまして、

今回、市町村においても共同事業の事業費に算出さ

れた金額を拠出しているものとなっております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そういう状況の中で、上

富良野町はいろいろこの予防計画に基づいた疾病の

特定健診だとか、２次予防だとか、指導率の向上に

向けて率だけではありませんけれども、やっている

かというふうに思います。 

 この成果調書の中にも指導率を高いだとか低いだ

とか評価するものではありませんけれども、やはり

特徴的な肥満だとか、腎臓病だとか、ふえる傾向に

あるというふうにも明記されております。そういっ

た点で、２６年度においてはどういう傾向が健診等

において見受けられたのか、この点まずお伺いして

いきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 健康づくり担当課長、答

弁。 

○健康づくり担当課長（杉原直美君） １１番米沢

委員の平成２６年度における特定健診の受診結果の

動向についてお答えいたします。 

 平成２６年度の法定報告は、まだ全国集計はされ

ていませんが、受診率、上富良野町おかげさまで７

０.６％、保健指導率８６.９％が９月末で算定され
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たところです。２６年度の受診結果につきまして

は、おおむね例年と同じような傾向にはなっていま

すが、重症化予防ということで、糖及びコレステ

ロール、血圧、この３点についての分析をしており

ます。 

 その中では、近年、ずっと糖尿病の発症という

か、健診ですので、健診の有所見は、ヘモグロビン

ａ１ｃで診る数字ですが、それがずっとなかなか下

がらない状況でいましたが、２５年、２６年にかけ

ましてはやせていても遺伝的に糖尿病の遺伝のある

方たちに対しての保健指導、食べ方の栄養指導など

を充実したところ、２６年度におきましては確実に

有所見率は下がっている状況です。 

 ＬＤＬコレステロール、最近は虚血性の脳血管疾

患が多くなって、介護保険の認定の原因疾患にも

なっております。それの要因となる悪玉コレステ

ロール、ＬＤＬコレステロールの高脂血症の有所見

については、非常に高い状況が近年続いておりまし

て、やはれこれは上富良野町の特徴なのか、食べ方

の特徴なのかということも考えて、かみふっ子健診

の子どもたちの所見の３割もＬＤＬコレステロール

が高い所見が出ておりますので、実際に、その辺を

２６年にかけて強化しました。 

 栄養士２名において、担当地区をもちまして、栄

養指導を充実させたところ、２７年度におきまして

は確実に下がっている状況が見えてきているので、

保健指導の優位性を確認しているところです。 

 あわせて高血圧ですが、上富良野町はずっと高血

圧疾患が高く、脳卒中も高い状況でおりました。

徐々に家庭でも血圧をはかる習慣を住民の方たちと

共有させていただいた結果、確実に下がっておりま

す。ただ、２７年に向けましては、本来、すごく広

い会場で血圧をはかっていましたので、私個人的で

すが、だんだん耳も遠くなりますので、デジタルの

血圧計を購入いたしまして、精密な結果を住民の方

と一緒に、確実に自分の血圧がどのように変化をす

るのかということを確認していて、少し所見の率は

２７年は上がってきていますが、塩分の摂取の方法

だとか、生活習慣にかかわるところで現実的な数値

の有所見を減らすという努力を重ねているところで

あります。 

 また、お話にありましたように重症化予防、心房

細動含めて腎臓の病気などは、委員、御指摘のとお

り、上富良野町は非常に課題として持っているとこ

ろです。データヘルス計画にのっとって、２６年、

２７年と継続して保健指導を充実させているところ

です。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 総括的な質問になってし

まったら申しわけないのですけれども、２４６ペー

ジのいわゆる歳入にかかわりますところの国民健康

保険税のところでございますが、この間、平成２３

年度の改定に引き続き２６年度このような改定がさ

れて、先ほど副町長の答弁ありましたように、３億

４,０００万円の自主財源という中でやっておりま

す。 

 この保険改定の性質上からいきますと、やはり本

来であれば法定繰り入れのみにとどめて、さらには

町が進める健康政策に基づいて医療費拠出を抑えて

いきながらやるということがまこと最もなのです

が、いわゆるもう財調の基金もほとんど底をついて

いる状況の中で、平成３０年に保険者が都道府県に

移行するまでの間、本当に今の改定率の幅のままで

引き継ぎまでしっかりとできる計画の決算、本当に

タイトロープな状況ですよね。２６年度決算も本来

であれば、もしかしたらマイナスになるという非常

に不安定な状況の中で、この税制の、保険税の税率

の改定幅も１回休んでいるがごとくで、２３年から

２６年に非常にジャンプアップの大きい改定幅に

なって、そのことが先ほど同僚委員もいったよう

に、納付者の負担が急激な増に反映されているとい

うことになりますが、この決算状況の中において、

２９年度までしっかりこの会計の中でやっていけれ

るというバックボーンは、どのような考えでお持ち

なのかを教えてください。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ６番金子委員の御

質問にお答えさせていただきます。 

 ２６年度に保険税改定をさせていただきまして、

私ども２６、２７、８、９、３０年の北海道に保険

者が移行するまでの間、この税率をもって上富良野

町国民健康保険の財政を運営していくような形での

ことで、皆様に御承認いただいていると考えており

ます。この保険税をもちまして、今、委員のおっ

しゃったとおり、本当に町民の方が早期発見・早期

治療することによって、多くの方がやはり疾病をし

ても健康になって暮らしていただけるよう、本当に

最終的に少しでも１年でも長く皆さん健康で生活し

ていただくための保険財政でございますので、何と

か疾病を抑え、本当に医療費を、高額な医療費にな

ることを抑えることが、最善の支出を抑えること

が、皆様の保険税に対する歳入も上げないで済むこ

とになるということから、この保険税率ということ

で賛成していただいておりますので、今、健康づく

り担当課長のほうからも御説明があったように、そ

ういうことで町民の皆様にも御理解していただきな
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がら、今後とも２９年までの間、努めていきたいと

考えております。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） もちろんそうすることが必

須でありますけれども、背景を見ますと、約１,８

００世帯弱の加入の中の７割が平均２００万円以下

の所得というそのベースの上に、非常に脆弱な構造

の上に成り立っているのですね。 

 私が懸念しているのは、当然、法定外繰り入れを

すれということ、私は言いません。それから、でき

ることならば繰上充用もしないで健全財政のもと

で、今、やっている上富良野の政策、私は正しいと

思っているのです。しかし、本当に何が大きな疾病

が、例えばインフルエンザのようなものが蔓延した

りした段階でも、すぐ吹き飛んでしまうような財政

の中の組み立て、また、もしくは保険税率を決めた

ときと実際納付するときで、所得の差が生まれると

いうこともあるのですね。ですから、そういったも

のに対して、しっかりと町がどのような蓄えという

か、手だてを準備しているのかを教えてください。 

○委員長（村上和子君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ６番金子委員の御

質問にお答えいたします。 

 委員おっしゃるとおり、国民健康保険税の上富良

野町の場合につきましては、本当に今の皆様、町民

の皆様の保険税で支えさせていただいております。 

 ただ、今、国は、保険者が都道府県に移行するこ

とで、さらなる交付金のほうの予定をさせていただ

いております。この２７年度も２６年度から２７年

度にかけて、大幅に増額の軽減策ということで入れ

てさせていただいておりますし、これは２７年度、

２８年度、あと９年度に向けてのことでなりますの

で、それについて保険財政については、保てるとい

うふうに現在のところは考えております。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） 本当に残り３年というか、

３年間プランをしてはいけないのかもしれないので

すけれども、やはり先ほど副町長というか、町の考

え方として今の体制をやっていく、私もその推進は

間違っていないと思います。本当に強くそう考えま

すし、ほかの協会けんぽ等々のバランスもあります

から、それはそれでいいのです。 

 ただ、私が聞きたいのは、今回も本当にぎりぎり

だった、まして貯金もない、一方で法定外の繰り入

れもしない。しかし、何があるかわからない、その

具体的な提案、町民の皆さんがそれぞれ国保が今、

保健福祉課が進めているように、健康づくりをする

ことによって疾病を促さない、ましては重度化を防

ぐ、これはまことなことなのですが、しかし、何が

あるかわからなかったときに、具体的な町としての

本当に最後の伝家の宝刀ではないですけれども、切

り札というそういった具体策というのが、あるのか

ないのか教えてください。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ６番金子委員の御質問

に、私のほうからお答えをさせていただきたいと思

います。 

 この医療費は、特に高額部分は、いつ何どき脳血

管疾患、心疾患、本当に１回手術すると６００万

円、７００万円も一気に支出がふえる、そういう状

況であります。 

 したがいまして、先ほどの話でありませんが、予

防対策に力を入れておりますが、こればかりは本当

に予想がつきません。委員がおっしゃるように、本

来は基金を持ってそれらの増減、急激な予想外の増

に対応するというのが、一番安定した運営でござい

ます。 

 したがいまして、今、国保会計にはその余力が実

はございませんので、毎年、逆に言うと毎月、一喜

一憂しながら何とかなりそうだ、そんなような実は

状況でございます。非常に不安定な状況だというの

は、御指摘のとおりであります。 

 ただ、今、課長からも言いましたように、国にお

いて国保会計の地方のその苦しみをもって、都道府

県に移管するということもあって、この２７年、２

８年、２９年と国保会計に直接優遇策をとる、交付

金として優遇策をとるような施策が打ち出されてお

ります。それに非常に期待をしているところであり

ます。結果から申しますと、今、課長が言いました

ように、何とかやりくりをしながら、この３０年を

迎えたいというふうに考えております。 

 最悪のケースは、繰上充用等を行いながらしのい

でいくと、繰上充用をした後の最後の３０年をどう

するのかというのは、確かに課題でありますし、

今、ここで申し上げることではないかなというふう

に思っておりますが、何とかしっかり支えていくと

いうことで、御勘弁をしていただきたいというふう

に思います。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

      （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで国民健

康保険特別会計の質疑を終了します。 

 次に、後期高齢者医療特別会計全般の２８７ペー

ジから３０１ページまでの質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで後期高

齢者医療特別会計の質疑を終了します。 

 次に、介護保険特別会計全般の３０５ページから
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３３１ページまでの質疑を行います。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ３２５ページの通所型予

防介護という形で、(お元気かい)だとか、(生きが

いデイサービス)だとかという形の中で進められて

おります。これは、いわゆる予防につながるという

形の中で、進められている一環なのかなというふう

に思いますが、現状こういう活動を通じながら、

やっぱり運用事業を通じながら予防介護に努められ

ている部分というのは、一定程度の効果等というの

はどういうふうな状況になっているか、お伺いして

おきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 地域包括支援センター主

任保健師、答弁。 

○地域包括支援センター主任保健師（星野 章君） 

１１番米沢委員の御質問にお答えします。 

 数値的な効果というものの判定はないのですけれ

ども、生きがいデイサービスでのデータをとって、

生きがいデイサービスに通所した期間から介護認定

までの期間を調べたものがあるのですけれども、そ

の期間で言いますと、本当にちょっと虚弱になっ

て、閉じこもりがちになって生きがいデイサービス

に通われたという方ですと、介護認定までの期間と

いうのが、６、７年は長くなっているかなというふ

うに思います。 

 ただ、生きがいデイサービスに通われている方の

中でも、ちょっと介護認定に近いような方が通われ

ていることがあるのですけれども、そういう方です

と、１、２年と短い期間の介護認定にはなるのです

けれども、やはりそこに通うということで、自分は

そこに通わなければならないという、何曜日には通

わなければならないという気持ちがあるので、やは

りそこは介護認定というか、できるだけ元気に過ご

していこうというふうな気持ちにつながっているの

ではないかというふうに思っております。 

 あと、お元気かいのほうですけれども、お元気か

いのほうもトレーニング的な要素をすごく加えまし

て、お元気かいを行っているのですけれども、これ

も数値的なデータはないのですけれども、お元気か

いに関してもやはり客観的に見て、行き帰りの背筋

が伸びているとですとか、足腰がすごい、足が上が

るようになってきたですとか、そういう客観的な

データでしかないのですけれども、そういうことで

効果を感じておるところです。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そういうものが一定程度

成果と言えるか、成果と言えば成果で、そういう予

防につながっているということで、非常に大事な事

業だというふうに思います。 

 それで地域支援事業ということで、今後、この地

域支援事業のあり方も変わろうとしておりますが、

現在、ボランティア等の介在した中でのこういった

予防というのは、地域も含めてどういう感じで実施

されているのか。もしもあの地域のお元気かいだと

かいろいろやられていますけれども、そういうもの

の実態というのが上富良野町ではどのように、２６

年度においてはなっているのか。わかれば、わから

なければよろしいです。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ただいま１１

番米沢委員の御質問にお答えいたします。 

 介護予防事業のボランティアさんのかかわりとい

うような質問だと思いますが、今、答弁いたしまし

た生きがいデイサービス及びお元気かいについて

は、それぞれ社会福祉協議会、あるいはラベンダー

ハイツで、上富良野の専門的な介護事業所に委託し

ている状況でございますので、それ以外に関しては

ボランティアというような形では、今は介在してい

ない状況です。 

 また、さらに自主グループといいまして、ふま

ねっととか、あと筋力トレーニングのグループ、う

ちの町も七グループぐらいあるのですけれども、そ

こら辺についてはボランティアというより、実質的

に町民の方が活動しているというような実態はござ

います。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、地域支援

事業の中で行われている介護予防等の事業というの

は、今後、２９年度ですか、上富良野は。もう実施

されているところもありますけれども、非常に専門

性の高い支援が求められている部分だというふう

に、今の答弁で受けましたが、そうしますと、これ

をボランティア、もしくは何らかの知識の持った人

が支援するということになった場合に、これは十分

この事業として機能されるというふうな形になるの

かどうなのか、その状況はどうでしょうか。やはり

介護予防につなげないその前の段階において、一定

の知識を持って必要な技能を持ちながら支援すると

いうことが求められるわけですから、それが簡単に

ボランティアに置きかえてその事業が成り立つのか

どうなのか、この２６年度の決算踏まえてちょっと

お伺いしていきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ただいま１１
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番米沢委員の御質問にお答えいたします。 

 実はまさに今、平成２９年度の新しい総合事業実

施に向けて、うちの町がどのような形にするのがい

いのかというのを検討している最中でございます。

その中で介護予防事業、これについては基本的には

今いる新しい総合事業といいますか、対象者の要支

援者、あるいは２次予防対象者の方のサービスの質

を下げないというのは、以前から御答弁させている

ことでございます。といつつ、そのほかに住民ＮＰ

Ｏさんもろもろの方の支援を受けたサービスという

ものが、新たな展開ができるかどうかというのを含

めて今検討をしているところです。 

 ただ、そうなりますと、ボランティアさん等とそ

ういう介護予防の専門的な知識がないもので、一定

の研修というのですか、そういうのも必要かなとい

うふうには認識しております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） いろいろと課題が、今、

答弁の中であるというふうに感じました。これは２

６年度の決算ですから、それ以上は言いませんが、

一層充実必要だというふうには考えております。 

 次にお伺いしたいのは、３２３ページの負担金補

助金及び交付金という形で、居宅・地域密着型サー

ビス・施設サービスという形で金額が並んでおりま

す。例えば、居宅サービス介護つきという形になっ

ておりますが、この中にいわゆる老人向けの介護つ

きの老人住宅というのでしょうか、そういうものが

含まれるのかどうなのか、この点ちょっとお伺いを

していきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ただいま１１

番米沢委員の居宅・介護サービスの内容ということ

の御質問だったと思います。 

 この中には、今、言われた住宅型有料老人ホー

ム、これについてはあくまでも高齢者アパートと

言ったらちょっと違うかもしれないのですが、あく

までもその分の経費は、この分には入っていないで

す。この住宅型有料老人ホームの多くが、訪問介護

事業所を併設しておりまして、その関係で訪問介護

サービス、そこら辺の部分については、居宅サービ

スの数値の中に入っている状況でございます。 

 さらにちょっと言いますと、近年、この住宅型の

有料老人ホームが、富良野沿線も含めまして結構な

数でふえていることから、その影響もあって、主に

この居宅の中の訪問系サービスが伸びているような

状況にございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、上富良野

町の方が他の市町村に入所した場合、その分の介護

費用というのは、当然、上富良野町がその実際、契

約結んでいると思うのですが、負担するという形に

なりますか。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ただいま１１

番米沢委員の御質問にお答えいたします。 

 介護保険法の中で、実は住宅型有料老人ホーム

等々については、住所を移しても全市町村が被保険

者となるという住宅特例制度というのがございまし

て、仮にうちの町民が富良野のほうに住所を移して

も前の町村が被保険者となりますので、介護給付費

については上富良野町が負担するというふうな仕組

みになっております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） もう１点お伺いしたいの

ですが、この意見書の中に保険給付の現状という形

の中で、居宅サービス・介護と予防・施設サービ

ス、地域密着型サービスという形で、年々、施設

サービスよりもその入所の状況によって年度変わる

と思いますが、比較的居宅サービスの費用がふえる

傾向にあるというふうに思いますが、その介護者の

状態によってどちらを選ぶか、介護支援計画の中で

設定されるわけですから、そういうことを考えれ

ば、これは例えば国が在宅、あるいはそういった進

めるという状況の中での施設よりも居宅側という形

の変化の中で、たどった中での変化なのかどうなの

かちょっとよくわからないので、そこら辺はどのよ

うに今回の２６年度の決算の中でちょっと見受けた

ものですから、お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ただいまの御

質問にお答えいたします。 

 先ほども、若干２５年度との給付の比較というこ

とでお話させていただいたのですけれども、将来、

国においては従来からなのですけれども、施設から

居宅というような形で移行しているような状況でご

ざいます。 

 本町についても、施設サービス全体については先

ほど委員がおっしゃったとおり、その時々に入られ

る方、入られない方が出て、そこら辺の増減は出て

くると思いますが、今後については居宅サービス、

あるいは地域密着型サービスという部分について、

給付費が増嵩しているような傾向にあると予測され
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るところでございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 地域密着型サービスとい

う形で、予算がついております。上富良野町にも一

つの運営をやられているという状況になっておりま

すが、今後、この運営等ついては十分な運営が図ら

れるようないろいろ形になっているかと思います

が、現状等について、わかる範囲でよろしいです

が、わかればお伺いしておきたいと思います。将来

的に、きちっと運営できるような状況が確保されて

いるのかどうなのかということも含めてですよ。大

ざっぱで、わかる範囲でよろしいですが、お伺いし

ておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 高齢者支援班主幹、答

弁。 

○高齢者支援班主幹（北川徳幸君） ただいまの米

沢委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 地域密着型サービスということで、本町において

はグループホームほーぷさん、あわせておととしで

すか、開設した小規模多機能居宅介護事業所ふくし

んさん、この２カ所が地域密着型サービスとなって

おります。いずれもこの地域密着型サービスについ

ては指定権限、あるいは指導監査権限については、

上富良野町に付与されているところでございます。 

 その中で、いずれも２カ月に１回運営推進会議と

いう形で運営状況、あるいは行事等々、課題等々を

話し合っていただきまして、場合によっては、本町

のほうから助言・アドバイス等をさせていただいて

いる状況にございます。 

 また、あわせておおむね年に１回実地指導という

形で、全般的な運営状況、あるいは介護請求等々の

全般的なことを１日かけて、両施設見させていただ

いている状況です。 

 その中で、いろいろ課題等があったとしたら、事

項を指摘というか、助言させていただきまして、そ

の進捗状況を踏まえながら、今現在、両施設につい

ては指導している、指導というか、助言・アドバイ

スしている状況です。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

      （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで介護保

険特別会計の質疑を終了します。 

 次に、ラベンダーハイツ事業特別会計全般の３３

５ページから３５５ページまでの質疑を行います。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ラベンダーハイツ事業と

いう形の中で、近年、施設整備等されております

し、一定程度、財調のいろいろと町との連携の中

で、繰り入れながら整備もされてきているという状

況にあります。 

 そこでお伺いしたいのですが、いわゆる施設管理

という形の中で、行政改革プランの中に将来はいわ

ゆる民間、あるいはそういう形の訴えが行革プラン

の中に載っておりますが、これは最終的に町とし

て、まだ方向性は出ていないというふうな表現であ

りますが、このラベンダーハイツ等はどのような方

向に持っていこうとしているのか、まずこの点をお

伺いしておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢委員の御質問

に、私のほうからお答えをさせていただきたいと思

います。 

 町長の考えは、最後のちょっと言い方語弊あるか

もしれませんが、町民の方々が最後をお迎えすると

きに、このラベンダーハイツが当面、直営を堅持す

るという思いでございます。ただ、ずっと永遠行け

るのか、施設の老朽化もございますので、将来にわ

たる部分については、まだ方向性は最終決定はして

ございませんが、当面、直営での堅持をするという

ことで考えていることを御理解をいただきたいとい

うふうに思います。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 今後については、まだ明

確な方向性はないけれども、行革プランの中では、

そういう方向性で行きたいということですから、そ

の方向性は、はっきりしているのだというふうなこ

とだというふうに受けとめておきます。 

 そういうものも踏まえて、３５１ページのラベン

ダーの施設介護の事業所における正職員と賃金職員

というのは、大体どういう比率でいらっしゃるのか

お伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） １１番米

沢委員の御質問にお答えをいたします。 

 比率ということだったのですけれども、現在、職

員全体で５０名おりまして、うち正職員が１４名で

す。残りが臨職員ということで、比率となっており

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 正職員が１４名という形

になりますが、あと恐らく、よく防災無線等で臨時

の介護職員なんか募集しているということで、勤務

形態もあってなかなか募集が、状況によっては応募
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が少ない、なかったという状況あると思いますが、

この２６年度においては、そういう勤務体系に支障

が起こるような職員が不足するだとかというのは、

そこら辺はどういうふうになっているのか、お伺い

いたします。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） １１番米

沢委員の御質問にお答えいたします。 

 確かに、介護士さんにつきましては、不足してい

る状況がございます。ただ、やめられた方におきま

してもその後、ハローワークとか、防災無線等で採

用に至っている状況がございまして、現状は不足し

ている事実はございますが、現状維持を守っている

ような状況にあります。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 介護の現場というのは、

非常に離職者が多いという形の中で今あります。非

常に他の状況を見ていても、そういう状況なのかな

というふうに思いますが、やはり今回ラベンダーハ

イツ等の賃金職員等の賃金体系を見ても、介護福祉

士や２級のヘルパー、３種パートだとかいろいろ常

勤だとかということはありますが、最低でも８４０

円から始まって最高でも１種の介護福祉士では１,

２００円程度かなというふうに思いますし、２種の

ヘルパー２級以上という形になっても、最高でも

１,０８０円くらいかなというふうに思いますが、

当然、働いて、一定の収入を得て生活しなければな

らないということになれば、離職ということに、賃

金では、こういう勤務体系では、なかなか生活を支

えることができないという状況が生まれてきている

のかなというふうに思いますが、そこら辺との関係

でなかなか勤務との関係もありますが、介護職員が

集まらないというような全体で状況はどうでしょう

か、そこら辺。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） １１番米

沢委員の御質問にお答えいたします。 

 介護職員の賃金の関係について、現在、賃金の額

が少ないことが原因で、介護職員が来ないのではな

いかという趣旨だと思いますが、確かにそのことも

一つの要因とは思われますが、また、施設の例えば

市とか町の大きさだとか、地域の状況だとか、いろ

いろなことが加味されまして、介護職員が少ないと

いう現状は、国・道、それから地方によるそれぞれ

の要因があって、少ないというようなことがあるか

なと思っておりますので、賃金だけが低いから少な

いというふうには押さえていないところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 確かに、今、施設が広

がっていますから、そういう社会的な要因もあると

思いますが、やはり賃金の体系も必要な構成の一つ

となっているはずで、この間、正職員は最低しか雇

用せずに臨時だとかパート、臨時職員で賄っている

というような状況が見受けられますが、今後、こう

いう正職員等の雇用等については、一切行わないと

いう形になりますか。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） １１番米

沢委員の御質問にお答えいたします。 

 これまでも正職員から臨時職員に切りかえてきて

いるという現状がございまして、今後、正職員を採

用していくという考え方は、現場としては持ってい

ないところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ぜひそこら辺改善してい

ただいて、可能な限り雇用できる環境を整えるとい

うことが必要だというふうに思います。 

 次にお伺いしたいのは、３５１ページの委託料の

中で調理業務ということで、３,２００万円予算が

計上されております。一定程度、調理業務が委託さ

れておりますが、この委託の中でいわゆる管理栄養

士等が、直接上富良野町では介在しながら調理のあ

り方や栄養のあり方というのは行っているのか、業

者自体が全て栄養管理をしているのか、この辺どう

いうふうな実態なのかお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） ラベンダーハイツ所長、

答弁。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） １１番米

沢委員の御質問にお答えいたします。 

 平成２６年４月に、西川食品のほうに委託をいた

しまして、現在、町の我々ラベンダーハイツの栄養

士とそれから西川食品さんの栄養士１名、それぞれ

がおりまして、献立等につきまして協議をしながら

策定しているような状況にございまして、協力して

進めている状況にあります。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

      （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、ラベンダーハ

イツ事業特別会計の質疑を終了します。 
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 ここで、説明員が交代しますので少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、簡易水道事業特別

会計全般の３５９ページから３７５ページまでの質

疑を行います。 

 御意見ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで簡易水

道事業特別会計の質疑を終了します。 

 次に、公共下水道事業特別会計全般の３７９ペー

ジから３９５ページまでの質疑を行います。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） ３９２、９３ページにわ

たって、工事請負費の中で、雨水及び汚水管のマン

ホール等の補修工事という形になっておりますが、

不明水等やあるいはそういう状況の中で、一定程度

破損だとかという形の支出が求められている部分で

あるかというふうに思いますが、その工事内容等に

ついてお伺いいたします。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま１１番米

沢委員の御質問にお答えさせていただきます。 

 不明水対策につきましては、まず公共下水道の管

渠の調査を行っております。結果としまして、ク

ラーク１カ所、侵入水１カ所、合計２カ所というこ

とであります。それと、今の部分については汚水管

の調査でございます。 

 次に、マンホール・ます類の調査につきまして

は、人工ぶたの部分、それから砂利の侵入、それか

らずれなどの調査を行っております。結果としまし

て、６８カ所が判明しております。 

 そのほかフラヌイ温泉の流量計算等の流量計の設

置に伴いまして、流量の測定を行っております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） フラヌイ温泉の流量等の

調査というのはどういう内容なのか、ちょっとお伺

いいたします。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） フラヌイ温泉につ

きましては認定量ということで、予測という形で当

初行っておりまして、これが正しいかどうかという

部分も確認のために行ったところでございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） その結果というのは、正

しかったですか、どういう結果だったですか。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） 結果としまして

は、認定量と大体同じような数字が出ております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 予想した以上に余分なも

のが入り込んでいないというような形の表現かなと

いうふうに思いますが、そういうことでよろしいで

すか。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） そのとおりでござ

います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで公共下

水道事業特別会計の質疑を終了します。 

 以上をもって、各会計歳入歳出決算認定について

の質疑を終了します。 

 ここで、説明員が交代しますので少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 続いて、平成２６年度上

富良野町企業会計決算認定についての質疑に入りま

す。 

 最初に、水道事業会計全般の質疑を行います。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １４ページの配水及び給

水費の中で、委託料という形で、漏水等調査と水道

施設更新計画の修正委託という形になっております

が、こういう場合の入札というのはどういう形で実

施されているのか、まずお伺いしたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま１１番米

沢委員の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、漏水調査につきましては、専門の漏水調査

の委託業者を指名して入札しております。また、水

道施設の更新計画修繕委託につきましては、これは

一般の通常の委託業者に発注しているところでござ

います。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 漏水調査等を含めて、施

設の更新計画の修正委託という形になっております

が、水道施設そのものの老朽化だとかそういった状

況というのは、どんなふうになっているのでしょう

か。ちょっとわからない部分でお知らせを願いま

す。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １１番米沢委員の
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御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、水道施設につきましては、浄水場、それか

ら配水管とかいろいろございます。配水管につきま

しては、相当古い部分がございますので、計画的に

更新をしているところでございます。浄水場につき

ましては、これにつきましては、日の出浄水場につ

きましては昭和４８年でございますので、浄水場の

耐用年数が６０年でございますので、まだ先の部分

でございます。それと、倍本地区の浄水場もござい

ます。これも平成２年でございますので、まだ相当

大丈夫だということになっております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 部分的な修繕だとかは、

当然、求められる部分あるというふうに思います

が、あわせてお伺いしたいのですが、水道管の漏水

調査等で漏水がわかったという場合に、管の埋設、

あるいは修復が、当然、起きます。そういった場合

の予算との関係で、いわゆる水道区域全般見直すと

いうことであれば、国の予算等もつくのでしょう

が、こういった漏水等がありました地域の例えば役

場の横でもいいですが、東１線でも２線でもいいで

すが、一定程度やっぱり１００メートルから２００

メートル直さなければならないというときになった

場合の補助というのは、国、あるいは道などの補助

が受けられるのかどうなのか。財政が苦しいといっ

た中で、そういったものがあれば活用しなければな

りませんけれども、そういったものが現状としては

一切ないという形になっておりますか。 

○委員長（村上和子君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま１１番米

沢委員にお答えさせていただきます。 

 水道事業につきましては、国の補助事業等はござ

いません。起債事業で賄っている部分でございま

す。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） ちょっとわからないので教

えていただきたいのですけれども、１７ページ、１

８ページにかかわります企業債でございますが、い

ろいろな水道事業を行うに当たって、各種企業債を

発行すると思いますけれども、上の段の財務省から

借りている２本が非常に利率が、年利が高いものが

あるのですけれども、これはやっぱり今の世の中に

おいて借りかえをして、例えば一般金融から低利で

借りたもので借りかえることとかというのは不可能

なのでしょうか。これはもう定率で国に返していか

なければならないものなのですか、ちょっと教えて

ください。 

○委員長（村上和子君） 上下水道班主幹、答弁。 

○上下水道班主幹（安川伸治君） ６番金子委員の

御質問にお答えいたします。 

 水道事業の企業債の高金利の部分の借りかえにつ

いての御質問だと思いますが、企業債の借り入れに

つきましては、総務省のほうの制度になっておりま

す。ほかの事業につきましては、特例措置ですと

か、特別措置という制度がありまして、例えば下水

道でいきますと、今、現状平準化債ということで、

過去に借りました高金利のものを借りかえするとい

う制度と、あと平準化させるという制度があります

が、上水道事業につきましては、企業会計というこ

とでございますので、そういった制度がない状況で

ございます。ですので、現状、今、高金利で借りて

いるものは、このまま返し続けるという状況になっ

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで水道事

業会計の質疑を終了します。 

 ここで、説明員が交代しますので少々お待ちくだ

さい。 

（説明員交代） 

○委員長（村上和子君） 次に、病院事業会計全般

の質疑を行います。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） １９ページ、病院事業費

の材料費という形の中で、薬品費という形で決算状

況が見受けられますが、この中で比較的後発医薬品

も使いなさいという形になっているのですが、新薬

と後発医薬品等の状況というのは、どういうふうな

状況になっているのかまずお伺いしておきたいと思

います。 

○委員長（村上和子君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（山川 護君） １１番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 町立病院の薬につきましては、一般病床の入院患

者につきましては、正規品を使っております。ま

た、老健につきましては、ジェネリックを使ってお

ります。 

 内容といたしましては、一般病床のほうにおいて

は、先生方が、大学の先生方も診ていただくことに

なりますので、そこでの誤差を生じないということ

での一般病床での正規品ということで、あと老健に

つきましては、ジェネリックの対応でございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 
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○１１番（米沢義英君） 大学の先生という形で、

誤差を生じないということの話でありますが、誤差

というのはちょっと読み取れないのですが、どうい

うものなのか。一般的に最近は国のほうも、ジェネ

リックを使いなさいという形の話も出てきて、勧め

るという状況になってきているのですが、なかなか

大学の先生たちは、こういったものは受け入れない

というようなそういうのも含まれているのかと思う

のですけれども、そこら辺はいろいろな事情がある

かと思いますが、その辺お伺いしておきたいと思い

ます。 

○委員長（村上和子君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（山川 護君） １１番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 旭川大学におかれましては、今の御質問でござい

ますけれども、ジェネリックを使うという方針で

なっております。ところが、町立病院の場合は、電

子カルテとオーダーリング等の整備がされておりま

せん。よって、ジェネリックというのが、一つの薬

において、例えば大塚製薬のプレタールという薬な

のですけれども、これにつきましては一つで２７種

類のジェネリックが出ております。２７社から出て

いると言っても過言ではございません。そういう中

で、うちが一つのものを選定していくときに、非常

に手間がかかってしまうので、そのたびに電子カル

テ等がありますと、正規品を打つと、ジェネリック

が出てくるシステムになっています。 

 ところが、うちの場合はそれがないものですか

ら、プレタールというものを正規品を出そうという

ことになりますと、そこから今度、薬品の本で調べ

ての対応になってしまいます。そういう意味での誤

差、間違いということでございまして、電子カルテ

を導入している病院においては、この正規品のイ

コールジェネリックというのを一つ決めて、そこで

対応しているというふうに旭川大学なんかでは聞い

ておりますが、それらができないものでございます

から、そこでの誤差と言いましたら、失礼ですけれ

ども、間違いを少なくするという意味で、一般病床

においては正規品という内容でございます。 

 老健につきましては、先ほどお話ししましたけれ

ども、全部うちの先生方が診ておりますので、それ

は１種類で頭の中に入っているということで、ジェ

ネリックを使っております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 機能的な整備のカルテだ

とか、システムのあり方が、そうさせているという

形だというふうにわかりました。 

 それで例えば、外来患者の中でジェネリックを

使ってほしいとか、そういうことというのは余り、

多いのか少ないのか、要望があれば町としてもそう

いった外来患者に対しても出している場合あると思

うのですが、外来においては、どういうふうな形に

なっているのでしょうか。 

○委員長（村上和子君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（山川 護君） １１番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 外来患者のほぼ９５％につきましては、うちは処

方箋という形で応需薬局ということで、病院前のと

ことか、あと町の薬局さんのほうで「薬、いただい

てください」ということで処方箋を出しておりま

す。 

 処方箋につきましては、うちの町立病院で変更不

可という形で出しているのが、ウルソという循環器

の薬とプレタールという血小板の薬でございます。

このほかは、応需薬局において変更可でございます

から、患者さんが、応需薬局の薬剤師の先生と、こ

ういうジェネリックがありますということであれ

ば、それは町立病院は全てオーケーですよというこ

とで、この二つの種類だけ変更不可という形で出し

ております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、薬局対応

で、それはなるという形の話かというふうに思いま

す。この薬品等の管理等については、きちっといわ

ゆる期限切れ等のものの在庫管理というのはきちっ

とされていますか。 

○委員長（村上和子君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（山川 護君） １１番米沢委員の御

質問にお答えします。 

 薬品の期限切れにつきましては、管理は十分され

ております。ただし、患者さんが来なくなった場

合、特別な患者さんがおりまして、ある程度の一箱

で買ったりする場合、そのようなものの期限切れと

いうのは毎年処分をしておりますが、あとについて

は管理は十分しているつもりでおります。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） １６ページのキャッシュ・

フローにかかわるところでちょっとお聞きしたい

と。今後の見通しについてになると思いますけれど

も、２６年、新会計システムになって、会計基準が

変わったということと、いわゆる減価償却に対する

考え方が、国のほうで企業会計ちょっと変わったと

いうことがあって、平成２６年、本当に病院の医

師、そして職員のさまざまな努力もあるにもかかわ
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らず制度的なもの、また、医師の外来の何というの

でしょう、眼科がなくなったりとかということか

ら、残念ながら損失が出ているところでございます

が、その損失を埋めることにできるような減価償却

が非常に大きく取れるようになって、この間、何と

か本当にキャッシュ・フロー、ほぼゼロ状況から約

３億円近い現金を積み重ねてきているのですが、今

後の見通しとして、今の状況。 

 やはり減価償却も今年度については４,９００万

円ほど、どんと見れておりますけれども、やはり次

年度以降というのは、そんなにそんなに継続的には

見えていかなくなると。実質のところのキャッ

シュ・フローしていくところが、生み出せなくなっ

ていくのではないかなというちょっと懸念があるの

ですけれども、その辺の対策というのも今、一般会

計からの繰入金約２億４,０００万円程度あります

が、その範囲の中で埋めていけられる計画はありま

すかね。 

○委員長（村上和子君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（山川 護君） ６番金子委員の御質

問にお答えいたします。 

 キャッシュ・フローの関係でございますが、今現

在、町立病院の内部留保資金が約３億円ぐらいあり

ます。よって、実際にマネーショートをするという

ことは、今、ちょっと想定はできないかなというふ

うに思っているところなのですが、ただ、減価償却

が確かに少なくはなってきます。ところが、町立病

院会計というは、公立病院ですから、税金を払うこ

とがありません。よって、利益が出ても、そこにお

いては収益としては上がってきますけれども、減価

償却においての費用の中で見ていくという中におい

ては、現金にはさほど大きな影響はございません。 

 ただし、ただ言えるのは、今現在、古い建物で、

ほとんど償還がないです。また、２６ページにおい

ても企業債の金額においても約６,１００万円ぐら

いの年間の償還でございますので、病院を新しくし

て、何かを建てたりするというときは、相当お金の

資金ぐりというのは影響なるかと思いますが、今現

在の中においては、回っていくだろうという予想を

立てております。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ６番金子委員。 

○６番（金子益三君） それを踏まえてなのですけ

れども、やはり１万数千人の生命と健康を守ってい

く町立病院、今、本当１００％では健全経営かとい

うと、健全経営だとは思われる経営状況になってお

りますが、やはり今言う建物の経年劣化はかなり進

んでいるのですね。今、事務長から答弁ありました

ように、ほとんど償還もないに等しいぐらいの築数

十年もたっておりますが、これが今後に向けて病院

維持していく上で、いろいろ修繕等々もして長寿命

化を図っておりますが、限界が来ると思うのですけ

れども、それらについてどのような考えがおあり

か、ちょっとお聞かせください。 

○委員長（村上和子君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） ６番金子委員の町立病院

にかかわる御質問に、私のほうからお答えをさせて

いただきたいと思います。 

 委員も御承知のとおり、町立病院開設以来３０数

年、施設の老朽化が進んでいる現状は認識をしてご

ざいます。第６次総に、どういう形で病院の更新計

画をのせていくことが可能なのか、財源ももちろん

含めて、そういう検討を始めたところであります。 

 ただ、一方、平成２９年度だったと思いますが、

いわゆる基幹病院である２次医療圏の協会病院を中

心として、富良野医療圏の今、再編計画を立てる、

地域が立てることになってございます。医療制度も

今、大きく変わろうとしておりますから、そのベッ

ド数をどれだけにするのか、そういうこともこれか

らかなり変動要素が多いかなというふうに考えてい

ます。 

 したがいまして、それらも含め第６次計画にどの

ように更新計画を立てていくのか、それらを検討し

てまいりたいと思います。いずれにいたしまして

も、町はこの町民の医療の制度をしっかり支えてい

くということは、議会の皆さんとも合意をされてい

るかというふうに考えてございますので、機会ごと

に、また御相談を申し上げたいというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） ほかにございませんか。 

 １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 入院といわゆる外来等を

見ましたら、入院も減るという形になりますし、外

来も比較的減っているという形になってきておりま

す。 

 それと同時に、報告書の中では予約診療とあるい

は投薬、長期投薬という形の中で実施し、泌尿器科

等が予約制導入、そういう形の中で時間待ちが少な

くなったというような形で書かれております。 

 そこでお伺いしたいのですが、今後、このままで

推移すると、入院についても外来についても、患者

数が減る傾向が過年度から見てもあります。老健は

一定程度、患者数は保たれてはいるものの、必ずし

も入院、一般病棟についてはなかなか厳しい経営を

余儀なくされているという状況があるというふうに

思いますが、これは相手次第でもありますから、何

とも言えないところですが、これは大まかにどうい



― 78 ― 

うことが原因しているのかということも含めて、診

療科目がなくなったりとかという要因もあると思い

ますが、その点、お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（村上和子君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（山川 護君） １１番米沢委員の御

質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の入院の患者数の減でございます

が、確かに御指摘のとおり、減少傾向が今、とまっ

てない状況でございます。内容的には、医療が相当

変わってきているというのがまず一つあると思いま

す。入院の期間が短くなってきている、それから高

齢者においても在宅の誘導がなされている、そして

在宅においては、訪問看護等でのサポートもできて

きているという一つの医療と介護の連携の中で、医

療費を削減するという意味の中においても、そうい

うシステムが確立してきている。 

 そして、そのことが、また入院患者の医療費にお

いても、相当高額な負担が、入院した場合にはか

かってきているというのもございます。実際、町立

病院の入院患者においては、あと二つ、三つ、ベッ

ドが動けば経営的には相当楽になってきますので、

内部でのそういう協議を先生方ともしております

が、本当にある程度今の時代、治ってきたら、帰り

たいと言う、患者さんは、帰りたい、病院にいたく

ないと。 

 そのかわり、すごく手がかかる介護と入院のはざ

まにいる患者さんにおいては、置いておいてくれと

言うという状況の中で、非常に一人、二日か三日入

院延ばしてくれたら、かなりの稼働率が上がってく

るのですけれども、そういうことはできないという

ことが、うちの先生方からも言われておりますし、

まして厚生労働省の先生方というのは保険医でござ

いますので、そういうことを今、認められていない

という中身での減少でございますので、人口は確か

に減っておりますが、高齢者はふえておりますの

で、それでも入院患者が減っているというのは、そ

ういう意図とそれと在宅、それから病院と福祉施設

の間における施設が、かなりできてきているという

ところにおける入院の減だというふうに思います。 

 もう１点は、病院できた当時は、町立病院でも胃

の手術とか、複雑骨折の手術とかしましたけれど

も、今はもうそういう時代ではございません。そう

いうのは大きな病院でやっていただくということに

なりますと、入院患者についてはどこが下げどまり

なのかなというのが、現場においても、僕自身が見

ているところでございます。 

 もう１点の外来につきましてですけれども、外来

患者につきましても、２５年の長期投薬から２５年

７月の予約診療において、外来患者そのもので２４

年との比較で２６年度は、２４と２６年度の比較で

８８％に落ちています。これは２０％ぐらい落ちる

という最初の見込みだったのですけれども、やはり

毎月１回薬を取りに来てくれていた患者さんには、

再診料と３カ月に１回血液検査等をして、１２回来

ていただいていた患者さんが３カ月に１回ですか

ら、４回しか、年に来なくなります。それで患者さ

んの負担も少なくはなります。病院に払う。ただ、

薬代が３カ月分払うから、薬代高いなというふうに

思うかもしれない。そういうのは、今、協会病院も

皆やっておりますので、時代の一つの流れ、医療費

の削減の中の一つだというふうに思っている。 

 ただし、そのことにおいても診療単価は、窓口で

払っていただきますと患者さんの単価というのは、

今現在、６,８００円ぐらいでございますけれど

も、外来患者の場合。それが２４年度の場合は、

６,２５０円ぐらいでしたから、検査が来るという

ことで、１回に払う窓口というのは多くなっており

ますので、その２割、外来収入が落ちているという

ことではございません。患者さんは減っております

けれども、収益についてはこれほどは落ちておりま

せんけれども、今の一つの診療の流れとして、そう

いうことを組んでいくというのが医療界の中で求め

られておりますので、このようなシステムを導入し

ているというのが内容でございます。 

 以上です。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、今後、一

定程度入院といわゆる保健施設等ですよね、介護施

設等のはざまの中で、入院患者数等は今後、まだ減

る傾向があるというような話かというふうに思いま

す。 

 そうしますと、確かに一定程度の収入は保たれて

いるものの、しかし、今後、国のほうでも収入、い

わゆる診療報酬等の改正がない限りは、そうそう地

方自治体の病院を維持するというのは、かなり窮屈

になってくる部分があるというふうに思いますが、

今、担当の事務長がおっしゃられたように手術はな

いということであれば、本当に初期の患者さんを診

て、医療圏につなげていくという形になるというこ

とになれば、経営自体がやはり在宅重視ということ

になれば、やはり成り立たなくなる傾向があるのだ

ろうというふうに思いますが、そういう中で今、国

のまた新たな医療圏の再編ということになれば、ま

た大きなダメージになる可能性があるというふうに

思いますが、その点は１自治体で努力できる部分の

収入確保で、できる部分というのはどのぐらいある

とお考えですか、ちょっとお伺いしたいと思いま

す。 
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○委員長（村上和子君） 病院事務長、答弁。 

○病院事務長（山川 護君） 大変難しい質問なの

ですけれども、実際、収支の関係で言いますと、こ

としは４,１００万円ほどの赤字でございます。そ

のうちの２,８００万円は引当金、給与引き当て、

賞与引当金でございますので、二千なにがしの赤字

が実際はございますけれども、２６年度において

は、一般病床の稼働率が２３床でございます。５

２.５％、実際２４年度は５８.５％で、２５.８床

の動きでございましたから、あと三つぐらいから四

つ病院のベッドが動けば、これはそんなに肩身の狭

くなくお話もできるのですけれども、この三つ、四

つに今、苦労しております。 

 ただ、今、流れとして、米沢委員の御質問の中に

軽い人と言ったらおかしいのですけれども、検査で

すね、大腸検査等、胃の検査等の入院患者もおりま

す。それから、長期の入院患者、もう一つは、今、

町立病院の一つの使命になってきたなというのは、

平たく、広い意味で言いますと、ケアミックスと言

うのですが、終末医療になってきます。 

 旭川の例えば医大に入っておりました、日赤に

入っておりました。抗がん剤投与しました、いろい

ろな手を打ちました、もうあと２カ月とかあと１カ

月とかといった場合に、やはり患者さんは今、旭川

の病院においても長く置くということになります

と、診療報酬の影響がございますから、それからま

た次の患者さんのこともありますので、同じ結果

が、成果が上がってこないということになります

と、本当の終末ということで町立病院の転院という

ことで、こういう形で何人もの方が入院されており

ますし、そういう意味において、地域における病院

のあり方というのは、また再度、問われるべきだと

いうふうに思います。 

 身近に、高齢化社会における医療というのをどう

提供していくか、自治体、そういう意味合いの中に

おいても収支も当然大事だと思いますし、それにつ

いてはやっていくのが当然でございますけれども、

この地域における医療というところにおける今の患

者さんのいろいろな形を見ていきますと、やはり少

しでも改善しながらいい方向に向けていきたいとい

うふうに思っている。 

 ただ、診療報酬というのが自分で決めれませんか

ら、国が決めてくるものですから、その枠内でどう

しても動くことにおいては、収支においては影響が

出てくるかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（村上和子君） １１番米沢委員。 

○１１番（米沢義英君） 今の話聞いていますと、

なかなかいかんともしがたいと思うので、対応でき

るのであれば、終末医療の部分をどれだけ呼び込め

るかどうかという、それにしたって相手次第で、２

ベッドか３ベッド稼働を長期に稼働するような状況

つくれば、一定程度改善ができるにしても今の医療

方針の中では、長期入院はさせないという状況にな

りますから、そこら辺が大きく自治体としては、な

かなかジレンマという状況なのかなというふうに思

いますし、まだ方向性等は見出せないという形にな

りますが、どちらにしてもこれから高齢化、高齢社

会という形の中で既に行われていますし、やっぱり

医療、地域の医療というのは、病院というのは必要

最小限、本当に大事な基幹病院になってくると思う

のですね。それで今の再編ということになれば、本

当に地域の人たちが病院なくなっては困るという状

況がはっきり、ありありと現状でもわかっていると

いう状況ですから、その点は引き続き当然いろいろ

な会議の中でも要望していると思いますが、診療報

酬等の改定だとか含めて町病院が成り立つような制

度の改正というのは、ぜひ引き続き要望していただ

ければというふうに思います。 

○委員長（村上和子君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） なければ、これで病院事

業会計の質疑を終了します。 

 以上で、企業会計決算認定についての質疑を終了

します。 

 暫時休憩します。 

 説明員は、退席をお願いいたします。 

 なお、説明員は、町長の所信表明から議場にお入

りいただきたいと思います。 

（説明員退席） 

────────────────── 

午前１０時４３分 休憩 

午前１０時４４分 再開 

────────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開します。 

 これより、分科会ごとに審査意見書案の作成を行

います。 

 分科会ごとに審査意見書案が作成されましたら、

委員長まで提出願います。 

 会場等について、事務局長より説明をいたさせま

す。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 分科会の会場につきま

しては、第１分科会は第２会議室、第２分科会は議

員控室といたします。 

 分科会での審査意見書案の作成が終了しました
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ら、議長室で正副委員長と分科長により成案を作成

いたします。成案がまとまりましたら、議事堂で成

案の報告、審議を行います。 

 それでは、会場に移動をお願いいたします。 

 以上です。 

─────────────── 

午前１０時４６分 休憩 

午後 １時５３分 再開 

─────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開します。 

 審査意見書案の整理を行いましたので、事務局長

に朗読させます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 平成２７年度決算特別

委員会審査意見書案を朗読いたします。 

 平成２７年度（平成２６年度会計）上富良野町決

算特別委員会審査意見書（案）。 

 一般会計。 

 歳入。 

 １、町税等の収納について。 

 税の収納状況については、収納率の向上が見られ

ているが、今後も引き続き不納欠損に至らぬよう収

納率の向上に努められたい。 

 ２、国有資産等所在市町村交付金について。 

 地方税法の固定資産税と整合性を図るよう国に働

きかけられたい。 

 ３、地域振興費寄附金について。 

 ふるさと納税増収のための対策を検討されたい。 

 一般会計。 

 歳出。 

 １、定住移住について。 

 （１）町の特性を生かし、より具体的目標を定

め、実行ある戦略を持って取り組まれたい。 

 （２）お試し住宅・移住準備住宅の環境整備を進

め、住み続けられるような窓口の支援対策強化と利

用の向上に努められたい。 

 ２、観光振興について。 

 観光振興計画を着実に進められたい。 

 ３、ホームページの充実について。 

 発信力を強めるため、ホームページの内容を精査

し、リアルタイムでの情報発信に努められたい。 

 ４、閉校後の利活用のあり方について。 

 地域の意見を参考にし、町独自の利活用のあり方

を検討されたい。 

 ５、かみふっ子健診について。 

 目標に向けて、さらに対応を図られたい。 

 ６、農作物加工実習施設について。 

 施設の充実と利用促進に努められたい。 

 国保会計。 

 １、国保税の収納状況については、分納などを活

用し、引き続き不納欠損にならないよう努力された

い。 

 ２、さらに町民の健康づくりを推進し、安定した

運営に努められたい。 

 ラベンダーハイツ事業特別会計。 

 慢性的な介護士不足の解消に努められたい。 

 以上で朗読を終わります。 

○委員長（村上和子君） これより、審査意見書案

の審議を行います。 

 ただいま朗読した審査意見書案について、御意見

はありませんか。 

 ９番荒生委員。 

○９番（荒生博一君） 誤字です。一般会計の引き

続き不納欠損の「納」が「能」です。 

○委員長（村上和子君） お諮りします。 

 審議は終わりましたので、審査意見書は、このと

おり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、審査意見書は、ただいまの審議のとおり

と決定いたしました。 

 以上で、審査意見書の審議を終わります。 

 これより、理事者に意見書を提出しますので、こ

の間を暫時休憩といたします。 

 再開は、２時１５分を予定します。 

─────────────── 

午後 １時５８分 休憩 

午後 ２時１５分 再開 

─────────────── 

○委員長（村上和子君） 休憩前に引き続き、委員

会を再開します。 

 理事者より所信表明の申し出がございましたの

で、発言を許します。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） ただいま決算特別委員長の

お許しをいただきまして、所信を表明をさせていた

だきたいと思います。 

 まず、この三日間、平成２６年度の決算を皆さん

方には大変慎重に御審議を賜りましたことを、まず

心から感謝とお礼を申し上げる次第でございます。 

 私ども、常々、限られた財政を有効にしかも効率

的に執行を心がけてまいったところでございます。

そういう中、そういう状況を終えまして、このたび

平成２６年度の各会計におきます決算の審査の御意

見を賜ったところでございます。 

 先ほど、お伺いいたしましたが、今回、御意見を

ちょうだいいたしました事柄につきましては、私ど
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も日々行政課題として、重く受けとめている事項ば

かりでございます。そして、こういったことを確実

に実行していくことが、町民への住民サービスの向

上につながると、皆さん方から賜った御意見は、ま

さしくそれをあらわしているものだと、深く心に刻

んだところでございます。 

 本日、賜りました御意見をさらに職員一丸となっ

て、しっかり胸にとめまして、さらに住民サービス

の向上につながるよう、予算の執行、そして業務の

推進に当たってまいりたいというふうに考えており

ます。 

 結びになりますけれども、この三日間、大変慎重

に御審議いただき、また、質疑の中でさまざま御意

見を賜りましたことに感謝を申し上げまして、所信

の表明とさせていただきたいと思います。 

 大変皆さん、ありがとうございました。御苦労さ

まです。 

○委員長（村上和子君） お諮りいたします。 

 ただいまの理事者の所信表明により、今後の町政

執行において、十分その意見を尊重し、最善の努力

をしたいとの確認が得られましたので、討論を省略

し、議案第８号平成２６年度上富良野町各会計歳入

歳出決算認定について及び議案第７号平成２６年度

上富良野町企業会計決算認定についてを採決したい

と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、討論を省略し、議案第８号平成２６年度

上富良野町各会計歳入歳出決算認定について及び議

案第７号平成２６年度上富良野町企業会計決算認定

についてを起立により採決します。 

 最初に、議案第８号平成２６年度上富良野町各会

計歳入歳出決算認定については、意見を付し、原案

のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

（賛成者起立） 

○委員長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、本件は意見を付し、原案のとおり認定す

ることに決しました。 

 次に、議案第７号平成２６年度上富良野町企業会

計決算認定については、意見を付し、原案のとおり

認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○委員長（村上和子君） 起立多数であります。 

 よって、本件は意見を付し、原案のとおり認定す

ることに決しました。 

 お諮りいたします。 

 本委員会の審査報告書の内容については、委員長

及び副委員長に御一任願いたいと存じます。これに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（村上和子君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本委員会の決算審査報告書の内容につい

ては、委員長及び副委員長に一任されました。 

 以上をもって、本委員会に付託された案件の審議

は、全部終了いたしました。 

 ここで、委員長といたしまして、一言、御挨拶を

申し上げます。 

 本委員会に付託されました平成２６年度各会計歳

入歳出決算書、企業会計決算書の町民の代弁者とし

ての委員各位の熱心なる御審議と審査により認定と

決したわけでございますが、ただ単に認定して終わ

りでなく、その結果をその町村の財政運営の一層の

健全化と適正化に役立てるという将来に向けて、そ

の前向きの意義あるものと考えます。 

 そういった意味からも、執行機関におかれまして

は、今後の執行に当たり、町民側に沿った十分な対

処を強く望むものであります。 

 ふなれな委員長でございましたが、委員各位の特

段の御協力によりまして御審査いただきましたこ

と、心から感謝申し上げ、最後に当たりましての御

挨拶といたします。 

 大変どうもありがとうございました。 

 これをもって、決算特別委員会を閉会いたしま

す。 

 まことに御苦労さまでございました。 

午後 ２時２０分 閉会  
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